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請求の趣旨
請求人に対する殺人被告事件について，平成７年２月９日，名古屋高等裁判所金沢支部が言い渡した懲役７年の確定判決について，再審開始の決定を求める。

請求の理由
第１　はじめに―新証拠と総合評価
１　白鳥決定，財田川決定及び名張決定の趣旨
刑訴法４３５条６号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは，確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ，その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいい，そのような明らかな証拠であるかどうかは，もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば，はたしてその確定判決においてされたような事実認定に到達したであろうかという観点から，当の証拠と他の全証拠とを総合的に評価して判断すべきであり，この判断に際しても，再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において，「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判における鉄則が適用される（最高裁昭和５０年５月２０日決定刑集２９巻５号１７７頁・白鳥決定）。
そして，明らかな証拠であるかどうかの判断にあたっては，確定判決が認定した犯罪事実の不存在が確実であるとの心証を得ることを必要とするものではなく，確定判決における事実認定の正当性についての疑いが合理的な理由に基づくものであるかどうかを判断すれば足りるものとされる（最高裁昭和５１年１０月１２日決定刑集３０巻９号１６７３頁・財田川決定）。
証拠の明白性に関する白鳥決定・財田川決定のような解釈論は，判例において既に確立したものとなっている（最高裁平成９年１月２８日決定・名張決定）。

２　新証拠と「目撃供述」の信用性
そこで，以下においては，まず確定判決の証拠構造について分析し（第２），本件の経過を通じて確定判決の証拠構造の脆弱性を明らかにし（第３），その証拠構造の中核をなす証拠群の信用性を減殺する新証拠について検討し（第４），それら新証拠と確定記録の中に現れている全証拠とを総合的に評価して，確定判決の有罪認定に合理的な疑いが残るものであることを論ずる（第５）ものとする。

なお，本再審請求書における人物の表記は，以下の例による。

　請求人Ｄ…「請求人」（ただし判決文を引用する際には判決文中に「被告人」と表記されている場合はそのままこれを用いる）

　Ａ　　　…「Ａ」または「Ａ」

　Ｂ　　　…「Ｂ」「Ｂ」（旧姓が「Ｂ」で知人からは専ら「Ｂ」または「Ｂ」と呼ばれていたことによる）

　Ｎ　　　…「Ｎ」または「Ｎ」（旧姓による）

　Ｈ子　　　…「Ｈ子」または「Ｈ子」

　Ｇ　　　…「Ｇ」「Ｇ」または「Ｇ」

　Ｉ子　　…「Ｊ子」または「Ｊ子」（旧姓による）

　Ｋ　　　…「Ｋ」

　Ｌ　　　…「Ｌ」または「Ｌ」
第２　確定判決の認定事実と証拠構造
１　確定判決の認定事実
（１）犯罪事実

請求人が再審請求の対象とする事実は，確定判決が認定した以下の犯罪事実である。「被告人は，昭和６１年３月１９日午後９時３０分ころから４０分ころにかけて，福井市《番地略》所在の市営住宅６号館２３９号室のＦ子方において，同女の２女Ｅ子（当時１５歳）といさかいになって激昂の余り殺意をもって，上記Ｅ子に対し，同室にあったガラス製灰皿（平成２年押第２６号の１）でその頭部を数回殴打し，同じく同室にあった電気カーペットのコード（同押号の４）でその首を締め，同じく同室にあった包丁（同押号の２及び３）でその顔面，頸部，胸部等をめった突きにし，よって，そのころ，同所において，同女を脳挫傷，窒息，失血等により死亡させて殺害した。」

（２）犯罪事実認定の根拠となる間接事実―本件再審請求の争点

　確定判決も次のように述べるとおり，第１審及び控訴審の争点となった請求人の犯人性については，直接証拠はなく，間接事実の積み重ねによる事実認定がなされている。

「本件殺人については，被告人の自白も明らかな物証も犯行の目撃者もなく，被告人と犯行とを結び付ける証拠は，本件発生時ころ，または，その後短時間の内に，犯行現場付近その他で着衣等に血を付着させた被告人の姿を見たとか，被告人から本件犯行の告白を受けたとの，被告人と交遊関係のあった複数の関係者の供述のみであるので，これらの供述内容を慎重に検討吟味することによって，被告人が犯人であるか否かを判断せざるを得ない。」（２０丁～２１丁）

したがって，先の最高裁判決の証拠の明白性の基準に照らせば，確定判決が犯罪事実認定の根拠とした各間接事実の存在につき合理的疑いが生じ得ないかが，本件再審請求の争点といえる。
　そして，確定判決の「四　当裁判所の結論」（１０３丁）によれば，確定判決が犯罪事実認定の根拠としている間接事実は，以下のように分析できる。

ア　請求人の事件当夜から翌朝にかけての行動についての一連の間接事実

　確定判決は，「本件殺人の犯行当夜犯行現場である丁原団地に被告人を連れていき，本件犯行直後に血を着衣等に付着させた被告人を目撃した，被告人から本件犯行の告白を聞いたなどとする前記Ｂ，Ａ，Ｎ等の供述は十分に信用でき，犯人と被告人とを結びつける決定的な価値を有するものであり，これらの各供述によれば，被告人の本件事件当夜から翌朝にかけての行動を以下のように認めることができる。」（１０３丁～１０４丁）とした上で，概略以下のような間接事実を認定し，請求人の犯人性を認定する根拠としている。
①　犯行時刻が昭和６１年３月１９日午後９時３０分から４０分ころにかけてであるところ，請求人は，午後９時ころ，Ａの住むエレガント甲野に行き，たまたま同所を訪れていたＢの運転する車に乗って丁原団地に向かい，犯行現場である同団地６号館前に停車後，１人で６号館の方に向かい，午後１０時前後ころ，Ｂの車に戻ったこと
②　請求人がＢの車に戻ったとき，衣服等（Ｂの捜査段階の供述では「右手の甲や指先にぬれた血がべっとり」ついていたとされる。）に血液を付着させていたこと
③　請求人が，エレガント甲野に向かう車中で，Ｂから右手の血痕を見とがめられて，「けんかをした」と答え，「あの女馬鹿やろう。」等とつぶやいていたこと
④　請求人が，翌２０日午前０時過ぎ，乙山で遊んでいたＡに対して，電話で，「人を殺してしもたんや。どうしていいんか分からんのや。」と説明したこと
⑤　乙山前路上で，Ａが，請求人が衣服等に血液を付着させているのを見て，「どうしたんや。」と尋ねたところ，「死んでしまったかも知れん。この前誘おうとした中学生の女や。」と答えたこと
⑥　体や衣服に血を付けたまま，乙山から移動し，メゾン丙川のＨ子方に匿われた請求人が，その際，Ｎ，Ｈ子及びＧに会っていること
⑦　翌朝午前６時ころ，請求人がエレガント甲野に，衣服に血を付けたままやってきたこと
⑧　請求人が，翌日，エレガント甲野で寝ている時，「ギャー」，とか「ウワッー」と大声を出す等し，うなされていたこと
⑨　犯行翌日，請求人と一緒に請求人方へ赴いたＡに対して，車中で，請求人が本件殺人を犯したことを告げたこと

　重要なことは，これら複数の間接事実は，それぞれ独立して存在するのではなく，犯行当日から翌日にかけての事実の連鎖となっていることである。したがって，各事実の存否について検討する際にも，それぞれの事実がどのような証拠構造に支えられているかという視点と共に，それぞれの事実のつながりが矛盾なく説明可能かどうかという視点からの検討が欠かせないものとなる点に，本件の特徴があるといえる（この点については，第５の７で詳述する。）。

イ　事件後の請求人の言動についての間接事実

　さらに，確定判決は，犯人性認定のための間接事実として「被告人が，犯行後自己が犯人でなければ説明のつかない言動をしたこと」（１０５丁～１０６丁）をあげるが，その具体的内容は，以下の３点である。

①　Ｃに対して，電話で，昭和６１年７月７日ころ，「本件で犯人が挙がると何年くらい刑を勤めなければならないのか。」「逃げたい。俺は逃げるわ。」「精神異常者の犯行なら罪にならないんじゃないか。」「このまま俺がアホだったら，警察に疑われなくて済むんじゃないか。」という発言をし，また，同年９月か１０月ころ，「あの殺人事件はどうなったんだ。」「ああいう事件は本当はなかったんじゃないのか。空想の事件じゃないのか。」という発言をし，さらに，同年１２月１０日ころ，逮捕されたＬがどうなったかとの趣旨の発言をし，また，「Ａの言ったことで自分が疑われているんじゃないか。」という発言をしていること（９９丁）
②　飲酒の上，Ｇに対して「俺がやった。」との発言をしたこと（１０１丁）
③　Ｙに，昭和６２年１月ころ，「お前，本当にやっていないんやろな。」と尋ねられて，「やったかやらんか，そんなもんシンナー吸っていたんやで，分かるわけない。」などと返答していること（１０１丁）

ウ　請求人と被害者の接点に関する間接事実

　また，確定判決は，犯罪事実認定のための間接事実として，「被告人と被害者は本件犯行以前に少なくとも面識があったと認められること」（１０６丁）をあげる。

エ　請求人が本件犯行から推測される犯人像から外れるものではないこと

　確定判決が認定している犯人像は，以下のようなものであると言える。
①計画的犯行ではなく，偶発的犯行であった
②犯人が１人か複数かは分からない
③犯人は被害者と顔見知りの人物で，被害者が夜間は１人でいることを知っていた可能性がある
④犯人は，身体や着衣に大量の血を付着させて逃走している
　これに対応する請求人の行為，特徴に対する確定判決の認定は，以下のように要約できる。
①’請求人は被害者といさかいになって激昂し，心神耗弱の状態に陥って犯行に及んだ
②’請求人単独での犯行である
③’請求人と被害者は，本件犯行以前に少なくとも面識があった
④’請求人は，手や衣服に大量の血を付着させていた
　以上の認定により，確定判決は，被告人が本件犯行から推測される犯人像とは外れるものではない，として，これを犯罪事実認定の根拠の一つとしてあげているのである（１０６丁）。

オ　請求人にアリバイがないこと

カ　請求人が，犯行当時心神耗弱状態であったこと

　確定判決は，弁護側が主張もしないのに，本件犯行当時の請求人の精神状態について次のように述べて心神耗弱と認定した。

「本件においては，被告人の自白はなく，また，犯行そのものの目撃者等もないので，被告人の本件犯行についての動機を証拠上確定することはできないが，少なくとも被害者といさかいになって激昂の余りの犯行であることまでは認定でき…被告人は本件犯行当時，シンナー乱用による幻覚，妄想により是非を弁別し，かつ，その弁識に従って行動する能力が著しく減弱していた状態，すなわち責任能力が著しく減弱していた心神耗弱の状態にあったものと認めるのが相当である。」（１１０裏～１１１丁）
　上記認定は，一見，本件犯罪事実の認定とは無関係のように見える。

　しかし，本件では，確定判決の認定によっても請求人と被害者の関係は極めて希薄であるにもかかわらず，被害者がきわめて執拗かつ残虐な方法により殺害されていることから，犯行動機が事実認定上重要な意味を持つにも関わらず，上記認定にも述べられているとおり，「被告人の本件犯行についての動機を証拠上確定することはできない」，というのであり，このままでは，確定判決の事実認定は犯行動機の点に重大な疑問を残すことになる。

　上記心神耗弱の認定は，このような動機面における確定判決の事実認定の脆弱性を補強する重要な柱として位置づけられるのである。

（３）各間接事実の相互関係

以上の各間接事実群のうち，オは，請求人の犯人性を否定する事実がないという消極的な事実認定であって，積極的に請求人の犯人性を根拠づけるものではない。

また，ウ，エ及びカも，それ自体は請求人の犯人性を推認させる力はなく，アによる犯人性の推認を補強する事実として位置づけられる。

イは，請求人の犯人性を推認させる一定の力を持つ事実ではあるが，アなしでは請求人を犯人と断定することはできないから，やはりアによる犯人性の推認を補強する事実と位置づけられる。

さらに，ウないしカの事実は，積極的状況証拠としては上述のように弱い推定力しか持たないが，各事実のうちいずれか一つが否定された場合には確定判決の犯罪事実の認定を根本から覆すものであると評価できる。

したがって，アの事実の存在につき合理的疑いが生じるか，又はウないしカの各事実のうちいずれか一つを否定すべき合理的理由が存在すれば，確定判決における事実認定の正当性についての合理的な疑いが生じると言える。

２　確定判決の証拠構造
　確定判決が認めるように，本件では，請求人の自白も，犯行の直接の目撃者も，犯行と請求人を直接結びつける物証も存在せず，供述証拠のみによって，前述の間接事実に関する事実認定が行われている。
（１）請求人の事件当夜から翌朝にかけての行動についての証拠群

ア　請求人の事件当夜から翌朝にかけての行動についての間接事実のうち，①ないし③についてはＢの供述が，④ないし⑨の事実についてＡの供述が，⑥についてＮ，Ｈ子，Ｇの供述が，⑦及び⑧についてＪ子の供述が，それぞれ各事実を直接証明する証拠として存在し，さらに，それぞれの供述が，相互に「大要」で一致していることから，相互に，各供述の信用性を補強する証拠とされている。

イ　上記のような各供述証拠と間接事実の対応関係を見ると，Ｂ及びＡの供述が，他の供述証拠とは独立して請求人の犯人性を根拠付ける事実を含んでいる（Ｂについての①②③，Ａについての④⑤⑨）のに対して，Ｎ，Ｈ子，Ｇの供述内容は，それのみでは必ずしも被告人と本件犯行との結びつきを直接示すものとは言えず，Ｂ，及びＡの供述による推認を補強するものと位置付けるべきである。

ウ　Ａの供述を裏付ける証拠としては，Ａと請求人が自宅に来て請求人を匿うよう頼んだことがあるとするＴ子の証言（第１審第１４回公判），及び，Ａが当日Ｏとの覚せい剤取引に赴いたとの同人の供述を裏付ける丙山タクシー運転手員面調書（一審検甲第１４３号証）がある。
　また，Ｂ供述を裏付ける証拠として，自宅付近からＡ´方まで往復した事実に関する丙原タクシー運転手Ｂ´作成の運転日報及び丙原タクシー有限会社の操配表（一審検甲第１８１号証＝Ｂ´供述調書添付書類），同人が当日スカイラインを借りたことに関するＫの証言（第１審第１０回公判調書）及び作業日報（一審検甲第２５６号証），並びに本件犯行時刻ころ，犯行現場付近にスカイラインが停車していたというＣ´の証言（第１審第１５回公判調書）が存在する。

エ　このように，この間接事実群については，ＢとＡの供述を大きな柱としつつ，Ｎ，Ｈ子，Ｇ，Ｉ子らの供述や，その他のいくつかの証拠が，この２本の柱を補強する証拠構造となっている。
（２）事件後の請求人の言動についての証拠群

　①についてはＣ，②についてはＧ，③についてはＹの各供述が，直接証拠として存在する。

（３）請求人と被害者の接点に関する証拠群

ア　この点については直接証拠はないが，確定判決は，以下の２つの間接証拠をあげる（９５丁～９９丁）。

①　Ｍが，昭和６１年２月下旬ころ，請求人とドライブしたときに，請求人に被害者の名前，住所，電話番号を教え，さらに，被害者が母親と２人暮らしであること，母親は夜間不在であるので，被害者を訪ねるなら午後１０時か１０時半ころの方が都合がよいことを教えた，とするＭ証言（第１審第１０回公判７丁～９丁）
②　Ａが，昭和６１年３月ころ，請求人から，シンナーがあれば女を誘えるからといわれて甲沢商事から一緒にシンナーを盗み，その後，丁原団地のそばを通りかかった際に，誘おうとしているのが同団地に住む被害者であることを聞かされ，また請求人の手帳に被害者の電話番号が記載されているのも見せられた，とするＡ供述（一審検甲第２１６号証＝３月２０日付Ａ検面調書等）
イ　しかしながら，Ｍ証言によっても，請求人が，被害者の電話番号をメモした事実は認められず，Ａ供述以外に請求人と被害者との交際を認めるに足る物的証拠や交際を見聞きした人証も存在しない。また，Ａ供述にもかかわらず，被害者の電話番号が記載された手帳は，後記血の付いたトレーナー同様発見されず，被害者の電話番号を記載した手帳の存在は虚偽であることが明らかである。したがってＭ証言，Ａ証言により，請求人と被害者との間に交遊等の接触があったと認めることは到底できない。
　仮に上記２つの証拠が信用できるとしても，これらの証拠から，確定判決が認定するような「被告人と被害者は本件犯行以前に少なくとも面識があった」（１０５丁裏）との事実を認定することは困難である。請求人が，他人から聞いた被害者の住所，電話番号を知っていたこと，あるいは被害者をシンナーに誘おうとしていたことが，直ちに「面識があった」ことにはつながらないからである。
　むしろ，事前に「面識があった」ことについて証拠がないことは，捜査関係者によって次のように明確に証言されているのである。
　「事前の接触については，解明されておりません。聞き込み捜査を致しましたし，交友者も聞き込みしました。しかし，犯行以前の接点は出ておりません。」（板垣喜和第１審１９回公判調書９２丁）。

ウ　では，確定判決はいかなる証拠に基づいて「面識」を認定したのか。

　この点，Ａは，請求人から被害者と肉体関係を持ったことがあると聞いた，と供述している（一審検甲第２１６号証＝３月２０日付Ａ検面調書等）。確定判決は，上記供述部分については，信用できる供述内容としての摘示をさけているが，実際には，上記供述から「面識があった」との心証を取っていることが窺われるのである。

　このように，確定判決がどのような証拠評価を基礎として「被告人と被害者は本件犯行以前に少なくとも面識があった」との事実認定を行ったのかは，極めて不可解といわざるを得ない。

（４）請求人が本件犯行から推測される犯人像から外れるものではないことを示す証拠群

ア　犯人像の根拠となる証拠群
　犯行現場の状況を示す証拠として検証調書（一審検甲第９号証），死体の状況を示すものとして医師岸紘一郎作成の鑑定書（一審検甲第１６号証）がある。また，被害者の母親であり死体の第１発見者でもあるＦ子の公判証言が，犯行現場および死体の状況についての証拠となっている。

　確定判決は，これらの証拠をもとに，凶器が全て被害者方にあったものと認定し，そこから本件犯行を「偶発的，突発的な犯行である」（１５丁裏）と認定している。

　また，被害者は夜間１人で留守番をする際には玄関ドアを施錠するのを常としていたとのＦ子の証言をもとに，事件当夜もそうしていたことを推認し，そこから本件犯人を，「被害者と顔見知りの人物であり，被害者が夜間は１人でいることを知っていた可能性がある」との認定をしている。

　さらに現場の検証調書（一審検甲第９号証）と死体の鑑定書（一審検甲第１６号証）をもとに，犯行態様，死体の損傷状況及び台所流し下の包丁差し扉内側玄関ドア内側に存した各血痕付着状況から，本件犯人が指先等身体の露出部や着衣等に相当量の血を付着させたことを推認し，さらに，現場の検証調書において本件犯人が現場で被害者の血を洗い流した形跡が無いことをもとに，本件犯人が身体や着衣に相当量の血を付着させたまま逃走したとの認定をしている。

イ　請求人の特徴についての証拠群
　前述したとおり，請求人と本件犯行を結び付ける目撃者や物証は存在しておらず，確定判決が認定する請求人の特徴は，いずれも事件前後に請求人を目撃した，あるいは請求人から犯行告白を聞いたとする関係者供述のみを根拠に認定されたものである。

（５）　請求人が，犯行当時心神耗弱状態であったことを示す証拠群

ア　この点について，確定判決は医師山口良成作成の精神鑑定書（一審検甲第３１０号証）及び同人の供述に依拠して事実認定を行っているが，これらの証拠によれば，「被告人はシンナー吸引時には幻覚妄想状態にあり，他人に暴行を加えるなどの状態になるが，このような状態にある時，他人から悪口，その他暴言を言われると，常識では考えられないほどの興奮状悪になることが十分考えられ，もし，被告人がシンナーを吸引した後，被害者をシンナー遊びに誘い，これを断られ，なにか気にさわることを言われたと仮定すると，幻覚妄想状態にあり，極度の興奮状態を伴うため，無我夢中で殺人を犯すことも考えられる」（１１０丁裏）というのである。
　すなわち，請求人が犯行時心神耗弱の状態にあったとする確定判決の事実認定は，①被告人が被害者と会ったのがシンナー吸引後であること，②請求人が被害者をシンナー遊びに誘ったのにこれを断られ，何か気にさわることを言われたこと，という２つの仮定的条件に基づいた認定である点が特徴と言える。

イ　このうち，①の点については，確定判決が何を証拠として上記条件が満たされているとの認定を行ったのかは不明である。なぜなら，確定判決が請求人の犯行前の行動の証拠としているＢの供述においても，少なくとも公判段階では，請求人が犯行前にどのくらいの時間シンナーを吸っていたのかはおろか，そもそもシンナーを吸っていたのかどうかさえ，明確にされてはいないからである。

「そのとき，Ｄもシンナーを吸い始めたんですか。

さあ，ちょっと分からないですね。」（Ｂ・第１審第４回公判調書４０丁）

「エレガント甲野を出てから，確か菅谷公園へ行くまでの間にＤはシンナーを吸ったんですか。

吸ったといえば吸ったし，吸わなかったといえば吸わなかった，あんまり覚えてないですね。どっちかと言われたら，吸ったんではないですか。」（同４１丁）

ウ　また，②の点については，請求人から被害者に逆らわれたので犯行に及んだことを聞いたとのＢ及びＡの供述が証拠となっている。

エ　このように，犯行時請求人が心神耗弱であったとの確定判決の認定は，その重要な条件である請求人によるシンナー吸引の事実についての証拠が十分ではなく，犯行前後の請求人の行動についての証拠から請求人が犯人であるとの心証を固めた上で，動機面の補強のために無理矢理心神耗弱の認定を行ったと評せざるを得ないものである。

（６）毛髪鑑定の不採用，物証の不存在

　なお，検察官は，被告人の犯人性を直接裏付ける決定的な物的証拠として，現場に遺留された２本の毛髪が請求人のものであるとの鑑定を提出したが，第１審では上記鑑定の信用性が否定され，確定判決においても，弁護人が提出した，上記毛髪は請求人のものではないとする鑑定と比較して，「当裁判所としても両鑑定のいずれが信用できると即断することはできない。」（１０２丁）として，検察官提出の毛髪鑑定を事実認定の根拠とはしていない。

　これにより，請求人の犯人性を基礎付ける直接的な物証は何ら存在しないことが確定している。

（７）証拠構造の検討のまとめ

以上の証拠構造の検討から，以下の諸点が明らかになったと言える。

①　請求人と被害者の接点に関する間接事実，及び請求人が犯行時心神耗弱であったこと，の２点についての事実認定は，脆弱な証拠構造に基づくものであり，請求人が犯人との心証を固めた上で，そこから逆算して強引な事実認定がなされたと評せざるを得ないこと

②　着衣等に血を付着させた請求人を目撃した，請求人から被害者といさかいになって殺したという告白を聞いた，などとするＢ及びＡの供述は，請求人の事件当夜から翌朝の行動に関する間接事実についての中心的証拠であるのみならず，請求人が本件犯行から推測される犯人像から外れるものではないこと，請求人が，犯行当時心神耗弱状態であったこと，についても重要な証拠として機能しており，その信用性が崩れると，確定判決の証拠構造全体が崩壊すること

　このように，本件はＢ及びＡを中心とした関係者の供述を証拠構造の重要な支柱として事実認定がなされた事件である。そして，以下に述べるとおり，その証拠構造には脆弱性があり，新証拠との総合評価により，確定判決の事実認定は，その根底から覆されざるを得ないのである。
第３　シロ（無罪）とクロ（有罪）が交錯する本件の経過自体が確定判決の証拠構造の脆弱性を如実に示していること

１　はじめに
　次項以下では本件の経過を概説するが，その趣旨は，本件が，捜査段階からシロ（無罪）とクロ（有罪）が交錯し，公判でも第１審では無罪となるという特殊な経過をたどった事案であり，しかも第１審判決においては，確定判決が依拠した関係者の目撃供述に対して，以下の諸点において痛烈な批判が加えられており，本件の経過自体が，確定判決の証拠構造に重大な弱点があることを，如実に物語っていることを明らかにする点にある。

①　目撃供述をした者らは，いずれも覚せい剤やシンナー事犯等の犯罪歴ないし非行歴があり，捜査官の意向に殊更反し難い素地があること
②　目撃供述の時期が事件発生から７か月ないし９か月以上経過していること

③　供述の内容は，いずれも重要な点で変遷し，相互の記憶に食い違いや矛盾があること

④　核心部分について供述を客観的に裏付ける証拠がないこと

２　本件の発生
　本件は昭和６１年３月１９日午後９時３０分ころから４０分ころの間に，福井市営丁原団地の一室で中学３年生の女子生徒（当時１５才）が殺害されたという事件である。

　犯行は，ガラス製灰皿で頭部を殴打し，電気カーペットのコードで首を絞め，２本の文化包丁等の刃物で顔面を中心に，首，胸を数十回刺すという執拗な手口であったが，被害者の衣服に乱れはなく，室内物色の形跡も認められない。現場に遺留されていた凶器はいずれも被害者宅の物である。

　被害者自身の卒業式の日の夜の出来事であったが，同女にはシンナーや煙草の吸引歴があり，交遊も異性関係を含めて複雑かつ広範に及ぶことが判明した。
３　一旦シロとされ捜査対象からはずされた請求人が，捜査の行き詰まりの中でクロに仕立て上げられるまで
（１）初期捜査，請求人の取調べとアリバイ
　捜査は，犯行状況や被害者の交遊関係をもとに，被害者の友人その他の交遊関係を中心として，精神異常者，覚醒剤やシンナーの乱用者をもリストアップして進められた。

　その際，請求人（当時２１才）も，シンナー関係の前歴があることから，事件から２週間後に事情聴取を受けたが，被害者との接点がなく，また，アリバイについても，請求人とその母親の説明が一致したために，一旦容疑対象から外されている（このことは確定判決も認めるところである。１７丁）。
（２）捜査の行き詰まり，Ａ供述の登場，請求人の逮捕
　ところで，本件殺人事件は，発生から７ケ月を経た同年１０月になっても犯人が逮捕されず，捜査は行き詰まった。本件は，福井県の犯罪史上でも有数の残虐な殺人事件として，マスコミでも大きく取り上げられ世間の注目を集めた事件であっただけに，本件の迷宮入りについて警察は深刻な危機感を抱いていた。

　そのような中，１０月下旬頃，本件捜査本部の置かれていた福井警察署に当時別件の覚醒剤取締法違反等の容疑で勾留されていた暴力団員Ａが「請求人が３月２０日午前６時頃胸や靴に血を付けているのを見た」と供述したことから請求人の容疑が急浮上した。そして，Ａの供述に登場する人物に対する取調べを進めたところ，様々な紆余曲折の末に，Ａが登場人物として名前を挙げた友人，知人のうちの何人かが，殺人事件の夜に血を付けた請求人を見たことを最終的に肯定するに至った。ただし，上記関係者の中にも犯行自体を目撃したという者は一人もいない（本書面では上記関係者らの供述を論述の便宜上，「いわゆる『目撃供述』」，「関係者供述」または「目撃供述」ともいうが，上記関係者の中にも犯行自体を目撃したという者はいないことは上記のとおりであり，「いわゆる『目撃供述』」，「関係者供述」または「目撃供述」といっても，そのたぐいの意味であることに留意されたい。）。

　請求人は，上記のいわゆる「目撃供述」と，殺人事件の夜請求人を乗せたとされる乗用車スカイライン内から被害者と同じＯ型の血痕が発見されたことの２点を理由として，事件後１年以上を経た昭和６２年３月２９日に逮捕された。
（３）請求人の一貫した否認，スカイライン血痕の誤り，捜査のさらなる混迷
　しかし，請求人は逮捕，勾留，鑑定留置による約４ヵ月の留置期間中，一貫して犯行を否認した。

　勾留理由開示公判では，毅然とした態度で，「私は殺された（被害者）Ｅ子さんは全然知りませんし，会ったこともありません。・・・嘘発見器にかけてもらっても結構です。・・・この事件はＡ及びその友人が作り上げた，作り話だと私は思っています。・・・私はＥ子さんを絶対に殺していません。」と陳述している。同時に，上記勾留理由開示公判において，取調べ中に暴力係の刑事から，机を腹にぶつけられたり，髪の毛をつかんでぐるぐる引っ張りまわされたりする等の暴行や，「おまえは殺人者だ」「俺がせっかく取り持ってやると言っているのに俺が信用できないのか，それなら無期懲役か死刑にしてやる」等と脅迫を受けたことをも陳述した。このように取調べは苛烈なものであったが，請求人の無実主張の態度は微動だにすることはなかった。

　他方，請求人犯行説の唯一の物証とされたスカイライン内の血痕は，福井医科大学岸紘一郎教授による詳細な鑑定の結果，昭和６２年５，６月頃には，以前に付着した別人の血痕であることが判明した。

　このように請求人の毅然たる否認と唯一の物証の崩壊により，捜査はまたもや窮地に陥った。
（４）毛髪鑑定と起訴
　ところが，捜査本部は，あくまで請求人犯行説に固執して，主任検事の指示に基づき，新たな物証捜しを試みた。すなわち現場の電気カーペット上敷に付着していた毛髪９９本につき警察庁科学警察研究所に鑑定嘱託をなし，その中の２本が請求人の頭髪と「同一人の頭髪であると考えられる」という７月６日付の鑑定書（一審検甲第４５号証）を得たのである。

　検察官は，本件毛髪鑑定を前記スカイライン付着血痕にかわる唯一の物証として重視し，上記鑑定書作成の１週間後である７月１３日，上記鑑定書（一審検甲第４５号証）と「目撃証言」を証拠の骨格として請求人を起訴するに至った。

４　第１審公判及び第１審無罪判決
（１）公判経過と証拠調べの結果
　前記捜査経過を受けて，公判における争点は，血を付けた被告人を見たと称するＡとその知人らの「目撃供述」の信用性，毛髪鑑定（一審検甲第４５号証）の信用性，被告人と被害者との接点，それにアリバイの４点となった。
　公判の経過と証拠調べの結果の概要は次のとおりである。
ア　犯行の現場や死体の状況
　後述するように，犯行態様を示唆する特異な情況証拠がいくつか残されているが，被告人の犯行を指し示す痕跡は皆無である。（第３参照）
イ　毛髪の同一性識別鑑定
　検察官は前掲の毛髪鑑定（一審検甲第４５号証）をもって，被告人の犯行を裏付ける唯一の物証であると主張した。

　しかし，一審公判において裁判所が採用して取り調べられた千葉大学木村康教授の鑑定書（弁第７７号証，職権第３号証），同教授に対する証人尋問，及び数々の教科書，論文の取調べ（弁第１１１号証～第１１６号証）の結果，毛髪鑑定では個人識別ができないというのが法医学界の通説であることが判明し，さらに同種判例はいずれも上記と同様の見解であることも明らかになった。
ウ　「立ち回り先」「同乗車両」の状況，被害者との接点に関する物証状態
　「被告人犯行説」に登場する「立ち回り先」や「同乗車両」スカイラインからは，被告人の犯行を裏付けるに足りる血痕，その他の犯行の痕跡は一切発見されておらず，さらに被告人と被害者が知り合いであったことをうかがわせるような物証も全くない。
エ　　関係者の供述，被害者との接点供述
（ア）「目撃証言」等に関する検察官の立証方針
　一審公判における検察官の態度は特異であった。いきなり証人請求をなし，捜査段階の調書を開示しないまま，主尋問終了後，同一期日で直ちに反対尋問をするよう要求する。弁護人が関係証人から事情聴取しようとすると，法廷で偽証教唆といわんばかりに非難する始末であった。しかし，それは裏返せば，「目撃」証言に自信がないことを示すものとも思われた。
（イ）「目撃」供述の変遷と「目撃」撤回証言
　そして，案の定，裁判所の勧告によって開示されたＡ，Ｂ，Ｈ子，Ｎらの捜査段階の供述調書，さらにＡ作成の手紙の取調べの結果，同人らの供述はいずれも大きく変遷していることが明らかになった。

　また，関係者のうち，弁護人が事情聴取することのできたＪ子とＮは，「真実は本件殺人事件当夜に被告人を目撃した事実はないが，警察官に誘導されてＡ供述に迎合した」旨を告白する証言をなした。

　さらに，「被告人犯行説」に登場するＰやＺも，同様に，警察官から誘導されて供述した旨の事実を訴えた。他方，Ｇについては，同人が弁護人に対して「事件の夜，被告人に会った記憶はない。血を付けた被告人を見たとの供述は，Ａらの供述に迎合したものである」と供述している録音テープが，弾劾証拠として採用された（弁第１０５号証＝昭和６２年４月６日付録音テープ反訳書）。

　被害者と被告人の接点については，被告人に被害者の名前を教えたと証言したＭは，実は殺人事件発生当初，警察から事情を聴かれて被害者と交際のある多くの人物の名前を上げながら，被告人の名前は一切出していないことが判明した。
（２）一審無罪判決
　一審福井地裁は，平成２年９月２６日，大要，次のような理由のもとに，無罪判決を言い渡した。

ア　本件の証拠構造について

　上記判決は，本件の証拠構造について，「本件においては，犯行現場である前記２３９号室における犯人の犯行の目撃者はなく，後記の通りその犯行の結果は約４時間後に発見されたもので犯行の具体的，詳細な態様を明確にする証拠はなく，また，犯行と被告人とを結びつける的確な物的証拠もなく…結局，事件発生直後から翌２０日早朝にかけての被告人に対する各目撃供述及び被告人から本件犯行を実行したことを聞いたとする関係者の供述の信用性如何が最も重要な問題点であ」るとした。

イ　関係者供述の信用性判断

　各関係者の供述の信用性判断にあたり，総論的に各関係者の供述の特徴を検討するとして，概略以下のような特徴を指摘した。
①　目撃供述をした者らは，いずれも覚せい剤やシンナー事犯等の犯罪歴ないし非行歴があり，捜査官の意向に殊更反し難い素地がある。
②　供述の内容は，いずれも重要な点で変遷しており，変遷の経緯やその合理的理由の有無が重要である。
③　目撃供述の時期が事件発生から７ヶ月ないし９ヶ月以上経過している。
④　各供述にかかる関係各場所や車両（スカイライン）から，各供述を客観的に裏付ける被害者のものと見られる血痕や被告人の当時の着衣等が一切発見されていない。

　以上のような認定の上に，「上記各供述の信用性については，特に慎重な吟味が必要であると言わなければならず，単に外見上供述内容が概ね一致するなどとして，それらの供述が相互に裏付けられていると即断することは危険であり，許されない」（２８～３０頁）として，慎重な信用性判断を行う姿勢を示した上で，各関係者の供述について以下のような評価を行った。

（ア）Ａ供述について

　上記判決は，Ａ供述について，以下のような特徴を指摘する。

目撃供述をはじめた当初は，メゾン丙川に行ったことについては供述しておらず（３７頁～３９頁），また，Ｂの行動をＬの行動として供述し（３９頁～４３頁），Ｎを請求人を迎えに北陸高校近くまで行かせたとする供述についても自分も一緒に行ったと言ったりＮだけを行かせたと言ったりの変遷を繰り返し（４７頁～４８頁），血のついた衣類等の処分に関する供述にいたっては，一旦具体的かつ詳細で直接体験した者でなければ容易に供述することができないような内容を有する供述をしながら，これが後の取調べにおいては虚偽であったとしていとも簡単に崩壊するということの繰り返しで，供述が重要な点で大きく変遷し，しかも変遷についての説明の多くは合理的とは言いがたい。

Ａが血痕を拭き取ったとするスカイラインダッシュボードからは血痕反応が一切なく，メゾン丙川のＨ子方からも血痕反応がないなど供述を裏付ける客観的証拠がない。

事件後，Ａに相談するために乙山まで来たはずの請求人は，いざ乙山に来てみると，犯行の説明も相談もしておらず，Ａも事件の概要の確認さえしていない（５３頁名～５６頁）など，供述内容に不自然・不合理な点がある。

請求人が顔や大腿部に血を付着させていたとする点についてはＢ，Ｎ及びＨ子の供述と矛盾し，犯行前に被害者宅へ最初に赴いたのが誰か，戊田会事務所に電話したのが誰かについての供述がＢの供述と矛盾するなど，他の関係者供述と矛盾している。

自己の刑事事件の量刑や代用監獄における待遇面での配慮等を得るために請求人が本件犯人であるかのような供述を始めたものと見る余地が多分にあり，そのための情報収集を友人らに依頼していた状況が認められる。

　以上のような特徴を指摘した上で，「同人は，殊更虚偽の供述または無責任な供述をしたり，あるいは体験していない事実を真実のように供述する性癖を有しているとも考えられ，結局，被告人が本件犯人であるとの同人の供述については，その信用性を肯定することは到底できない」（７１頁）と判断した。

（イ）Ｂ供述について

　判決は，Ｂ供述については以下のような特徴を指摘した。

①　同人は，１０回くらいの取調べを経て初めて目撃供述をはじめたが，当初はエレガント甲野や乙山に行ったとは供述しておらず，請求人からの犯行告白についても言及していないなど供述が変遷している。また，犯行告白の点については，その後も供述に動揺・変遷が見られる。

②　同人の供述によると，犯行現場から戻ってきた請求人は右手の甲やその指先に濡れた血を，胸全体に大きな血をつけていたというのにもかかわらず，スカイラインから血痕反応が出ておらず，この点につき供述の客観的裏づけがない。

③　丁原団地において車のルームランプの光で請求人の右手の血に気づきながら，相当目立つ状態にあったはずの胸元一帯の血の付着には気付かなかったとしていること，請求人から犯行告白を受けた後，犯行状況について問い質すなどの行動が見られないこと，請求人と２人だけの場面の記憶については詳細に述べているのに，乙山に到着し他の関係者が到着する場面になると途端に記憶が曖昧になっており，他の関係者供述が矛盾する場面についてＢも曖昧な供述をせざるを得なくなった疑いがあるなど，供述内容に不自然・不合理な点が見られる。

　以上のような特徴を指摘した上で，「Ｂ供述は，Ａ供述を前提とした取調べに迎合してなされた疑いを否定できない」（９６頁）として，その信用性を否定した。

（ウ）Ｎ供述について

　判決は，Ｎ供述については以下のような特徴を指摘した。

①　スカイラインに装着されたカーステレオについて捜査官に迎合してパイオニア製「セントレード」が装着されていたと供述した後，これが虚偽であると発覚して供述を変更していること，稲荷神社付近で胸に大きな血をつけた請求人と会ってからの請求人の行動に関する供述が，著しく臨場感に欠けることなど，供述に不合理・不自然な点がある。

②　ＢがＨ子方に入ったとする点はＨ子の供述と矛盾していること，スカイラインのコンソールボックス上に袖口に血のついたダウンジャケットがあったと供述しているが，そのようなダウンジャケットの存在はＢもＡも供述していないことなど，他の関係者供述と不一致が見られる。

③　Ｎ第１次供述に沿うＨ子供述が信用性に欠ける結果，Ｎ供述についても核心部分につき裏づけがないことになる。
　以上のような特徴を指摘した上で，「Ｎ供述については，その第１次供述はもとより，メゾン丙川において血をつけた被告人を見たなどとする供述もその信用性に問題があ」る（１２０頁）とした。

（エ）Ｈ子供述について

　判決は，Ｈ子供述について以下のような特徴を指摘した。

①　「服に血をつけた男」と同行した人物につき，当初分からないとしながら，その後上記人物はＬであるとし，更にこれを否定してＮだとした点，後刻Ｇが自室に来たとの点及びＡ，Ｎ，「血をつけた男」らの各具体的行動の供述が，Ａらの供述の変遷と一致する形で変遷，進展していることからすると，関係者の供述内容に基づく捜査官の取調べに対して，明確な記憶がないのにこれに迎合して供述した疑いが強い。

②　胸あたりに血をつけた男と自室において相当長い時間を２人だけで過ごしながら何にも感じなかったとしていること，同女の請求人に似た男の言動に関する供述に臨場感がないことなど，供述に不自然さがある。

③　取調当時，同女は少年院に入院中で，取調べも少年院内でなされている。

　以上のような特徴を指摘した上で，「同女の供述には，変遷過程や内容自体に疑問が多く存在し，そのほか他の関係者の供述同様客観的裏づけがないこと，取調べ時の同女の立場，年齢によると，取調べ捜査官の意向に反し難い状況にあったものと思料されることの諸点に徴すると，その信用性を肯定することはできない」（１３０頁～１３１頁）とした。

（オ）Ｇ供述について

　判決は，Ｇ供述について以下のような特徴を指摘した。

①　捜査段階，８回公判，９回公判とそれぞれ供述内容に大きく異なる部分があり，特に，一旦Ｌ関与供述をしながらその後これを変更した点は捜査官側の意向を受けていることが明らかで，このことは，他の箇所でも同様に，体験していない事実につき捜査官の意向や関係者の供述内容等にあわせてあたかも真実であるかのように供述しているのではないかとの疑いを抱かせる（１３４～１３５頁）。また，メゾン丙川に向かう車内でＡから聞いた請求人に関する話の内容や，請求人の着衣への血の付着状況の供述にも不可解な変遷が見られる。

②　戊田会に外部からＡの居場所を問い合わせる電話がかかって来た後，それをＡに伝えるまでの経緯の供述は，公判においては「検察官の示唆，誘導によりようやく上記内容の証言になったもの」（１４３頁）で，証言が極めて曖昧である。

③　メゾン丙川に向かう途中のＡの言動や，メゾン丙川での請求人やＧ自身の言動についての供述に不自然な点がある。

④　請求人に血を洗いに行かせたとする供述については，洗いに行かせた血の付着箇所について胸元と証言し，弁護人から胸元の血は衣服に付着したものである旨追及を受けると証言を曖昧にしており，真の体験供述か疑問の余地がある（１５０～１５２頁）。

⑤　メゾン丙川に向かう車内での会話，メゾン丙川にいた人物の人数，スカイラインの返却に関与したかどうかの諸点について，他の関係者供述と矛盾がある（１５２～１５３頁）。

　以上の検討により，「同証言の信用性を是認することは出来ず，また，Ａ等関係者の供述の信用性を裏付けるものとも到底言い難い」と結論づけた。

（カ）Ｊ子供述について

　Ｊ子供述については，判決は，

①　請求人を泊めた時期やその大腿部に血を付けていた点などが公判証言で曖昧になり，供述が大きく変遷していること

②　殺人を犯した人物が血を付けたままの姿で早朝にうろうろすること自体考えがたいこと

③　Ａ供述によると請求人は胸にも大きな血を付けていたというのであるから，これに同女も気づくはずであるのにその旨の供述がないこと

などを理由に，その信用性を否定した。

（キ）結論

　以上の検討により，判決は，関係者供述を「いずれも信用し難いもので，被告人と本件犯行とを結びつけるに足りるものとはいえ」ない，と結論づけた（１９５頁）

ウ　毛髪鑑定について

　判決は，検察官提出の毛髪鑑定は形態学的検査が中心であって，これを毛髪の異同識別の決め手とすることはできないこと，また，毛髪に含まれる色素顆粒の色系統の差違を根拠に現場遺留毛髪は請求人のものではないとした弁護人提出の鑑定を直ちに否定できないこと，さらに，現場遺留毛髪自体，本件犯行との関連性が明らかでないことを理由に，上記毛髪鑑定の証拠価値を否定した。
５　新たな有力証拠がないまま逆転有罪判決を下した控訴審
（１）控訴審公判
控訴審公判において，Ａ，Ｂ，Ｎの３名の再尋問が行われた。

　Ａ，Ｂは一審の「目撃」肯定証言を繰り返したが，一審判決の提起した疑問を解消するに足りる内容ではないばかりか，次のような新たな問題を内包するものであった。

　すなわち，Ａは，自ら「今までいい加減な供述ばかりしてきた」，「嘘をついたこともあるし，いいかげんなことを言ったこともあるし，浅はかに考えもせんと言ったこともある」と開き直り，供述の個々的な変遷理由については，実質的な説明を拒否する不誠実な証言態度に終始した。

　また，Ｂも，捜査段階で供述を変遷させた理由の説明について，「菅谷公園で被告人を降ろして待っていた旨の供述は当時の記憶どおりに供述したもの」として，故意に隠していたのだとする従来の説明とは矛盾する説明の証言をなす始末であった。

　さらに，一審で「目撃」証言を撤回したＮは，再度証言を翻して「目撃」を肯定する証言をなし，その理由として弁護人から乙村一夫の供述内容を聞かされたことが目撃否定証言の原因であると証言したものの，尋問の結果，真実は，Ｎは乙村の供述内容を聞く前の時期に，既に，弁護人に対して，目撃の事実を否定する供述を少なくとも２度にわたって自らなしていたことが明らかとなり，控訴審に至って再度目撃肯定供述に転じたことの理由説明がつかなくなった。
（２）供述の評価方法を１８０度転換した控訴審判決
　名古屋高等裁判所金沢支部は，平成７年２月９日，主要関係人間の供述の食い違いないし矛盾点は些細な点において認められるに過ぎず，事実の核心に関する供述内容の大要は一致していて，全体としては信用性を認めることができる，として，これら関係者供述をもとに前述のとおりの間接事実を認定し，請求人は有罪であると判断した。

　前述の通り，不安定なＢ，Ａ及びＮの各公判証言以外は，特に新たな重要証拠の提出もないもとで，第１審が「危険であり，許されない」とした，「外見上供述内容が概ね一致する」ことを根拠に「それらの供述が相互に裏付けられている」と認定するという判断手法を採用したものであり，まさに１８０度の供述評価の方向転換によって，有罪認定を行った点が特徴的であった。

６　まとめ

　以上の経過が示すとおり，一旦は捜査対象からはずされた請求人が，捜査機関からクロとみなされる際に決定的証拠として重視されたのは，関係者供述とスカイラインの血痕であり，請求人が起訴されるにあたって検察側から決定的証拠として重視されたのは，関係者供述と毛髪鑑定であった。

　そして，これらの証拠のうち，スカイラインの血痕と毛髪鑑定は次々に証拠価値を否定されて崩壊し，関係者供述についても，公判審理を通じて，次の問題点が明らかになった。

　一審判決が明確に指摘したこれらの問題点は，いずれも供述評価にあたって重視すべき重要なものであるが，確定判決はこれを著しく軽視し，そのほとんどを簡単な理由付で切り捨てている。しかしながら，これらの問題点は，確定判決の説明によってはほとんど解決されず，確定判決の証拠構造の脆弱性を示す重要なポイントとなっているのである。

（１）目撃供述をした者らは，いずれも覚せい剤やシンナー事犯等の犯罪歴ないし非行歴があり，捜査官の意向に迎合しやすい素地があること
　本件で目撃供述をした，Ａ，Ｂ，Ｎ，Ｈ子，Ｇらは，いずれも覚醒剤やシンナー事犯等の犯罪歴ないし非行歴を有し，捜査官の意向に反することができず，誘導に乗りやすい素地があったといえる。さらに，Ａ，Ｂ，Ｎ，Ｇらは，いずれも暴力団組員または暴力団と深いつながりを有する者であり，かつ，本件取調当時，Ａは勾留中，Ｂは保護観察付き執行猶予中であり，関係者の多くは，二重，三重に捜査官の意向に迎合しやすい要素を持っていたといえる。

（２）目撃供述の時期が事件発生から７か月ないし９か月以上経過していること
ア　本件事件の発生が昭和６１年３月１９日であるのに対して，本件で証拠とされた関係者の供述は，Ａが昭和６１年１０月２７日から，他の者は昭和６２年１月以降であり，事件から７か月ないし９か月経過した後の供述である。しかも，その間，捜査機関に対してのみならず，関係者の間においても，関係者同士日常的に接する機会があったにもかかわらず，本件について請求人が犯人であることが話題として取り上げられた形跡が全く認められない。
イ　このような時間の経過は，単に記憶を薄れさせ，曖昧にするだけでなく，本件では，誘導による疑似体験供述の危険を増大させるというべきである。すなわち，関係者のほとんどが暴力団と何らかの関係を持ち，シンナーや覚醒剤等の犯罪と関わり続けている本件においては，関係者の記憶の中には，目撃供述と同種同質の多数の覚醒剤体験，シンナー体験，喧嘩闘争の目撃体験，その他の犯罪，非行体験などが混在しているというべきである。関係者の目撃供述に現れた事実は，彼らとってみれば特異な体験事実ではない。このような状況下では，時間の経過とともに個々の事件の記憶の区別は困難になり，また，誘導によって記憶に変容を来たし，本件についての疑似体験供述をするに至る危険がきわめて大きいのである。
（３）供述の内容は，いずれも重要な点で変遷し，相互の記憶に食い違いや矛盾があること
ア　一審判決が詳細に認定したように，関係者の供述は，多くの点で変遷し，また，Ａの供述の変遷に連動して変遷するなどきわめて不自然な変遷も見られる。
　さらに，関係者の供述は，請求人の着衣等への血痕付着状況や，犯行後請求人が「乙山」にいるＡと連絡を取るまでの経緯，乙山にたどり着くまでの経緯など，重要な事実について矛盾がある（第５の８参照）。
イ　確定判決は，Ａ供述の変遷に連動した各供述の変遷については，それが誘導の存在を示す最も重要な事実であるにもかかわらず，ことごとくこれを軽視または無視している。のみならず，次のように述べて，誘導を正面から肯定する。

「Ｇが，取り調べの当初，Ｌの名前を出したのは，…Ａの供述に示唆されて，それがＬであると思い込み，同人の名前を出したと推測されるものの，そのような示唆に基づく記憶の喚起自体は，何ら問題とされるべきものではない。」（８７丁）

ウ　また，確定判決は，各関係者の供述の矛盾については，その「大要」の一致を重視し，「大要」でない部分の食い違い，矛盾については，やむを得ないとし，あるいはかえって各供述が誘導に基づくものではないことを示すものだとして，各供述の信用性を高める要素として評価している。

エ　しかし，こうした一連の確定判決の供述評価の手法には，何が各供述の「大要」であるのかが極めてあいまいで恣意的判断がなされているという問題があるのみならず，各供述が一致している「大要」について誘導が行われていないという保証はどこにあるのか，という根本的疑問が提起されざるを得ない。「他の箇所でも同様に，体験していない事実につき捜査官の意向や関係者の供述内容等にあわせてあたかも真実であるかのように供述しているのではないかとの疑いを抱かせる」（一審判決１３５頁）との一審判決の指摘は，全く正当と言わざる得ない。

　確定判決が，このような詭弁ともとれる強引な供述評価に踏み込んだ原因は，そもそも，確定判決の事実認定が，事件から長期間経過した後の関係者供述のみに依拠していることにある。確定判決は，第１審が指摘した関係者供述の問題点に答えようとして，別の形でその証拠構造の脆弱性を顕にしてしまったと言える。

（４）核心部分について供述を客観的に裏付ける証拠がないこと
　犯行現場から請求人と犯行を結びつける物的証拠は何ら発見されていないばかりでなく，多くの関係者が見たと供述する請求者の血の付いた着衣も，Ａがその所在を知っているとの供述を繰り返し，上記供述の変遷の度に捜索が行われたにもかかわらず，発見されていない。

　捜査機関がこれら関係者供述を裏付ける決定的物証として重視したスカイライン内の血痕及び毛髪鑑定は，いずれもその証拠価値を否定されている。

　さらに，Ｂの供述によれば犯行直後に手にぬれた血を付けた請求人を乗せたとされるスカイラインからも，請求人がその後移動したとされる場所からも，血痕反応や，請求人の存在を裏付けるような物的証拠は何も発見されておらず，結局，関係者の供述は，いずれも，請求人の犯人性の証拠としての核心部分については何らの物的証拠による裏付けもないのである。

第４　新証拠

１　各新証拠の位置づけ

　請求人が提出する新証拠は，以下のような事実を明らかにするものである。

（１）客観的犯行状況から推認される犯人像と，確定判決における犯人像及び請求人の特徴とが，大きく矛盾することを示す新証拠

　すなわち，内藤鑑定書，押田意見書，大島意見書は，本件犯行現場や死体の状況の客観的な分析から，本件における犯人像について，激昂し心神耗弱に陥っていたとは考えられないこと，現場遺留の２本の文化包丁のほかに第３の刃器が存在していたこと，犯人が衣服等に血を大量に付着させたとは考えられないこと，複数犯の可能性さえ考えられること，など，確定判決が認定した犯人像及び請求人の特徴と実際の犯人像が大きく矛盾することを明らかにするものである。

　このような，確定判決の認定と実際の犯人像の矛盾を示すこれら各証拠は，第１に，確定判決が犯人性認定の基礎とした全ての間接事実からの請求人の犯人性の推定を覆す，極めて有力な反対証拠として機能する。

　第２に，これら各証拠は，確定判決が各間接事実認定の基礎とした，関係者供述の証明力を，大きく減殺する弾劾証拠として機能する。すなわち，犯人が衣服に大量の血を付着させたとは考えられないとすれば，請求人が本件犯行によって大量の血を着衣等に付着させていたとするＢ及びＡの供述の信用性は大きく減殺されるし，請求人が着衣等に大量の血液を付着させているのを見たとするＮ，Ｈ子ら関係者の供述についても，その信用性が大きく減殺されるか，又は本件との関連性が否定されることになる。さらに，本件が激昂し心神耗弱状態にある犯人の犯行ではなく，また複数犯による犯行であるとすれば，激昂した請求人による単独犯行であることを示す犯行告白を聞いたとするＢおよびＡの供述の信用性は大きく減殺されることになるのである。

　以上のように，上記各証拠は，確定判決の犯人性の認定を根底から覆す強力な新証拠といえる。

（２）事件当夜から翌朝にかけて請求人と行動を共にし，着衣等に血を付着させた請求人を見た，とのＢ，Ａ及びＮらの供述と客観的事実との矛盾を明らかにする新証拠

　すなわち，請求人が着衣や手に大量の血を付着させているのを見た，とするＢ，Ａ及びＮらの供述についての最大の疑問点の１つは，ではなぜ，請求人が移動に使用し，何度も乗り降りを繰り返したとされるスカイライン車内から血痕反応がいっさい検出されないのか，という点であるところ，上記関係者の供述が真実であれば血痕反応が出ないことは通常あり得ないことを明らかにしたのが，弁護人検証調書（二）及び押田鑑定書である。

　また，ＢとＡの供述を前提とすると，請求人及びＢと，Ａ及びＮらとが出会うのは，乙山ではなく，エレガント甲野前となる可能性が強いことを時間的に明らかにしたのが，弁護人検証調書（一）及び（三）であり，これにより，請求人とともに移動した経路及び時間についての各供述者の供述の信用性は大きく減殺されるものである。

　さらに，Ｋに対する判決書謄本は，Ｋにシンナー遊びを断られたから同人からスカイラインを借りて一連の移動を始めたとのＢ供述の信用性ないしは事件との関連性を否定するものであり，事件当夜の請求人の行動に関する確定判決の事実認定が，最初からつまずいていることを示す証拠である。

（３）Ｂ，Ａ及びＮの供述の信用性を全般的に減殺する新証拠

　Ｂ供述について原鑑定書を，Ａ供述について松島鑑定書，ａ供述及びｂ供述を，さらにＮ供述について略式命令及びｃ供述を，それぞれ各供述の信用性を全般的に減殺する新証拠として提出する。

２　客観的犯行状況から推認される犯人像と，確定判決における犯人像及び請求人の特徴とが，大きく矛盾することを示す新証拠
（１）内藤道興鑑定書（犯行態様・成傷器に関する法医学鑑定）
ア　平成８年８月８日付前藤田保健衛生大学法医学講座教授医師・医学博士内藤道興作成にかかる鑑定書は，本件一件記録，とりわけ被害者の死体についての岸鑑定書及並びに殺害現場の実況見分及び検証調書の記載から犯行の経過を推定し，本件犯行態様及びそこから導かれる犯人像と控訴審判決の事実認定が整合するか，について鑑定したものである（なお，内藤教授は，東京大学講師，警察大学校外来講師嘱託などの要職を歴任し，捜査法医学に関する著書も多数ある法医学者である。）。
イ　上記鑑定書によれば，犯行の経緯は以下のように推定できる。

①　被害者の右顔面をガラス製灰皿で強打する

　被害者の右頭部，右顔面の皮下出血等は，鈍体による強打が原因と考えられるところ（岸鑑定書１５丁）ガラス製灰皿の外に犯行に用いられたと思われる鈍体は存在せず，かつ上記灰皿は事件前はステレオデッキの上にあったものが，事件後は死体の頭部付近に放置されていたこと，上記ステレオデッキはガラス戸が外れ，スピーカーの上のこけしが倒れていることなど付近でもみ合いがあったことを示していること，などからして，凶器の鈍体は上記灰皿と考えられる。

　さらに，ａ死体の創傷のうち，刃器による刺切創については，血痕の状況から見て死体が床に仰向けに倒れた状態で加えられたことが明らかであること，ｂ被害者が意識のある状態で絞頚されたとすれば認められるはずの防衛創（被害者が頚部の索条を取り除こうとする際にできる被害者自身の爪による前頚部の擦過傷）が死体にはなく絞頚の時点では被害者は意識を失っていたと考えられること，ｃ右顔面の殴打は頭蓋骨骨折を生じるほどの強打であり被害者に脳震盪を起こさせるに十分な強度のものであること，などから，被害者はまず最初に灰皿による殴打により脳震盪を起こして倒れたものと考えられる。
②　うつ伏せの状態の被害者の後頭部を灰皿又は他の鈍器で数回殴打する

　後頭部の３～７創は，集中的に存在することから，被害者がうつ伏せの状態で受傷した公算が大きいとされる。この殴打は①の殴打のような骨折を生じるほどの強打ではなく，また，小さい裂創が集中していることから灰皿による打撲ではない可能性がある。

③　うつ伏せの状態の被害者の首を電気カーペットのコードで絞めるが，完全に窒息させるまでしめることはせず，途中でやめる

　被害者の前頚部の索溝は表皮剥脱をともなっており，かつ電気カーペットのコードに人の表皮とみられる皮膚片が付着していることから，絞頚にはカーペットコードが使用されたことが明らかである。

　そして，岸鑑定書に記載された索溝の走行の様子から，被害者は右後方から首を絞められており，したがって，うつ伏せの状態で絞頚された公算が大きい。

④　ドライヤーコードを探し出してきて鴨居につるし，複雑な結び方をして，人間の頭が入るだけの大きさの輪を作り，首吊り自殺の偽装工作を行う

　このドライヤーコードは，首吊りの目的でかけられたものであることは異論の余地なく，本件が他殺事件であることから首吊り自殺の偽装とみるのがごく自然であると鑑定されている。また，上記鑑定では，実際の絞頚にカーペットの「コード」が用いられていることにも着目している。

⑤　台所の包丁さしから包丁を取ってくる

　刺突に用いられた包丁は，いずれも台所の包丁さしにあったもので（一審検甲第９号証＝検証調書４７丁），犯人は一連の刺突行為に及ぶ前に，台所まで包丁をとりに行っている。

⑥　被害者の背中を刺そうとするが，衣服に刃物で切れ目を入れただけで刺すのをやめる

　被害者の着衣であるブラウスの背部には刃物痕がある一方で，死体背部に切創はないことから，犯人が被害者を背部から刺そうとして途中で止めたことが明らかである。この後，犯人は被害者の体を反転させて顔面等に攻撃を加えているが，刃物を用意してからすぐに致命的攻撃を加えていないことは，いわゆる滅多刺しの事案とは大きく異なる特徴である。

⑦　隣の４．５畳間から布団とコタツカバーを取ってきて，被害者の体をうつ伏せから仰向けにする

　布団とコタツカバーはもともと隣の４．５畳間のベッドの上に敷かれていた（一審検甲第９号証＝検証調書７５丁裏）ものであり，犯人はこれを刺突現場付近まで持ってきている。

　この布団とコタツカバーの移動が，刺突行為に先行することは，２つ折りになった布団の一部が被害者の右肩甲骨下部に１８センチメートルにわたり入っていた（一審検甲第９号証＝検証調書９７丁）ことから明らかである。

　すなわち，犯人はうつ伏せの状態であった被害者を仰向けにしてから刺突行為に及んでいるが，仰向けにした被害者の肩の下にわざわざ布団を入れる理由はないのであるから，うつ伏せの被害者を仰向けにひっくり返す際に，被害者の右肩が布団の上に乗ったと見ざるを得ないからである。

⑧　被害者の顔面及び体の前面にコタツカバーを掛ける

⑨　被害者の顔面及び胸部を多数回刃物で刺す。その際，刃器を３種類使い，また，刺し方も深く刺入する刺し方と余り深く刺入しない刺し方の２種類の刺し方をする

　凶器とされる文化包丁を鑑定書（一審検甲第３８号証，澤崎一三作成）の写真によって見ると，峰の厚みがごく薄く，相当深く刺入しないと創端が鈍の刺創とならないはずであるのに，さほど深くない刺創においても創端が鈍とされていることから，文化包丁以外の，小刀様の凶器が使用された疑いがある。

　また，岸鑑定書（一審検甲第１６号証）において切創と表現されている創はほとんど刃が触れた程度の創であり，犯人が深く刺すことを避けたのではないかと考えられる。

ウ　さらに，上記鑑定書は，上記犯行経過自体の複雑さ，及び上記経過の中に見られる以下のような犯人の特異な行動から，本件を，激昂し心神耗弱状態で犯行に至った単純かつ短絡的な犯行とは到底言えず，確定判決の認定には疑問があると結論づけている。
①　犯行現場が玄関やその近くではなく，奥６畳間で，かつ，犯人は履き物を脱いで上がり込んでいること
②　鴨居に電気ドライヤーのコードを吊り下げて，首吊り自殺の偽装工作を試みていること
③　刃物による最初の攻撃は，うつ伏せの状態の被害者の背中の衣服を切っただけで，その状態から連続して致命的な攻撃を加えることが容易であるのにそれをせず，わざわざ被害者の体を仰向けに反転させてから顔面を刺突していること
④　犯人が被害者の顔を見ないためか，血を見ないためか，又は衣服への血液の付着を防ぐためなどの目的のために，目的意識的に被害者の顔面等前面にコタツカバーを掛けた上で，刺突行為に及んでいること
⑤　５０箇所以上に及ぶ多数の鋭器創のうち，刺創と称すべき深さの傷はわずか４創にすぎず，その他は浅い切創がほとんどで，凶器が２本の包丁という刃体の長く鋭いものであることを考えると，犯人が深く刺入するのを避けたと考えざるを得ないこと
エ　また，上記の諸点の外，確定判決の認定した犯人像と，犯行状況から推認される犯人像との矛盾点として，以下の点をあげる。
①　コタツカバーを掛けた上で刺突行為に及んだため，犯人の衣服等に多量の血液を付着するに至らなかったとみられること

　すなわち，前述のとおり，①創口から血液を噴出させるような創はごく限られており，②犯人は被害者の顔面を刺突するべく被害者を仰向けにする前に，布団とコタツカバーを取ってきており，刺突の前には被害者にコタツカバーがかけられたと考えられるところ，コタツカバーの上から刺されたことにより，所謂血しぶきは，スチールキャビネットの方向に，しかも低い位置に集中していることが明らかであること，の２点により，犯人の衣服に多量の血液が付着することはなく，コタツカバーを掛けて刃物を用いた目的は充分達せられたと考えられる。
②　鋭器創が包丁以外にも犯人が持ち込んだ小刀様の刃物が使用された疑いがあるなど，犯人は複数である可能性が高いこと
③　顔面中心に刃物創が集中しているのは，経験的に女性の関与を感じさせること

オ　このように，内藤鑑定書は，本件犯行を，激昂し，心神耗弱状態に陥った犯人によるものとする確定判決の認定を否定し，また，衣服等への血の付着の問題についても，単独犯の犯行か否かという点についても，確定判決の事実認定に重大な疑問を投げかけるものである。

（２）押田茂實意見書（犯行態様・成傷器に関する法医学鑑定）
ア　平成８年８月３１日付日本大学法医学教室教授押田茂實作成にかかる意見書は，岸鑑定書に記載された被害者の創のうち，３個の創について，創の長さ及び深さから凶器として使用された刃器の形状を推定し，現場遺留の凶器による成傷の可能性を鑑定したものである。
イ　上記鑑定書は，岸鑑定書記載の損傷のうち，（５３）の胸部腕頭動脈切断の刺創は，まっすぐな包丁によっては成傷不可能であり，頚部刺創（４３）および胸部刺創（５６）の２つ刺創は，現場に遺留された刃器のうちまっすぐな包丁と曲がった包丁のいずれによっても成傷不可能である，との結論に達している。

ウ　上記意見書は，現場遺留の包丁以外の「第３の刃器」が存在し，（４３）及び（５６）の創はこれによりなされた，すなわち第３の刃器が犯行に使用されたことを明らかにするものであって，前述の内藤鑑定書と相まって，複数犯による計画的犯行の可能性を強く示唆するとともに，上記刃器が現場及びその周辺に遺留されていないことから本件犯人が冷静に行動している事実を明らかにし，かつ，上記第３の刃器について何ら触れるところのない関係者供述の信用性に大きな疑問を投げかけるものである。

（３）　大島徹意見書（被害者の刺創傷部位からの出血程度の法医学鑑定）
ア　平成７年６月１２日付金沢大学医学部法医学教室教授大島徹作成にかかる意見書は，岸鑑定書（一審検甲第１６号証）に基づき被害者の刺創傷部位からの出血程度を判断したものである。
イ　この意見書によれば，被害者の後頭部の裂創から加害者が血を浴びる可能性はないこと，顔面の刺創のうち，創口から血液が噴出する可能性が±のものは右耳タブ貫通創のみで，－～±のものは２５と３１であり，それよりも可能性の少ない－～（±）の創は２３，２６～２８であろうとされ，顔面の刺創で加害者の胸部まで噴出する創はないこと，頚部の３８～５２の創と胸部の５３～５７の創の中には３箇所の大きな血管切断の創があり，特に，４０の左頚動脈・左頚静脈切断は最大の出血源で血液の噴出も＋＋～＋＋＋と最大とみられること，これに次いで，５３の胸部腕頭動脈の創も大きな出血源で血液の噴出も＋＋とみられること，包丁の刺さっていた最後の４７の右頚静脈の創からは，「その時点では血圧が著しく低下しているため出血は少ない」ので噴出はないことが窺われる。

ウ　上記意見書の内容は，技術吏員沢崎一三作成の鑑定結果解答書添付の写真９ないし１３において，コタツカバー裏面の損傷部位の中にもいわゆる血しぶきを浴びていないものが多数存在している事実，及び，刺創の数は死体頭部の左側面より右側面の方が遙かに多いにもかかわらず，現場についての検証調書（一審検甲第９号証）添付現場写真３９，５１，５２，６０及び６１においては頭部の左側面からの出血の方が多い事実とも符合しており，極めて高い信用性が認められるものである。

エ　上記意見書は，前述の内藤鑑定書と相まって，本件犯人が大量の血液を衣服等に付着させた可能性は低いことを明らかにしている。

３　事件当夜から翌朝にかけて請求人と行動を共にし，着衣等に血を付着させた請求人を見た，とのＢ，Ａ及びＮらの供述と，客観的事実との矛盾を明らかにする新証拠

（１）弁護人検証調書（二）（血痕の視認状況及びスカイライン車内への付着状況についての検証）
ア　平成７年６月２３日付弁護人佐藤辰弥作成にかかる検証調書（二）は，請求人の衣服や右手に付着していたとされる血痕を肉眼で視認することが可能か否か，及び手に付着した血痕が自動車の内外にどのように付着するかを，血液の代わりにトマトケチャップを使用して検証したものである。
イ　上記検証結果によれば，丁原団地前に駐車した自動車の運転席に座って運転席側のドアの前に立った「犯人」を見ると，その者の胸部の「血痕」を容易に視認することができるし，また運転席から助手席に座った「犯人」に眼を向けると，手の甲の「血痕」はもちろんのこと，右大腿部及び胸部の「血痕」も確認する事ができるし，エレガント甲野前に駐車した自動車の運転席に座ってエレガント甲野前，自動車の右前方及び助手席ドア側に立った「犯人」並びに助手席に座った「犯人」を見ると，いずれも「血痕」を確認することができた。また，通常の方法で自動車の出入りを５回繰り返した後自動車を検証すると，助手席側ドアの外側ノブ付近及び内側ドアアームレスト，並びに中央ギヤボックス脇に「血痕」が付着していることが確認された。

ウ　上記検証結果は，ＢやＡの供述のように請求人が大量の血を着衣や胸や手に付着させていたとすれば，①当然スカイライン車内から血痕反応が検出されるはずであるし，また，②Ｂが請求人の胸に付着した血に気づくのは，Ｂ供述のようにエレガント甲野前ではなく，丁原団地前で当然気づくはずであることを明らかにし，このような客観的事実に反するＢ及びＡの供述の信用性を大きく減殺するものである。

（２）押田茂實鑑定書（スカイラインダッシュボードの血痕付着の法医学鑑定）
ア　平成１０年７月２４日付日本大学医学部法医学教室教授押田茂實作成にかかる鑑定書は，請求人が，右手の甲やその指先に濡れた血をつけていたという，Ｂの供述と，スカイラインから被害者の血痕反応が検出されなかった事実とが両立可能かどうかに関する鑑定である。

　すなわち，確定判決は，Ｂ供述の信用性を肯定するにあたり，要旨「スカイラインの車内に被害者の血痕が付着していたとしても，同車が警察に押収されたのは事件発生９ヶ月後であり，その間同車所有者であるＫは月に３，４回はガソリンスタンドで車内の掃除を受けているから，それによって血痕が消失した可能性もあり，車内から被害者のものと認められる血痕反応が検出されなかったからといって，Ｂ供述の信用性は左右されない」旨判示した。

　　他方，Ａは，「事件の翌日である昭和６１年３月２０日午後３時頃，スカイラインのダッシュボードの扉の右上あたりからその上方にかけてのあたりに乾いて黒っぽくなった血と思われるものが付いていたので，ティッシュペーパーに唾を付けて拭き取った」（検甲第２０３号証１７項，検甲第２１８号証１8項，第一審第６回公判調書速記録３７～３８丁）旨供述している。

　そこで，上記Ａ供述を前提として，スカイラインダッシュボードに視認できる程度の血痕を付着させ，その後ティッシュペーパーに唾を付けて血痕を拭い，さらに９ヶ月経過後にルミノール検査を実施したときに，上記血痕付着箇所のルミノール反応が陰性であったということが法医学的に正当と考えられるかどうかを，押田茂實教授に鑑定嘱託したものである。
イ　押田教授において，平成９年７月１０日に，実際にスカイライン（昭和５４年式）のダッシュボードを使用して実験を開始し，ダッシュボードに血液をつけた後，ティッシュペーパーに唾液をつけて拭き，新品タオルで拭くなどして，平成１０年４月１０，１１日にルミノール検査を実施したところ，いずれもルミノール反応は陽性であった。

　上記実験結果を踏まえて，押田教授は，スカイラインのダッシュボードに血液の付着していた可能性は考え難いと鑑定した。

ウ　上記鑑定により，確定判決の言うような理由によっては，スカイラインから血痕反応が検出されないことの説明は付かず，Ｂ及びＡの供述の矛盾は解消できないことが明らかになった。

（３）弁護人検証調書（一）及び（三）（ＢとＡの行動の時間的関係についての検証）

ア　平成７年４月２６日付弁護人佐藤辰弥作成にかかる検証調書（一）は，エレガント甲野，菅谷公園，丁原団地，甲田コーポ，エレガント甲野，稲荷神社，乙山というＢ供述に出てくる関係各地点間の位置関係及び移動時間を検証したものである。

　これによれば，エレガント甲野から菅谷公園まで約２．６５㎞，５分５０秒，菅谷公園から丁原団地まで約３００ｍ，１分２９秒，丁原団地から甲田コーポまで約６．４㎞，１２分３０秒，甲田コーポからエレガント甲野まで約８．３㎞，１６分１０秒，エレガント甲野から稲荷神社まで約１．１㎞，２分５１秒，稲荷神社から乙山まで約１００ｍ，１分１３秒，乙山からメゾン丙川まで３分３秒であった。
イ　平成９年２月２５日付弁護人佐藤辰弥作成にかかる検証調書（三）は，Ｐが自宅からエレガント甲野へＡを迎えに行くに要した時間及び同人がＡらを同乗させてエレガント甲野から乙山まで送り，次いで自宅まで戻るのに要した時間，並びに甲田コーポで請求人がＢことＢ運転のスカイラインから降車してＹ夫妻居住の甲田コーポ２２号室まで歩いて行き，再びスカイラインまで戻るのに要した時間を検証したものである。

　これによれば，時速３０㎞以下の速度で走行したところ，Ｐ方からエレガント甲野まで９分２０秒を要し，エレガント甲野から乙山を経てＰ方まで９分３秒を要することが判明した。

　また，甲田コーポ前に停車した車両から甲田コーポ２２号室まで往復するのに６２秒を要し，仮に同室でＹの不在を確認するのに２分を要したと仮定すると，合計で３分２秒を要することが判明した。
ウ　以上の検証結果によれば，請求人が現場からスカイラインに戻った時間を事件当日の午後９時４０分ないし午後１０時とすると，午後１０時１３分４２秒ないし午後１０時３４分４２秒頃に請求人とＢはエレガント甲野前に到着する一方，Ｎ，Ｐは，午後１０時１８分２０秒ないし１０時１９分２０秒にはエレガント甲野に到着したということになる。そして，Ｎ・Ｐ供述によれば，同人らがエレガント甲野に到着して１０ないし２０分してＡを乗せて同所を出発して乙山に向かったというのであるから，午後１０時２８分２０秒ないし１０時３９分２０秒までは，ＡもＮもＰもエレガント甲野にいたことになる。

　したがって，請求人はＡとエレガント甲野前で出会うことになる可能性があるとの結果となる。

（４）Ｋに対する判決書謄本（福井地裁昭和６１年（わ）第２０号昭和６１年３月１４日判決）

ア　Ｂは，「スカイライン」を借用した日付につき，取調べに対し，一貫して，Ｋをシンナー吸引に誘ったところ，「Ｋ自身がアンパンで捕まって裁判ざたになっている」（一審検甲第１８６号証昭和６２年１月２４日付員面調書１１項），「アンパンで捕まり，裁判中だ」（一審検甲第２８０号証同年２月１日付上申書４項），「シンナーの件で捕まり，今度裁判になるのだ」（一審検甲第１９２号証同年３月２７日付検面調書３項）という理由でシンナー吸引を断られたために，Ｋから「スカイライン」を借用したのだと供述している。

イ　ところが，Ｋの判決書謄本によれば，Ｋの上記裁判は，昭和６１年３月１４日に執行猶予付有罪判決の言渡で終了しているのであるから，「アンパンで捕まり，裁判中」であるからシンナー吸引を断り，「スカイライン」を貸したとするＢの上記供述を前提とすれば，仮にＢがＫから本件「スカイライン」を借り受けた事実があるとしても，それは遅くとも上記判決言渡日である同年３月１４日よりも前の時期であって，本件殺人事件の起きた同年３月１９日の出来事ではないことになり，それだけで，本件殺人事件当夜に本件「スカイライン」を借用した旨の事実は破綻していることが明らかとなる。

４　Ｂ，Ａ及びＮの供述の信用性を全般的に減殺する新証拠

（１）Ｂ供述について―原聡鑑定書（Ｂ供述の供述心理学鑑定）

ア　１９９８年（平成１０年）９月１０日付駿河台大学法学部原聡教授作成にかかる鑑定書は，Ｂの供述が，供述心理学的見地からみて，体験供述とみなしうるものかどうかについて鑑定したものである。
イ　すなわち，確定判決は，ＢことＢ供述の信用できる所以として，①捜査当初こそ事実の一部を隠して供述していたもののその後の供述は捜査，一審公判を通じ大筋において一貫しており，②客観的証拠ないし他の関係者の供述・証言によって裏付けられており，③具体的で臨場感にあふれ，迫真性があることをあげている（２６～２９丁）。

　　しかしながら，確定判決の証拠判断の方法は，極めて直感的非科学的なものにすぎない。むしろ，供述証拠の信用性を判断するにあたっては，供述心理学的知見をも加えた科学的見地から行われるべきである。

　　弁護人がＢことＢ供述につき供述心理学鑑定を嘱託したところ，原聡駿河台大学法学部教授は，次の通り本人の体験に基づく想起とみなすことができない旨鑑定した。

　　「『体験の想起』についての供述心理学的研究に基づけば，想起されるのは体験の意味であり，体験の詳細はその意味付けによって著しく変容されてしまうという心理学的特性がある。すなわち，具体的体験はすべて個人のエピソード記憶として体験されつつ，それらのエピソード性は事件経過とともに失われ，体験の主観的意味付け（意味記憶）だけが残る。『衝撃的な体験』『感動的な体験』などのような体験自体の意味付けは失われることなく記憶されているが，その具体的体験の中身については失われ，変容してしまうというのが想起における心理学的な事実なのである。

　　ＢことＢ供述は，基本的に車による移動が頻繁であるという特徴を持っており，わずか４時間あまりの間に主要な移動だけで９回に及んでいる（ｄ荘→Ａ´宅→ｄ荘→Ｋ宅→丁山自転車→エレガント甲野→丁原団地→甲田コーポ→エレガント甲野→乙山）が，移動場所，移動順序，移動した場面における行為についてはＢの各供述の間に一貫性があるのに，移動の意図性（移動に至る動機や目的）や，移動の意図を生じる原因となったその場面における出来事の認識に関わる供述は大きく変遷している。

　　ここで，Ｂ（Ｂ）供述において安定し一貫性を持って供述されている内容とは，エピソード記憶に属すると考えられる，行為の具体的な姿，移動や行為の順序，移動の経路等である。しかし，想起の心理学はそれらを特定の日時の体験として想起することは極めて困難であることを示してきた。

　　それに対し，Ｂ供述において変遷している行為の意図性とは，心理学的には安定し，一貫性を持って想起されるものであって，個々の場面において独立して変遷するような供述属性ではないし，同じ意図性が他の場面に何の説明もなく移行するような変遷も起こり得ないにもかかわらず，変遷を示しているのである。

　　このようにＢ（Ｂ）供述が持つ一貫性と変遷が示す特性は，記憶の心理学に基づく一般的知見とは矛盾し，かえって反対の特性を示しているのである。

　したがって，Ｂ供述が，Ｂ自身の体験に基づく想起であると見なすことは，極めて困難であると結論せざるを得ないのである。

（２）　Ａ供述について
ア　松島恵介鑑定
（ア）１９９８年９月１日付札幌大学女子短期大学部経営学科専任講師・人間科学博士松島恵介氏作成にかかる鑑定意見書は，Ａの供述のうち，自己の事件前後の行動について覚醒剤の影響があることを語っている供述部分を対象に，各供述が真に覚せい剤の影響を語る供述として了解可能かどうかについて，心理学的に会話の構造を分析したものである。
（イ）上記分析によれば，Ａが覚せい剤使用後の状態について語る供述には，，覚せい剤を使用した結果前後不覚の状態になったというもの（Ａ）と，理知的になったというもの（Ｂ）の２つの相反する状態を供述したものがあり，しかもこの相反する状態が短期間のうちに頻繁に入れ替わっていること，ＡグループについてＡの発話前後のやりとりに注目すると，Ａが覚せい剤を使用した結果「前後不覚になる」と言及するのは，質問者がＡの発話を理解することが困難だということを何らかの形で表現したときであり，話題は同じでも「問い質し」的質問が多い場合にこの傾向が特に顕著となり，Ａの上記発話が質問を打ち切らせ，追及を回避する働きをしていること，という特徴が見受けられ，全体として，上記供述は，言い訳としての性格が強く，記憶に基づいて事実をありのまま述べたものであるとは言い難いと判断されている。

イ　ａ供述
　Ａは，控訴審において，昭和６１年８月中旬ころに，ａやＥ´とともに，国道８号線の荒川の堤防沿いに，Ｅ´より抵当として預かった拳銃を埋めに行ったとか，その際，血付きのトレーナーをネタに請求人の父親をゆすろうと相談した旨証言したが，ａは，上記Ａ証言をいずれも明確に否定している。Ａ控訴審証言の信用性は上記ａ供述により大きく減殺されるものである。

ウ　ｂ証人調書
　ｂは，ａの刑事事件（福井地裁昭和６１年わ第３１５号事件）に証人として証言した際，Ａについて「何をするにも一人でできない奴で，悪いことにすぐに友人を引き込む男なのです」と証言している。これはＡ供述の信用性一般を減殺するものであるばかりか，本件の証拠構造の特徴である，数多くのＡの友人が本件事件の関係者として引きずり込まれ，本件の「目撃証人」となっていることの理由を解明するものであり，数多くの関係者がＡと類似の証言をしたとしても，Ａ供述を支えるものではないことを示すものである。
（３）　Ｎ供述について
ア　略式命令
　Ｎは，平成５年５月４日，福井市内において業務上過失致死事件（前方不注意）を起こし，平成６年３月３１日に，罰金４０万円の略式命令を受けているが，この略式命令の下りた日は，Ｎが，一審での請求人に有利な供述を覆し，事件当夜，請求人とＢとを出迎えて喫茶店「乙山」にいるＡに引き合わせた，という検察官の主張に沿う供述をした当日である。
業務上過失致死事件であれば，福井の場合は，副検事が事件処理を担当するのが一般であり，被疑者が逮捕勾留されることも多く，公判請求をされるのが通常であり，実刑判決を受ける場合も多々あるにもかかわらず，Ｎに限っては，三席検事が事件処理を担当し，在宅のまま捜査を受け，公判請求もなされず略式命令で終わっていることは，Ｎと検察官と間に証言取引が行われたことを強く推認させる事実である。

イ　ｃ供述
　ｃは，Ｎの伯父にあたるものであるが，Ｎが本件捜査・公判当時，覚せい剤事件その他で警察に弱みを握られていたこと，したがって，捜査段階の供述（第１次供述）を否定しがたい素地を持っていたことを証言する。Ｎ第１次供述の信用性を減殺するものである。

第５　新旧証拠の総合評価

　以上の新証拠は，これを旧証拠と総合評価するとき，以下の諸点において確定判決の事実認定に合理的疑いをもたらすものである。

１　確定判決の認定事実と請求人が一貫して無実を訴えていることは大きく矛盾する

　以下に述べるとおり，確定判決は，請求人の事件後の行動について，犯行の記憶にうなされ，また，犯行直後から逮捕の前まで捜査機関の追及を恐れてＡ，Ｃら知人に相談を持ちかけていたと認定しているが，この認定は，請求人が，逮捕後に，厳しい取調べにもかかわらず，一貫して犯行を否認しているという客観的事実と大きく矛盾する。

（１）確定判決の認定した請求人像

　確定判決によれば，請求人は，犯行直後，エレガント甲野付近の公衆電話から乙山にいたＡに電話をかけて，「人を殺してしもうたんや。どうしていいかわからんのや。」と相談を持ちかけ（１０４丁），Ａに匿われてエレガント甲野で就寝した際には「ギャー」，とか「ウワッー」と大声を出すなどしてうなされ，犯行翌日にはＡに犯行を改めて告白して服役期間はどの位になるかと質問したとされている（１０５丁）。

　さらに，確定判決は，請求人の犯人性認定の根拠として，犯行後自己が犯人でなければ説明がつかない言動をしたこと，をあげるが（１０５丁），その言動の内容は，事件発生後の昭和６１年７月から１２月ころにかけて，友人のＣに電話をかけ，「本件で犯人が挙がると何年位刑をつとめなければならないのか。」「逃げたい，俺は逃げるわ。」「Ａの言ったことで自分が疑われているんじゃないのか。」と述べた，などというものである。

　このような認定事実からすれば，請求人は，犯行の記憶にうなされ，犯行直後から逮捕の前まで，捜査機関の追及を恐れ，自分一人ではどうしていいか分からずに知人に相談を持ちかけ，服役期間を気にし続けていたことになる。

（２）請求人に対して厳しい取調べ，利益誘導がなされたこと

　確定判決の上記の認定が正しいならば，捜査機関が厳しく請求人を取り調べれば，自白させることにさほどの困難はなかったはずである。

　そして，請求人が勾留理由開示公判において供述したように，捜査機関の請求人に対する取調べは，実に苛烈なものであった。すなわち，請求人の供述によれば，取調べ中に，暴力係の刑事から，机を腹にぶつけられたり，髪の毛をつかんでぐるぐる引っ張りまわされたりする等の暴行や，「おまえは殺人者だ」「俺がせっかく取り持ってやると言っているのに俺が信用できないのか，それなら無期懲役か死刑にしてやる」等と脅迫を受けたというのである。この供述によれば，暴行はもちろん，「自白すれば俺が取り持ってやる（＝刑期が短くて済むように働きかけてやる）。」などの利益誘導，「自白しなければ死刑か無期懲役にしてやる。」という脅迫も行われたことが分かる。

　請求人が，真に本件犯行を犯しており，かつ，確定判決が認定するように，捜査機関の追及をおそれ，服役期間のことを気にし続けていたのであれば，逮捕され，相談できる知人もいない状態で，恐れていた捜査機関から暴行を受け，刑罰の軽重にかかわる利益誘導や脅迫が行われたのであれば，容易に自白するはずである。また，留置場の関係者や同房者に否認を続けるべきか否かに関する相談をしたり，あるいは犯行のことを思い出してうなされたり，といった行動が見られるはずである。

（３）厳しい取調べ，誘導にもかかわらず，請求人は否認を貫き，確定判決の認定に沿うような行動証拠も逮捕後全く見られないこと

　ところが，実際には，請求人は，鑑定留置も含めれば４か月もの長期にわたる厳しい取調べにもかかわらず，一貫して否認を貫いた。

　「私は殺された（被害者）Ｅ子さんは全然知りませんし，会ったこともありません。・・・嘘発見器にかけてもらっても結構です。・・・この事件はＡ及びその友人が作り上げた，作り話だと私は思っています。・・・私はＥ子さんを絶対に殺していません。」―勾留理由開示公判でこのような供述をすることによりその後のさらに厳しい取調べを招くであろうことは容易に予想がつくにもかかわらず，また，否認を貫けば有罪の場合の量刑上不利に扱われる恐れが大であるにもかかわらず，請求人は，毅然として否認を貫いたのである。そして，この請求人の否認の態度は，その後，第１審を経て，控訴審で有罪判決が出されても，最高裁で有罪判決が確定しても，現在に至るまで，変わることはなかったのである。

　そこには，捜査機関に対する恐れや，量刑に関する打算など微塵もなく，ただ，自身の無実に対する確信があるのみである。

　また，取調べのための勾留中，請求人が就寝中にうなされたり，周囲の者に事件のことに関して相談したりしたといった行動証拠も，何ら提出されていない。

　このように，請求人が，事件の記憶にうなされ，捜査機関からの追及を恐れ，服役期間を気にし，周囲の者に事件に関して相談を持ちかけていたとする確定判決の事実認定は，逮捕，勾留，裁判を通じて毅然として否認を貫く請求人の姿とは，全く相容れないのである。

２　Ｂ・Ａ供述の生成過程は確定判決の認定事実が砂上の楼閣であることを意味している

　確定判決の事実認定が，Ｂ及びＡの供述に大きく依拠するものであることは既に述べた。そして，上記両名の供述は，本書面末尾添付の別紙「確定判決が認定した関係人の行動経過一覧」，並びに「福井市街地図」のとおり，何箇所かの「立ち回り場所」を伴う一見すると複雑なものである（それにもかかわらず何一つ物証がないことは別の論じる＝第５の３，第３の４の（１）のウ参照）。
ところが，この２人の供述こそ，その生成過程をつぶさに検討すれば，およそ信用するに足りないことは明白であって，この両供述の生成過程の問題点を軽視した確定判決の事実認定は，砂上の楼閣といわざるを得ないのである。

（１）Ａ供述の生成過程

　Ａは，本件捜査本部の置かれていた福井警察署に別件の覚醒剤取締法違反等の容疑で勾留中であったが，１０月２７日頃，「請求人が３月２０日午前６時頃胸や靴に血を付けているのを見た」と供述，一連の「目撃供述」を開始する。

　しかしながら，その供述は，以下に述べるように，自己の減刑を目的にしたものであることがＡ自身によって公然と語られ，かつ，捜査段階から公判にいたるまで，めまぐるしい変遷を繰り返し，しかも自分の供述を裏付けるべき関係者として多数の者を登場させながら，うち半数の者から当該Ａ供述の信用性を否定されるに至るという，異常な生成過程を経ており，およそ信用するに足りないものである。

ア　「目撃供述」開始前後に，「減刑のために」知人に情報提供を依頼

　供述開始に至る経緯は，当該供述の信用性評価の一つの重要な要素であるが，一審判決が「自己の刑事事件の量刑や代用監獄における待遇面での配慮等を得るために請求人が本件犯人であるかのような供述を始めたものと見る余地が多分にあり，そのための情報収集を友人らに依頼していた状況が認められる。」（６９頁）と認定したとおり，Ａが供述を開始する前後の経緯は，その信用性を著しく減殺する要素となっている。

　そもそも，Ａは，上記目撃供述開始前である昭和６１年９月２９日頃，逮捕勾留中の福井警察署に何度も面会に来ていたＣ，Ｘ子らに対し，「犯人を知らないか。犯人が分かると自分の刑が軽くなるかも知れない」と協力を求めた（一審第２１回公判・Ｃ証人１４丁～１５丁）。また，Ａは，目撃供述を開始した同年１０月２９日，Ｊ子宛に，「（請求人）のことだけどよく思い出してくれ。殺人事件の事が俺の情報で逮捕できれば，俺は減刑して貰えるから頼むぞ」として，請求人逮捕に向けた情報提供の協力を要請する手紙を差し出し（一審弁９９号証＝６１年１０月２９日消印の手書），さらに，同年１１月１８日頃のＣらとの面会において，突然，「中学生殺しはまともな人間のやったことではないから，シンナー中毒者のＤに違いない」と発言するとともに「本件発生のころＤとよく一緒にいたのは誰か？」と質問し，これに対して，Ｃが笑いながら，たまたま「Ｌ」の名前を上げたところ，「じゃあ，現場まで一緒に行った人間はＬかも分からない」と発言した（一審第２１回公判・Ｃ証人１７丁，３０丁）。

　このように，Ａ供述は，その供述の目的がＡの減刑にあることがＡ自身の口から公然と語られ，かつ，自分が体験した事実なら集める必要のない情報を知人から収集し，収集した情報をもとにＡが作り上げた供述であることが明らかである。

　一般に，服役者が拘禁の緩和を得ようとして「目的虚言」を用いる場合があること（司法研修所編「供述心理」１９１頁），また，暴力団員など常習的犯罪者が，自ら刑を免れたり，有利な処遇を得るためなどの動機から，警察に人身御供を差し出したり，虚偽供述をする等して警察に協力する場合があること（同１８６頁）はつとに指摘されてきたところであるが，Ａはその典型例であるということができる。

イ　Ａの初期供述は殺人事件翌日の行動に限定され捜査本部も相手にしなかったこと
　Ａは，昭和６１年１１月２５日付員面調書（一審検１９９号証）では，「殺人事件の翌朝である昭和６１年３月２０日午前６時頃，請求人が一人で『エレガント甲野』のＡ宅に青緑色のコールテン地ズボンの右太股付近に直径約２０センチの半乾き状態の血を付け，白っぽいカジュアルシューズにも血を付けた姿で来たので，Ａ自身は喧嘩をしたものと考えて格別気にも止めないまま，請求人を風呂に入れ，着替えさせて寝かせた。請求人の乗ってきた白色の車で，翌日午後，血痕付着のズボン等をビニール買物袋に入れて請求人宅に持ち帰って着替えさせた」と供述しているが，このころの供述は，捜査官からも信用されないものであった。

　そのことはＡ自身が認めている。すなわち，控訴審公判における弁護人反対尋問に対して，Ａは，「（警察官に本当に見たのかと疑われたことは）ありますよ。それは，最初から，もう疑われましたね」と証言している。さらに，上記員面調書作成の３日後である１１月２８日には福井刑務所への移監が予定されていたという捜査状況からして，捜査本部が，Ａの上記初期供述について，これ以上取調べのため同人を福井警察署に留め置くほどの証拠価値，信用性はないと評価して刑務所への移監を予定していたことが明らかである。

ウ　移監中止目的による積極的供述

　Ａは，刑務所への移監寸前の１１月２８日午前１１時半頃，捜査本部に移監ストップを強く要望し，板垣刑事一課長から「重要な話で更に引当り捜査や裏付捜査の必要が出てくれば，福井署にいて捜査する必要があるので検事に移監中止の連絡を取る」との説明を受けるや，「Ｄが血の付いたシャツを捨てた場所を話す」と発言し，その結果，移監中止の要望を実現させた。

そして，事実，Ａは，その直後である１１月２９日付員面調書（一審検２０１号証）において，「Ａは請求人に会っても喧嘩をしたものと考えて格別気にも止めなかった」というそれまでの供述を一転させて，「Ｄから『（女を）誘おうと思ったら嫌がったで腹立って包丁振り回して殺した』旨の告白を受けた」と，請求人の犯行を積極的に肯定する供述をしている。

エ　殺人事件当夜の行動に関する供述の大変遷

　まず，本件殺人事件当夜の行動について，Ａは，１２月１日付員面調書（一審検２０２号証）までは，本件殺人事件当夜は本件に関わっていないと供述し，当夜の行動について，①「１９日午後８時頃Ｏと『ｅ』で逢って『エレガント甲野』に戻り，午後９時頃訪ねてきたＲ，ＱとＱの茶色スプリンターで『乙山』へ行き，上記両名とともにゲーム等をしていた」，②「３月２０日午前２時頃，『乙山』から『エレガント甲野』に帰ったところ，しばらくしてＪ子が帰宅した。午前３時３０分頃Ｏから『乙川第２ハイツ』のｆ宅に覚醒剤を取りに行って欲しいとの電話を受けたので，午前４時頃丙山タクシーで『乙川第２ハイツ』へ寄って『戊田会』に行き，Ｇとキャデラックで『メゾン丙川』のＨ子宅に寄って午前５時頃『エレガント甲野』に戻り，Ｇは午前５時３０分頃『戊田会』に帰った」として，上記一連の行動は本件とは無関係な行動である旨供述していた。

　ところが，１２月６日付員面調書（一審検２０３号証）になると，「請求人は，２０日午前０時半頃，喫茶店『乙山』に来た」と供述を変遷させ，前記の①供述と②供述の間に，③「『乙山』でＱ，Ｒと一緒にゲームをしていたところ，２０日午前０時頃ポケットベルが鳴り，戊田会に電話したところ，Ｇから『今Ｌから電話があって居場所を教えて欲しいと言われた』と言われて『乙山』の電話番号を教えた。すると，電話を架けてきたＬから，『Ａさんですか。Ｌですけど今Ｄちゃんが気狂って人殺してもたんや』という生々しい報告を受け，助けを求められたので，Ｌの知人であるｇ子の自宅を中心に『乙山』の場所を教えた。午前０時半頃青白い顔をしたＬが『白い車』でＤと一緒に『乙山』に来た。Ｄは右足太股にベットリ血が着いているほか，顔や洋服にも点々と血が飛び散り，手や手首にも血が付いて黒くなっていた。Ｑの『スプリンター』を借り，『白い車』のＤらを先導し，『メゾン丙川』のＨ子方に預けて，すぐに『乙山』に戻って素知らぬ顔をして午前２時頃までゲームをしていた」という供述を挿入するとともに，前記②供述を「午前４時頃『乙川第２ハイツ』経由で『戊田会』に行き，Ｇに請求人の殺人事件のことを相談してキャデラックで『メゾン丙川』のＨ子宅に寄ったところ，Ｌと請求人がシンナーを吸っていたのでＧが『お前本当に人殺したんか』と確認した。Ｈ子が請求人を連れて帰ってというので，『３０分位したらエレガント甲野の俺の部屋に来い』と言い残して午前５時頃キャデラックでＧと『エレガント甲野』に戻り，Ｇは午前５時３０分頃『戊田会』に帰った」と変遷させるに至った。

　すなわち，殺人事件当夜の一連の行動に関する供述部分は，当初は本件とは無関係なＡの日常的行動として供述されていたものが，移監中止約束を契機とする供述の拡大変遷過程で，殺人事件当夜にも請求人が訪ねてきて匿った旨，本件目撃供述の核心部分の供述へと大変遷を遂げたものである。

　そのうえ，変遷後の上記供述は，血だらけの請求人が助けを求めて訪ねて来たにもかかわらず，請求人と面識もない年若い女性であるＨ子方に請求人の身柄を長時間任せたとする点，そのまま「すぐに『乙山』に戻って素知らぬ顔をして午前２時頃までゲームをしていた」とする点で，殺人事件直後の請求人から助けを求められた者の行動として緊迫感に欠ける不合理不自然な内容であり，本件とは無関係なＡの実体験をベースにして，その中に，本件目撃供述である③供述を創作して挿入するとともに，本来本件と無関係な②供述を脚色しようとしたことが明らかである。

オ　「白い車」から「白色スカイライン」への変遷と「Ｌ」から「Ｂ」への変遷
　Ａが，上述のようにＬ関与供述をしたことから，Ｌは１２月１４日逮捕される。Ａは，Ｌの逮捕直後である１２月１４日の夕方頃，福井署取調室において，警察官の面前で，濡れ衣を必死で晴らそうと努めるＬに対し，平然と，「この前，お前そう言っていたやろ，正直に言えばいい，警察に協力しろ，わしの顔を潰す気か」等と嘘を並べ立て，恫喝して虚偽の自白を迫り，捜査本部の執拗で厳しい取調べとあいまって，Ｌを，一旦は虚偽自白をなすところまで追いつめた（一審公判Ｌ証人）。

　ところが，捜査本部が昭和６１年１２月１９日，Ｋ所有の「白色スカイライン」をＡに示すと，Ａは，即座に，１２月１９日付，２０日付員面調書（一審検２０５・２０６号証）において，「請求人がＬと一緒に乗ってきた車はＧ某の白色『スカイラインジャパン』である」と供述するとともに，「Ｂが昭和６１年２，３月頃，上記『スカイライン』に乗って何度か『エレガント甲野』に来ており，請求人も３月１７日頃同車で『エレガント甲野』に訪ねてきた」とＢを登場させるに至った。

　さらに，捜査本部がＡの上記供述に基づき，上記スカイラインを１９日に押収し，翌２０日に検証を実施したところ，ダッシュボード下のスピーカーカバーから，たまたま，被害者と同じＯ型の血痕が発見され，かつ，上記スカイラインの所有者であるＫが「白色スカイラインはＢにしか貸していない」と供述したことから，捜査本部は，Ａの「Ｌ関与供述」は信用できず，Ｌの容疑は薄いと判断して，同年１２月２６日，Ｌを釈放した。

　すると，Ａは，上記捜査経過を後追いして，昭和６２年１月３日付員面調書（一審検２０７号証）において，一転して，「Ｌというのは嘘であり，Ｂが本件に関与している」と供述を変遷させるに至ったのである。

カ　Ｑ・Ｒの行動に関する供述の変遷とＮの登場，Ｑ・Ｒ供述の不開示
　さらに，登場人物が「Ｌ」から「Ｂ」に変遷すると，「請求人らは，ＡがＬの知人であるｇ子の自宅を中心に『乙山』の場所を教えたので，喫茶店『乙山』に直接来た」という従前の供述は，「Ｎを北陸高校正門前まで迎えにやって請求人とＢを同行させた」と変遷して，ここにＮが登場した。

　すると，Ｎの登場というこの変遷とともに，Ａ自身が「乙山」に出掛ける際の交通手段についても，Ｐ運転の「ブルーバード」にＡとＮが同乗して「乙山」に行ったことに変遷し，その反面として，従来，当夜の「乙山」への同行者として一貫して語られてきたＱとＲについても，「たまたま『乙山』に居合わせたためにＡやＮと一緒にゲームをなし，Ａは『メゾン丙川』に行く際にＱの茶色スプリンターを借りた」と重大な変遷を遂げた。

　ここで重要なことに，Ｑ，Ｒ，Ｓ，乙山マスター等，「乙山」にいたとされる関係者の供述は，Ａ，Ｎ，Ｂら「本件関与者」らの供述を裏付ける重要証拠であるのに，検察官は証拠調べ請求はおろか内容の開示も一切行っていない。

　板垣一課長は，上記「関与者」のうち，少なくともＲがＡの上記供述と矛盾する供述をしていることを認めているが（一審第２０回証人板垣２０，２１丁），Ｑ・Ｒらが確定判決の事実認定を覆す供述をしていることは，このような検察官の態度からしてほぼ確実であり，おそらく，同人らの供述するストーリーには，Ｎは一切登場せず，また，Ａが「乙山」に出掛けた際の交通手段についても，Ｎ供述やＡの変遷後の供述とは相容れないストーリーが語られていることが強く疑われる。

　このことから，「本事件の夜，ＮとＡが『乙山』にいるところにＱとＲが来店して一緒にゲームをして遊んだ」という確定判決の認定する事実はＡが辻褄合わせのために創り上げた虚構の産物ではないかという合理的疑いが生じてくる。

　言い換えれば，Ａ，Ｎ，Ｑの三者が「乙山」で一緒になった事実はそもそも存在せず，したがって，ＡがＱの「スプリンター」を借りてＮ，Ｂ及び請求人の同乗する「スカイライン」を先導して「メゾン丙川」に移動したり，ＡとＢが「スプリンター」で「メゾン丙川」から「乙山」に戻したり，さらには，ＡとＢがＱの運転する「スプリンター」で「乙山」からそれぞれの自宅に送ってもらったという事実もそもそも存在しないのではないか，それゆえ検察官はＱ・Ｒらの供述内容を明らかにできないのではないか，との疑問を生じさせずにはおかない。

　また，仮に，Ｑ・Ｒらの供述において，Ｎ登場前のＡの供述と同様に，「乙山」でのＡの行動が，本件とは無関係の日常的な出来事として語られているとすれば，その点でも確定判決の認定するストーリーには合理的疑いが生じて崩壊を免れないことになる。

キ　血痕着衣の処分に関する供述の変遷
　Ａ供述は，血痕着衣の処分についても大きく変遷している。

上記の点につき，Ａは，１１月２９日付員面調書（一審検２０１号証）では「血痕着衣を底喰川に投棄した」と供述していた。
　ところが，裏付捜査として底喰川の川ざらいが実施され，結局着衣が発見されなかった後の一審公判段階になると，「実はトレーナーは今も福井市内に隠し持っている」（一審６２年１２月１日公判準備６７～７０丁表）となり，さらに次回公判期日では，「いや隠し場所は忘れた」（同第６回公判５３丁）と供述し，さらに「いや荒川の土手に埋めた」（同第１９回公判板垣証人３４～３５丁）と供述を変遷させた。

　さらに，控訴審公判においても，「奈良県の知人Ｅ´とともに拳銃と一緒に埋めた」（控訴審第２回公判３７丁），「ａも一緒に居た」（同第３回公判７丁）と次々に供述を変遷させた。ところが，裏付捜査の結果，トレーナーは請求人の自宅からはもちろん，底喰川からも，荒川土手からも発見されず，またＥ´も「荒川土手に埋めた」旨の事実を否定しているのである（控訴審公判証言）。

ク　血痕付着状況に関する供述の変遷
　当初は，「ズボン右太股付近に約２０㎝の大きさで半乾きの血が付いており，靴にも血が付いていた」とだけ供述したにもかかわらず，移監中止約束がなされた直後の昭和６１年１１月２９日付員面調書において「右肩口から右胸の辺りの血」が登場するや，胸付近の付血場所に関する供述は，「右胸」，「左右両方の胸にあり，左胸の血の方が大きい」，「右胸だけ」，「左胸の辺りに一箇所まとまっているような血」，「今は左胸か右胸か分からない」と大きく変遷を重ねている。また，一旦は図面に明示された「右足先」，「両手首」等の血痕がなかったことになり，途中で「両手拳に大量の血」が登場している。胸や腹部の血痕も供述のたびに位置や状態が変遷している。事件の当夜，「乙山前」で目撃した請求人の血痕付着状況についても，取調べを重ねるたびに，上記に加えて，「首筋」，「口の周り」の「点々とした血」，「口の周り血のよごれらしいもの」，「口の周りに頬から唇にかけて血がかわいたような状態」，「頬から唇，口の周り，鼻のところ，鼻の下から口の周りが赤くなっていた」と，付血箇所や付血状態に関する供述が変遷している（昭和６２年３月２５日付Ａ検面調書のうち一審検２１７号証９項，同２１８号証４，１３，１８項，同２２０号証と添付図面）。

ケ　Ａ供述とは「大筋」さえ一致しなかった多数の「関係者」供述の存在

　Ａ供述の特徴は，自分の行動を裏付ける事件関係者として自分の仲間を何人も登場させていることであり，確定判決がＡ供述の信用性を肯定する根拠としたのも，こうした複数の関係者供述とＡ供述との「大筋」での一致であった。

しかしながら，捜査の過程では，Ａはより多くの「関係者」を登場させていた。すなわち，Ａが事件の「関係者」として名前を挙げた人物は，①Ｊ子，②Ｕ，③Ｃ，④Ｌ，⑤Ｑ，⑥Ｒ，⑦Ｏ，⑧ｆ，⑨Ｈ子，⑩Ｇ，⑪Ｋ，⑫Ｂ，⑬Ｐ，⑭Ｎ，⑮Ｚ，⑯Ｓ，⑰Ｖ，⑱ａ，⑲Ｔ子，と実に多数に上っている。

　ところが，こうした，Ａによって「関係者」とされた者のうち，実に半数以上（②③④⑤⑥⑦⑧⑯⑰⑱）が，Ａ供述を否定し，「大筋」においてさえＡ供述を裏付けることはなかったのである。
　新規証拠である別件刑事事件におけるｂ証人調書中の供述によれば，「Ａは（友人間でも）何をするにも一人でできない奴で，悪いことにすぐ友人を引き込む男」であるとされているが（新証拠＝ｂ別件証人調書），上記に述べたような，Ａ供述おける多数の「関係者」の登場と，そのうち半数以上が「関係者」から脱落していった事実は，Ａ供述が，まさに上記ｂの指摘する「悪いことにすぐ友人を引き込む」Ａ自身の性癖が生み出した虚言であることを如実に物語るものである。

コ　一審判決のＡ供述評価の正当性

　一審判決は，Ａ供述の生成・変遷過程を検討した上で，次のような評価を下した。

　「Ａの供述内容は…異常と言っても過言ではない程に変遷を重ね…そのときどきの供述を見ると，具体的かつ詳細であって，直接体験した者でなければ容易に供述することができないような内容を有するのに，これが後の取調べにおいては虚偽であったとしていとも簡単に崩壊しているのである。」（４９～５０頁）

　以上述べてきたＡ供述の生成過程を見るとき，いかにこの一審判決のＡ供述に対する評価が正確であるか，確定判決が高く評価するＡ供述の具体性や詳細さが，いかに同供述の信用性の根拠たり得ないものであるかは，もはや誰の目にも明らかである。

（２）Ｂ供述の生成過程

　以上のとおり，Ａ供述はおよそ信用するに値しないのであるが，Ｂ供述は，このＡ供述をもとにした捜査官の誘導によって作り上げられたものであることが証拠上歴然としている。

ア　Ｌ証言により明らかになった誘導の存在
　本件では，Ｂの供述内容に沿う事件のストーリーが，事前に捜査官によって作り上げられ，上記ストーリーに基づく誘導が強力に行われていたことが，Ｌの証言により明らかにされている。

　すなわち，Ｌは，前述の通り，ＡによるＬ関与供述がきっかけで逮捕されて取調を受け，一旦は虚偽自白にまで追い込まれそうになった人物であるが，同人によれば，「（取調べの際に警察官から示された筋書きは）僕が車を運転して団地まで行って，僕は車の中でＤ君が出て来るまで待って，出て来てから，戊田会事務所に電話を入れてＡ君に連絡を取ってもらい，乙山にいることが分かって，そこへ僕がＤ君を乗せて行って，それからメゾン丙川に行ったという説明になっていた」，「警察官から，『一緒に被害者宅の部屋に入ったんではないか』とか，『玄関先まで付いて行ったんではないか』という質問もあった」，「警察官から，『メゾン丙川では僕は怖くなってシンナーを吸っていたので，そこら辺は覚えていないんだろう』と言われた」と一審公判で証言しているが，このストーリーはＢ供述そのものなのである。

　このＬ証言は，警察官による誘導が，確定判決の言うような，供述の細部についての「記憶の喚起」などという穏やかなものではなく，請求人の犯人性を基礎づけるべきＢ供述の核心部分，確定判決が信用性ある証拠として依拠する供述の「大要」について，警察官の予断を供述者に強引に押しつける誘導がなされ，しかも当初関与を否認していたＢがその誘導内容の通り供述するに至っていることを示す重要な証拠である。
イ　誘導の存在を示すその他の特徴
（ア）最初の供述調書作成以前の現場見分
　捜査本部は，昭和６２年１月１４日，Ｂを本件殺人事件の現場である丁原団地に同行して関係する現場を見分させ，さらに１月２６日にも現場を見分させたうえで，同人の最初の「関与供述」である同月２４日付，２６日付員面調書を作成しているが（一審検１８７号証昭和６２年１月２６日付Ｂ員面調書第１０，第１６項），供述前に現場見分を重ねるのは捜査方法として異例であり，それはＢが現場状況についてすら十分な供述をすることができなかったことを推測させるとともに，それら何回かに及ぶ上記現場見分が，Ｂに現場状況に関する情報を習得させたことは明白なのである。
（イ）Ａ供述を後追いした変遷
　Ａが「『乙山』へは請求人がひとりで来た。請求人はＢを同人宅に送った後，『乙山』にひとりで来た」（同検２８２号証＝１月１４日付上申書１２頁，２２頁）と供述していた時期には，Ｂも「請求人はＢを自宅に送ってそこで別れた。『スカイライン』は請求人に貸した」と供述していたにもかかわらず（一審検１８７号証１月２６日付Ｂ員面調書），Ａが，１月２９日付員面調書において，再び，「『乙山』へは，Ｂが請求人と一緒に来た」（同検２０９号証＝１月２９日付Ａ員面調書）と供述を変遷させると，Ｂも，また，「『乙山』まで同行した」と供述を変遷させているのであり（同検２８０号証＝２月１日付Ｂ上申書），Ｂの供述がＡ供述を後追いして変遷していることは明白である。

（ウ）わずか６日間で重要な事実についての供述を変遷させていること

ａ　短期間での不自然な変遷

　さらに，昭和６２年１月２４，２６両日の供述（一審検１８６号証，同１８７号証）と，同年２月１日付上申書（一審検２８０号証）の内容を比較すると，わずか６日間の間に，重要な事実について，次のとおり供述の大きな変遷が認められる。

①　１月２６日の「丁原団地を『団地かマンションみたいな大きな建物』としか認識していなかった」とする供述は，２月１日には「本件団地が団地であることは知っていたが，団地の呼び名までは知りません」と変遷した。

②　「請求人は公園横で車を停車させて出て行き，殺人事件の後公園まで戻ってきた」とする供述は，「Ｄは公園脇で車を降りて団地の方角に歩いて行ったのではなく，公園脇ではＤと俺が車の後部トランクを開けて純トロを一斗缶からリッタービンに移し替えたのであり，その後，俺は団地内まで入って停車し，Ｄは降車して後方に歩いて行ったので，俺は車の中で待っていたところ，Ｄは戻って来た」と変遷した。

③　「請求人の付血は右手の指から甲にかけてのみであった」とする供述は，「エレガント甲野前で車を何回か乗り降りしている時にＤの服の右胸あたりに半乾き状態の血が染み込んでいるのに気づいた」と変遷した。

④　「請求人は『けんかしてもたんや』『Ａのところへ行ってくれ』と言った」とする供述は，『やってもた（強姦又はけんかしたことを意味すると供述する）』，『運動公園の方へ行ってくれんか。兄ちゃんに相談したいで』と言った」と変遷した。

⑤　「請求人は，戻って来た後，『Ａのところへ行ってくれ』と頼んだが，俺は傷害事件を起こしたばかりなので一緒に行ってけんかにでもなったらヤバイと思って断り，Ｂの自室まで行き，そこでＤに車を貸して別れた」とする供述は，「Ｄは戻って来て，『運動公園の方へ行ってくれんか。兄ちゃんに相談したいで』等と言ったので，江守の里のＹ方まで連れて行った。」，「しかし，Ｙは不在だったらしく，Ｄが今度は『悪いけどＡの所まで行ってくれんか』と言うので，エレガント甲野前まで行った」，「しかし，Ａも不在ということで，Ｄは電話を架けに行った。江守の里から他に寄ったこともなく，これが初めての電話である」，「エレガント甲野前で１時間程費やした後，Ｄから『北高前まで行って』と言われて出発し，俺が北高校門前で止まった。すると，Ｄが『チョット行って左に曲がって』と言ったので，車を走らせ，左折して北に向けて車を走らせたところ，Ｄから『男が待ってるで』と告げられ，稲荷神社手前で男が立っているのと出会い，案内されて三叉路角に車を止めた」，「しばらくして男が戻って来て車の運転を変わり，俺は後部座席に乗ったが，このころからアンパンも回ってラリッてしまい，その後のことは覚えていない」と変遷した。

ｂ　変遷の理由は捜査官の誘導である疑いが強いこと

　上記のようなＢ供述の変遷の理由としては，いずれも捜査官の誘導である疑いが極めて強い。

　すなわち，まず，①②の変遷については，約１年前にどこに車を止めたかという事実は，Ｂ自身にとってはさして重要な事実とは考えられないのに，ごく短期間のうちに供述を変遷させている点が実に奇妙である。

　この点，確定判決は，「Ｂは（供述の）当初は関わりを持ちたくなかったため，丁原団地６号館の近くに行ったことすら否定していた」ものだと説明しているが，「公園横」と「団地内」の１００メートル余りの距離の違いで，Ｂの関与の程度に差異が生じるとは到底考えられないのであって，確定判決の説明は全く不合理である。

　むしろ，「団地内」から「公園横」までの距離が１００メートル余りあり，かつ「公園横」の道は車もよく通る道であることから，血まみれの請求人がそれだけの距離を歩いていて目撃されていないのが不自然と思われること，及び，請求人が「公園横」の車の前方から血まみれで戻ってきたとすると，Ｂがこのとき請求人の胸の血に気付かないことが不自然と思われることこと，の２点の不自然さを回避する目的で，捜査官から誘導がなされた結果である疑いが濃厚である。

　③の変遷は，Ｂが請求人の胸の血痕を真に記憶していたのであれば，付血を右手の指から甲に限定する供述は出てきようがないのであって（また，最も目立つ請求人の胸の血痕を，１月２６日の時点で忘れていて，６日後突如思い出したとも考えられない。），Ｂは請求人の血痕について記憶を有しておらず，請求人の胸に血がついていたとするＡ供述にあわせた誘導に従って供述していることは明白である。

　④⑤については，丁原団地から，Ａの住むエレガント甲野までと，Ｙ宅のある甲田コーポまでとでは，方向が全く異なっていて混同するはずがないこと，さらに，江守の里に向かう道路は「運動公園」（県立の複合運動施設）の東方を通ってはいるものの，「江守の里」地区は「運動公園」地区よりもはるか南方で，その間にいくつも他の地区や河川を隔てた全く別の地区であるから，請求人が，真実，「Ｙ方」に送ってほしいと言ったとすれば，端的に，それ自体よく知られた地名である「江守の里」に行ってほしいと言うはずで，「運動公園の方」と曖昧な指示をするはずがないことから，この変遷が，Ａの昭和６２年１月１４日付Ａ上申書における，「Ａが『今どこに居るんや』と聞くと，請求人は『運動公園の方です』と答えた」との供述（一審検第２８２号証昭和６２年１月１４日付Ａ上申書１０，１１頁）に合わせて捜査官の誘導に乗ったものであることは明らかである（なお，上記のＡ供述自体，請求人が事件の前である昭和６１年２月２４日に運動公園で事故にあって怪我をした事件にヒントを得た可能性が高い。）。

（エ）自筆上申書は取調べ警察官作成の員面調書の構成，文体，用語に瓜二つであること

　本件取調べの特徴のひとつとして，ＡやＢについては自筆の上申書が作成されていることが上げられる。捜査本部が彼らに自筆上申書の作成を求めた理由は，重要な人証である上記両名の供述が変遷，動揺しているため，同人らの供述が真意に出たものであることを確認し，裏付けるための証拠とすることにあったものと考えるのが合理的である。

　ところで，本書面末尾添付の別紙「Ｂ（Ｂ）の上申書・員面調書対照表」は，このうちＢの昭和６２年２月１日付上申書（一審検甲第２８０号証）の内容と，それ以前の作成日付である昭和６２年１月２４日付員面調書（一審検甲第１８６号証），及び同年同月２６日付員面調書（一審検甲第１８７号証）の内容を，コピーして該当箇所を対照させた一覧表であるが，両者を比較対照すると，Ｂ名義の上記上申書は，警察官作成の上記員面調書に，構成，文体，用語法とも瓜二つである。

　すなわち，本来，作成名義人本人に，その生の言葉，文体，文章構成をもって自由に作文させることを通して，供述内容が真意に基づくものであるか否かを確認，検証する目的で作成させるはずの自筆上申書まで，Ｂの上申書については，取調べ警察官が誘導して作成されたことが歴然としている。

（オ）確定判決が高く評価するＢ供述の「一貫性」なるものは，何ら信用性の担保とはなり得ないこと

　以上検討したように，Ｂ供述には，Ａ供述に基づく誘導の痕跡がはっきりと記されており，Ａ供述を後追いして変遷していることが明らかである。一審判決はＢ供述を「Ａ供述を前提とした取調べに迎合してなされた疑いを否定できない」（９６頁）と評価してその信用性を否定したが，まさに正鵠を射た供述評価である。

　確定判決は，「Ｂは，捜査の当初こそ，事実の一部を隠して供述していたものの，その後の供述は捜査，原審公判を通じ大筋において一貫して」いることをＢ供述の信用性の根拠にあげるが，確定判決のいうＢ供述の「一貫性」なるものは，Ｂ供述が依拠するＡ供述が，３ヶ月近くの間変遷に変遷を重ねた末に，Ｂが供述をはじめるころには比較的安定的なものになっていたことの反映に過ぎないのであって，何らＢ供述の信用性の担保とはなり得ないのである（なお，Ｂ供述に客観的証拠があるといえるか，については次項三の２参照）。

（３）まとめ

　このように，Ａ供述はＡ自身の刑事事件について求刑を軽くする目的でなされており，かつ知人からの情報や，捜査官の誘導に乗った不合理な変遷が繰り返されてできた供述であること，Ｂ供述はそのＡ供述をもとにした捜査官の誘導によって作り上げられたことが明らかであるにもかかわらず，確定判決はこうした問題点を無視または著しく軽視しており，その事実認定には重大な疑問がある。

３　確定判決の認定事実の依拠する目撃供述は当然あるべき客観的裏付けを全く欠いている

（１）血痕着衣，血痕反応の不存在は関係者の「血痕目撃」供述の虚偽を明らかにしている

　犯行現場から請求人と犯行を結びつける物的証拠は何ら発見されていないばかりでなく，多くの関係者が見たと供述する請求者の血の付いた着衣も，Ａがその所在を知っているとの供述を繰り返し，上記供述の変遷の度に捜索が行われたにもかかわらず，発見されていない。このような不自然な捜査経過自体，そもそも血痕付着着衣の存在自体を疑わせ，ひいては，請求人が着衣等に血痕を付着させていたとする各関係者目撃供述の信用性を疑わしめるに十分というべきである。

　さらに，Ｂの供述によれば犯行直後に手にぬれた血を付けた請求人を乗せたとされるスカイラインからも（昭和６３年５月１７日付検察官匹田信幸ほか名義釈明書，一審検甲１８３号証１９丁），その後請求人が立ち寄ったとされる「Ｙ方」玄関付近，「エレガント甲野」入口・玄関付近（一審検甲１４０号証＝検証調書７丁裏～８丁），喫茶店「乙山」，「『メゾン丙川』Ｈ子方」（一審検甲１４１号証＝検証調書５丁，６丁裏、７丁，８丁裏，１０丁，一審第１９回板垣証人７５丁～７６丁），「『エレガント甲野』Ｊ子方」などの場所からも，血痕反応や，請求人の存在を裏付けるような物的証拠は何も発見されておらず，結局，関係者の供述は，いずれも，請求人の犯人性の証拠としての核心部分については何らの物的証拠による裏付けもないのである。

（２）Ｂ供述にも客観的裏づけがあるとは到底言えない

　確定判決はＢ供述をその事実認定の主要な支柱としており，その信用性の担保の一つとして「客観的証拠ないし他の関係者の供述，証言によって裏付けられて」いることをあげるが，以下のとおり，この確定判決の認定も大きな誤りである。

ア　「目撃供述」の核心部分の客観的裏付けの不存在

　Ｂの最終段階における供述のうち，客観的裏付けがあるのは，「目撃供述」とは無関係の日常的な行動の部分のみであり，その反面，「目撃供述」に直接関連する行動部分については，これを裏付ける客観的証拠がないばかりか，Ｂの供述どおりとすれば当然に存在すべき物証や裏付供述も存在しない。

　たとえば，①Ａ´方を訪ねるときに利用したタクシーの裏付けはあるのに，Ｂが「スカイライン」をＫ宅から借用する際にＫ宅まで利用したはずの「たまたま通りかかったタクシー」はその存在が判明しないのはもちろん車種や色，運転手の特徴さえ全く特定しておらず（一審第１９回証人調書板垣９６丁裏～９８丁），②スカイラインの車内からも当然発見されるべきはずの「被害者の血痕」は発見されておらず，③Ｂが本事件を知ったと一旦供述した自宅の福井新聞は実際には配達されていないことが判明し（昭和６２年３月７日付員面調書＝一審検１９０号証２丁），④Ｂが見たと供述し，当然発見されるべきはずの「血の付いたトレーナー」は発見されていない。

イ　丙原タクシー利用の裏付けはかえってＢ供述を弾劾している

　それに加えて，唯一，客観的裏付けのある丙原タクシー利用の事実も，子細に検討するならば，それはかえってＢ供述を弾劾する内容となっているのである。すなわち，Ｂは，アンパンをやりたくなり，アンパン仲間のＡ´を誘おうと思い，丙原タクシーに電話をかけてタクシーを呼びＡ´の家に向かったが，不在だったので，ｄ荘まで戻ってきたと供述する。ところが，丙原タクシー運転手Ｂ´の供述調書（一審検甲１８１号証）によれば，Ｂは，タクシーに乗車したときに「片町まで行ってまた戻って欲しい」と言って乗車したにすぎず，片町に行って１度タクシーを降りて，２，３分してタクシーに戻ってきたときに初めて，豊島まで行って欲しいと言った（４丁）というのである。アンパンをする目的を持っていた者が，「片町まで行ってまた戻って欲しい」と言うわけがない。結局，丙原タクシーの記録からうかがわれることは，Ｂは最初からアンパンをする目的でＡ´宅を訪ねたのではないということであり，Ｂ供述をかえって弾劾する内容となっているのである。

ウ　Ｃ´供述はＢ供述を裏付けないこと

　また，確定判決は，「Ｃ´の原審公判廷における証言によれば，Ｂが，本件犯行が敢行された日時ころ，丁原団地６号館西側道路にスカイラインを停車させていた事実が裏付けられている」旨判示する。

　しかしながら，以下の点から，Ｃ´供述は信用できない。
（ア）目撃，記憶状況に疑問があること

　すなわち，まず，Ｃ´は，同人が上記停車車両の話を供述したのは同人が昭和６２年２月に福井市乾徳の下宿に転居するその前頃であると証言し，上記証言を前提とすれば，同人は上記目撃車両のことを約１年もの間，憶えていたことになるが，①その目撃状況は，Ｃ´の視力は，当時，０．３か０．４ぐらいであった（一審第１５回公判証人尋問調書１０丁）にもかかわらず眼鏡は掛けていない状態で（２３丁），単車で走行中（６丁），通り抜けるときにちらっと上記車両を見た程度であり（１２丁），②記憶内容は，丸いテールランプのある車の他に車が停まっていたかどうかは覚えていない（３１丁），車種は分からない（７丁，３２丁），丸いランプが幾つあったのか，テールランプが１つなのか２つなのかも覚えていない（３２丁），ヘッドランプがついていたかどうかも覚えていない，エンジンがかかっていたかどうか，人が乗っていたかどうかも分からない，目撃の時間帯ははっきり覚えていない（２３丁，３７丁），本件殺人事件当夜の帰宅時刻や帰宅後の行動の詳細や本件団地から戻って寝た時刻は覚えていない（１９丁），というお粗末極まりない目撃状況と記憶状態である。

　このような認識，記憶の状態では，はたして前記テールランプが丸型であったのか，または視力が弱いがゆえに丸い形に見えただけなのかさえも分からない。丸型テールランプの車両にも多種あるうえ，とりわけ白色スカイラインは当時一番の人気車種であったのだから，本件スカイラインであると判定することは到底できない。

（イ）１年近く経過した後の供述であり警察に迎合してなされた疑いがあること

　そもそも，そのような一瞬目撃したに過ぎない日常的で些細な事柄を１年近くもの間記憶していたということ自体信じがたい。

　しかも，Ｃ´は，本件の容疑者ないし参考人の１人として，昭和６１年３月の事件発生直後から同６２年春頃まで約１年の長期間にわたり，断続的に取調べを受けていたにもかかわらず（一審第１５回公判証人尋問調書１３丁），捜査本部が本件スカイラインを請求人の使用車両と断定して鋭意Ｂの取調べを進める昭和６２年２月にいたるまで，上記のような目撃供述はしていなかった（１７丁）。仮にＣ´の体験が印象的なものであったなら，警察からの事情聴取を受けたときに，直ちに自ら，この事実を申告したはずである。Ｃ´が捜査本部の動きに連動して目撃供述をはじめたことは明らかである。

　そして，Ｃ´が，その間，シンナー事犯容疑で取調べられ，警察官から殴られ（１４丁），取調べを受けるのを面倒臭く感じていたこと（１７丁），さらに同人の目撃，記憶状況が右のとおりお粗末極まりないものであることを考えれば，Ｃ´は，警察に迎合して供述したことが強く推認されるのであり，右供述の信用性は皆無である。

４　犯行現場や被害者の死体の法医学的検討結果は確定判決の認定事実と大きく矛盾する

（１）シンナー吸引後いさかいのあまり激昂し，心神耗弱状態で行った短絡的犯行とは到底言えない

　まず，本件を，激昂し幻覚・妄想により是非弁別及び行動制御の能力が減弱した状態の請求人による犯行だとする確定判決の認定には，以下のような重大な疑問がある。
ア　確定判決における検討の欠落

　確定判決は，犯行当時の請求人の精神能力について判断するにあたり，「シンナー乱用による幻覚，妄想状態で，心神耗弱の状態にあった」としており，確定判決が精神能力認定の根拠として引用する医師山口成良作成の精神鑑定書によれば，考えられる精神状態としては，「もし，被告人がシンナーを吸引した後，被害者をシンナー遊びに誘い，これを断られ，なにか気にさわることを言われたと仮定すると，幻覚妄想状態にあり，極度の興奮状態を伴うため，無我夢中で殺人を犯すことも考えられる」，とされている（一審検甲３１０号証＝精神鑑定書２４丁）。

　つまり，本件で請求人を犯人と仮定した場合に考えられる精神状態とは，「極度の興奮状態で」「無我夢中で」殺人を犯すというのである。

　とすれば，翻って，本件犯行を激昂し心神耗弱状態に陥った者の犯行とみなし得るかどうか，当然検討されるべきであったが，確定判決はこの点について何ら検討を加えていない。
イ　確定判決の認定事実と旧証拠との矛盾―犯行現場には犯人と犯行を結び付ける物的証拠が皆無であること

　そもそも，確定判決の言うような，激昂し心神耗弱状態に陥った犯人の犯行であるならば，凶器に犯人の指紋が付着していたり，犯行現場に足跡痕，指紋が残されていたりしていてしかるべきである。また，犯行現場も玄関先が第一犯行現場となるはずであるし，凶器もその場にあったもののみが使われるはずであるし，犯人が室内に上がるときは靴を脱がないはずである。

　ところが，本件犯行に使用された凶器である灰皿，カーペットコード，文化包丁２本は，いずれにも請求人の指紋はなく，犯行現場には，玄関先，室内いずれにも，請求人の足跡痕，指紋その他請求人との結びつきを示す物証は一切存在しない。また，凶器は家の奥の台所と居間にあったものが使用され，犯人は靴を脱いで上がっている。

　したがって，旧証拠との関係においても，確定判決の認定事実は，証拠と矛盾するものと言わざるを得ないのである。
ウ　新証拠が示す複雑な犯行経過との矛盾

　さらに，内藤鑑定書により明らかにされた犯行の経緯と，激昂し，心神耗弱状態に陥った犯人による犯行との確定判決の認定は，以下の諸点において大きく矛盾する。
（ア）本件は，確定判決が認定するような，いわゆる滅多刺しの犯行とは言えない
　すなわち，内藤鑑定書によれば，本件の犯人は，暴行，殺害の方法を殴打→絞頚→刺突と変更する，また，刺突の場所を背部から顔面及び胸部に変更するなど，行動意図を状況に応じて変更しており，その行動は爆発的な感情に支配された一連の行動とは言い難い。とりわけ，絞頚と刺突の間には，首吊りの偽装工作を行い（内藤鑑定書１２頁），また，背部に対して刃物で攻撃を加えかけて止め（１４頁），被害者を仰向けに反転させて，さらに隣の部屋から取ってきた布団とコタツカバーを被害者にかぶせてから顔面等への攻撃に移る，台所流し台から文化包丁２本を持ち出す，など，「無我夢中」とは到底言えない行動が介在している。

　また，刺突の際に，ほとんど凶器である包丁の刃が軽く触れる程度の浅い傷を多数つけており，犯人が深く刺入するのを避けたと考えられる点も，いわゆる滅多刺しの事案とは全く異なる本件の特徴である。

（イ）上記の他にも，本件犯行には，極めて多様で複雑な行動，高度な状況判断と意思決定を要する行動など，およそ激昂し，幻覚・妄想状態にある犯人のなし得ない行動が多数存在している。

ａ　ドライヤーコードを鴨居からぶら下げて輪を作る行動は自殺の偽装工作としか解釈のしようがないものであるが，このような首吊り自殺の偽装工作は，激昂し，幻覚・妄想により心神耗弱の状態にある者が到底なし得る行動ではないことは明らかである。

ｂ　上記自殺の偽装に際し，近くにあったひもではなく，実際の絞頚に用いられたカーペットコードと形状の似たドライヤーコードを選択している点も，高度な状況判断がなされている証拠である。

ｃ　ドライヤーコードを結ぶ際の複雑な結び方も，到底心神耗弱下の人間にできるものではない。

　すなわち，現場の検証調書（甲９）添付現場見取図８及び同現場写真４２が示すように，犯人は，ドライヤーコードを鴨居につるす際，一般人が紐で輪を作るときの結び方とは全く異なる，ボーイスカウトなどで訓練を受けた者か漁業従事者でなければできないような複雑なトートラインヒッチという方法の結び方をしながら，器用にちょうど人間の頭が通るくらいの輪を作り上げており，このような複雑な行動を，激昂し，幻覚・妄想状態で心神耗弱状態にある人間がなしうるとは到底思われない（ちなみに，請求人にはボーイスカウトや漁業従事の経験は全くなく，請求人がドライヤーコードを結ぶとしたら，このような複雑な結び方にはならない。）。

ｄ　血液の飛散防止又は被害者の顔を見ないようにするなどの目的のために被害者にコタツカバーを掛ける行動も，心神耗弱下の人間ではおよそ考えられない行動である。

ｅ　内藤鑑定書，押田意見書によれば，本件では，現場に遺留されたまっすぐな包丁と曲がった包丁の外に，犯人が持ち込んだ第３の刃器が存在することになるが，犯人は，上記の第３の刃器については現場から持ち去っており，ここでも慎重かつ冷静な状況判断を行っている。

（ウ）各攻撃に用いられた力は，青年男性が「極度の興奮状態で」「無我夢中で」暴力をふるう際に発揮するものより遙かに小さい。

最初の攻撃である灰皿による打撃によって生じたくも膜下出血，脳挫傷等は比較的軽度であるし（内藤鑑定書１２頁），灰皿による強打によると思われる打撲は２１の傷のみで，３～７の傷はうつぶせの状態の被害者に背後から加えられた打撃によるものと考えられる（したがって同じ攻撃でも立ったままの被害者に対する攻撃より強い力が加わりやすい）のに，打撃力はあまり強くなかった（１３頁）。

また，うつ伏せの状態の被害者の背後から絞められた絞頸も被害者を急性窒息死させるほどのものではなかった（１４頁）。

さらに，最後の刺突の際にも，刺創と呼べるものは多数の創のうちわずか４創に過ぎず（１５頁），その他の多くの創は切創といってもよい程度で，ほとんど歯が触れた程度といってもよいくらいの浅い傷も多数存在する（１６頁）ことから，各攻撃にはごくわずかの力しか加えられていないことは明らかである。

このように，被害者の創は，いずれも青年男性が「極度の興奮状態で」「無我夢中で」加えたといえるほどの強い力が作用したものとはいえない。

（エ）以上のとおり，確定判決のように，本件を心神耗弱の状態に陥り「極度の興奮状態で」「無我夢中」の状態にある者が犯した「滅多刺し」の犯行とみることは，到底できない。

（２）確定判決の説明できない第３の刃器の存在

　内藤鑑定書及び押田意見書は，以下に述べるように，それぞれ別の角度から本件死体の創傷を分析した結果，それぞれ，本件では現場遺留の２本の文化包丁のほかに，第３の刃器が使用された可能性が強いと結論付けている。

　ところが，確定判決は「本件犯行に用いられた各凶器は，すべて被害者方にあったものと認められ」ると認定しており（１６丁），凶器についての事実認定に誤りがある。そればかりか，第３の刃器の存在は，確定判決のその他の事実認定にも，重大な疑問を生じさせるのである。

ア　押田意見書による凶器の鑑定

　押田意見書は，岸鑑定書をもとにして，記載された本件死体の創傷の長さ及び深さと，現場遺留の２本の文化包丁の形状をもとに，上記文化包丁による成傷可能性を鑑定しているが，その結果，少なくとも，頚部刺創（４３）および胸部刺創（５６）の２つ刺創は，現場に遺留された２本の文化包丁のいずれによっても成傷不可能であり，第３の刃器によるものと考えざるを得ないと結論付けている（押田意見書８頁）。

イ　内藤鑑定書による凶器の鑑定

　内藤鑑定書も，岸鑑定書をもとに，岸鑑定書に記載されている「創端が鈍」の創傷が，現場遺留の２本の文化包丁によってできるかについて検討している。その結果，岸鑑定書によれば，ごく浅い創でありながら，その創端の一方が鈍であるとされる創がいくつか見られることから，２本の文化包丁以外に，犯人が持参した小型の割には刃背に厚みのある小刀様の凶器が用いられた疑いを払拭できない，と結論づけている（内藤鑑定書１７頁）。

ウ　確定判決事実認定の矛盾

　このように，確定判決が証拠とした岸鑑定書の記載からは，押田意見書，内藤鑑定書いずれの分析方法によっても，第３の刃器の存在を否定できないことになり，確定判決の事実認定は岸鑑定書と矛盾することが明らかになった。
　第３の刃器が外部から持ち込まれたとすれば，本件犯行は確定判決の認定とは異なり計画的なものである疑いが生じる。

　さらに，本件犯行に第３の刃器が用いられたとすると，確定判決のいう激昂し心神耗弱状態に陥った請求人が３種類の刃器を使い分けたことになるが，果たして心神耗弱状態でそのような複雑な行為が可能か，可能としてもなぜそのような使い分けをする必要があるのか，一人で被害者をシンナー遊びに誘いに行ったはずの請求人が刃器を持っていたのか，持っていたとして犯行後その刃器をどうしたのか，といったさまざまな疑問が生じ，確定判決の事実認定には深刻な矛盾が生じてしまうのである。

（３）犯人が大量の返り血を浴びたとする確定判決の認定事実は誤りである

　確定判決は，本件犯人が，「その指先などの身体の露出部や着衣に相当量の返り血を付着させた」（１６丁）と認定している。

　しかしながら，内藤鑑定書，大島意見書等の法医学的鑑定に基づく新証拠と，検証調書等の旧証拠を総合評価により以下の諸点を検討するならば，確定判決の認定のように犯人が多量の血液を身体・着衣に付着させたとは考えられないのであり，確定判決の上記事実認定には重大な疑問が残ると言うべきである。

ア　内藤鑑定書によれば，「コタツカバーをかけたうえで顔面等に損傷を与えていることで，犯人の衣服等に多量の血液を付着するに至らなかったとみられる。」とされている。

イ　検証調書添付の現場見取図７及び現場写真５１ないし６２によれば，被害者の頭部から上の方向には血液の飛散，流出の痕跡が多く見られるのに対して，被害者の胸から下の方向には，血液の飛散の痕跡はほとんど見られない。この点，確定判決も，「被害者の顔面，頭部からは血液が主に南側に向かって飛散し」ていたと認定している（１1丁裏）。

　このことと，現場についての検証調書（甲９）添付現場見取図１３によれば，コタツカバーの辺縁部が主に刺突されていることとを合わせて考察すれば，コタツカバーによって覆われていない被害者の頭部から上の方向にのみ血液が飛散し，コタツカバーによって覆われていた胸から下の方向には，血液が飛散していないことが明らかであり，コタツカバーが血液の飛散をよく防ぎ得ていたことが旧証拠によっても明らかなのである。

ウ　そして，検証調書添付現場見取図７及び９に示される死体の位置関係及び現場状況からすれば，犯人は，被害者の胴体側に自分の体をおいて刺突行為に及んだと考えられるから，結局，犯人も，コタツカバーによって血液の付着を防ぎうる位置にいたことは明らかなのである。

エ　大島意見書によれば，被害者の傷のうち，血液の飛散を伴うものはごく限られている。すなわち，最初の攻撃である灰皿と腕の殴打行為による傷からは血液の噴出は認められず，次の絞頚による攻撃においても同様であり，被害者の体を仰向けにして，前面にコタツカバーをかけた後に加えられた刺突による傷のごく一部に血液の噴出が認められるだけである。したがって，コタツカバーによって血液の付着を防ぐことは充分可能だったのである（なお，最後に死体に真っ直ぐな包丁がつきたてる攻撃は，コタツカバーの上からのものではないが，大島意見書によれば，上記最後の攻撃時には血圧の低下により血液の噴出はないとされている。）。

オ　現場の検証調書（一審検９号証）によっても，まっすぐな包丁への血の付着が，「柄の部分については胴金の付近にわずかに血痕が見られる程度」（７１丁）とされており，このことも，犯人に向けての血液の飛散がほとんどなかったことを示している。

カ　現場に，犯人の手から付着したと考えられる血痕が，極めて少なく，また，洗面所で付着した血液を洗い流した形跡もないこと自体，犯人はほとんど返り血を浴びなかったことの証左である。
５　Ｂ・Ａら関係者の供述は法医学的検討結果と大きく矛盾する

　以上の，内藤鑑定書，押田意見書，大島意見書等の法医学的分析から明らかになった諸事実は，確定判決が依拠したＢ，Ａ供述の矛盾もまた，明らかにしている。

（１）請求人から，激昂しわけが分からない状態で殺した旨の犯行告白を受けたとする矛盾

　まず，Ｂ及びＡは，請求人から犯行告白を受けたと供述するが，その告白の内容は，いずれも請求人が激昂し，わけが分からない状態で本件犯行に及んだというものであり，上記諸鑑定の法医学的検討結果とこの点で大きく矛盾している。

　すなわち，Ｂは，犯行後，請求人の指示にしたがってエレガント甲野前まで来て，請求人の胸元に血痕が付着していることに気がついたとき，「逆らうと腹立たんか。逆らうで悪いんや。ほんでやってもうたんや。女の子をやってもうたんや。」との犯行告白を受けたと供述している（確定判決２４裏～２５丁）。

　また，Ａは，事件の翌日，請求人方に車で請求人を連れていった際，車中で「一人殺してしもうた。中に入った時，腹が立ってかっとなり，わけが分からんようになった。」という犯行告白を受けたと供述している（確定判決４７丁裏）。

　しかしながら，前述の法医学的検討によれば，本件犯行は，激昂し，心神耗弱状態に陥った者の犯行とは認められないのであるから，請求人がこのような犯行告白を行うはずはないのである。このようにありえない犯行告白についてＢ及びＡが共通して述べていることは，両名の供述が捜査官の誘導に基づく作り話であることの何よりの証拠である。

（２）第３の刃器についての供述の欠落

　さらに，押田意見書，内藤鑑定書によりその存在が明らかになった第３の刃器についての供述が欠落していることも，Ｂ・Ａ供述の共通した矛盾である。

　とりわけ，Ｂは，請求人が犯行現場に向かう際と，犯行現場から帰ってきて以後の様子について供述しているのに，第３の刃器については何ら触れるところがないのは，きわめて不可解である。犯人は，現場から第３の刃器を持ち帰ったと見られ，かつ，捜査機関による現場付近の周到な捜索にもかかわらず，現場付近から第３の刃器は発見されていないことからすれば，請求人が犯人であればＢの待つスカイラインまで刃器を持ち帰ったと考えられるのに，Ｂがこれに気づかないことは，到底ありえないことである。

　また，Ａについても，請求人から詳しい犯行告白を受けたと供述しながら，請求人が第３の刃器を持っていたのかどうか，持っていたとしたらなぜ持っていたのか，犯行後の第３の刃器をどうしたのかについては，何ら触れるところがない点，きわめて不自然である。さらに，請求人が犯行現場付近で第３の刃器を捨てた形跡がないことから，その処分は血痕付着の着衣などとともにＡに委ねられたはずであるのに，着衣については懸命に供述を繰返すＡが，刃器の処分については何ら供述していないのは到底理解できない矛盾である。

（３）請求人が大量の血を浴びていたとする矛盾

　Ｂ・Ａら関係者は，犯行直後，請求人が胸や右手に大量の血液を付着させているのを見たと供述しており，この関係者供述が確定判決の事実認定を支える証拠構造の根幹の１つである。ところが，この点も内藤鑑定書，大島意見書，押田鑑定書等の検討結果と大きく矛盾する。

ア　関係者による血痕目撃供述の著しい不一致・変遷

　そもそも，確定判決の事実認定の根幹を成すはずの関係者による血痕目撃供述は，不一致・変遷の著しい脆弱な証拠であった。

　すなわち，請求人の服装，血痕付着位置，付血の程度，付血の態様に関するＡ，Ｂはじめ各関係者の供述は，本書面末尾添付の別紙，供述一覧表「付血状況に関する『関係者供述』の変遷と不一致」のとおり，公判証言を含めて全くばらばらであり，かつ変遷も著しい。

　付血位置のうち，比較的似ているといえなくもないのは「胸の付血」だけであるが，それも関係者間で相当の違いがあり，かつ同一人の供述にも変遷が認められる。

　誰もが，真っ先に直ちに気付くはずの「顔の血痕」に関する供述は関係者間で一致せず，「太腿部の血痕」についても一致せず，「手の血痕の付着」についても一致しない。とりわけ，「右太腿部への血痕」の付着については，関係者の供述が対立矛盾することは明白であり，「顔の部分を除き，大筋で一致している」との確定判決の誤りは明白である。Ｂ，Ｎ，Ｈ子らは，請求人が「顔」や「首筋」及び「右太腿部」に血を付けていたとすれば，当然これらの血痕に気付くはずであり，関係者の多くがこれに気付かなかったということは，Ａの上記供述が虚偽であることを示していると考えるべきものである。

イ　血痕が存在するはずがないこと

　そして，内藤鑑定書，大島意見書等の総合的検討によれば，犯人が大量の返り血を手や衣服等に付着させたとは考えられないのであって，したがってＢ・Ａら関係者の供述は，ありえない事実について供述していることになる。

　この鑑定により，もともと脆弱であった関係者供述は，その証拠価値を完全に崩壊させたと言える。

ウ　仮に請求人が大量の血を浴びていれば，スカイラインから血痕が検出されないことはありえないこと

　さらに，仮にＢ・Ａ供述のとおり請求人が大量の血を浴びていたとすると，以下に述べるとおり，スカイラインから被害者の血痕反応が検出されないことが，法医学的に説明不能となるのである。

（ア）車内から血痕反応が出ないことを乾燥や清掃では説明できないことを示す新証拠

　スカイラインから被害者の血痕反応が検出されないことは，既に一審判決が，関係者の供述の信用性を否定する根拠の一つとしたところであるが，この点につき，確定判決は，①犯行現場のドアにも血痕付着が少ないことから，犯人の手には血液の付着がなかったとも考えられる，②時間の経過により手の血液が乾燥していた可能性がある，③スカイライン車内に一旦付着した血痕が，その後の清掃により消失した可能性がある，として，スカイラインから血痕反応が出ないことは不自然ではない，とした。

　しかしながら，本件スカイラインは，旧証拠によっても，車内全体にマッチ，タバコ，噛みさしのガム，ガムの銀紙，硬貨ラーメンくず，綿棒，ピーナツ，枯葉等，おびただしいゴミ屑が散乱し（一審検１８３号証，車内の検証調書），本件殺人事件よりも１年以上前の昭和６０年２月頃付着した前記血痕が残留したままの状態であるなど長期間清掃された形跡は全くない。

　さらに，弁護人検証調書（二）は，Ｂ，Ａが供述するように請求人が手に血液を付着させてスカイラインに乗り込んだとすれば，スカイライン車内に血痕が付着しないことは考えられないことを示しており，また，押田鑑定書は，事件当日にスカイラインに血痕が付着したとすれば，捜査段階でスカイラインから血痕が検出されないことは考えられないことを示している。

　すなわち，これら新旧証拠を総合すれば，手に血液を付着させた請求人がスカイラインに乗り込めば，捜査段階で車内から血痕反応が出ないことはあり得ないのであって，確定判決のいう②及び③の可能性は完全に否定されるのである。

　したがって，確定判決の論理によれば，残る可能性は，①の手に血液が付着していなかったという可能性のみであり，上記の可能性も否定されれば，請求人が大量の血液を衣服等に付着させていた事実，または，請求人がスカイラインに乗り込んだ事実のいずれか一方が否定されざるを得ず，Ｂ・Ａ供述の矛盾は覆いがたいものとなる。

（イ）Ｂ及びＡの供述によれば請求人の手に血液が付着しなかったとの仮定は成り立ち得ないこと

　しかしながら，Ｂ及びＡの供述によれば，請求人は衣服の胸のあたりに大量の血を付けていたというのであるから，そのような状態で，血の噴出する傷口に最も近い手に血液が付着しないことはおよそ考えられない。とりわけ，大島意見書によれば，本件では血液の噴出は刺創に認められるのであるから，血液が犯人の体に付着するとすればまず手に付着するはずなのである。

　したがって，確定判決のいうように手に血液の付着がないとすれば，それは，請求人の体にも血液の付着はなかったことを意味せざるを得ないのである。

　さらに，手に血液の付着がないとすると，Ｂの血痕目撃供述の信用性及びそれに基づいた確定判決の事実認定自体が崩壊せざるを得ない。なぜなら，Ｂ供述においては，Ｂが最初に請求人に付着した血痕に気がついたのは，請求人にシンナーをついでやるときに右手の血痕に気づいたのが最初とされており，確定判決も，上記Ｂ供述に基づいてＢが請求人の「右手の血痕を見とがめ」た，との認定を行っているからである（１０３丁裏）。

（ウ）まとめ

　以上の通り，請求人が大量の血を浴びていたとのＢ・Ａら関係者の供述は，スカイラインから血痕反応が検出されていない事実と矛盾し，この矛盾についての確定判決の説明も，結局は，Ｂが請求人の右手に付着した血痕を見たとの確定判決の事実認定と矛盾するのであって，確定判決の事実認定にはこの点でも重大な疑問が生じざるを得ないのである。

６　確定判決の依拠するＢ・Ａ供述は供述心理学的検討結果から見て不自然不合理であること

（１）Ｂ供述について

　新証拠（原鑑定書）によれば，『体験の想起』についての供述心理学的研究に基づけば，想起されるのは体験の意味であり，体験の詳細はその意味付けによって著しく変容されてしまうという心理学的特性がある（原鑑定書４９頁）。
　Ｂ供述に現れる車による頻繁な移動（ｄ荘→Ａ´宅→ｄ荘→Ｋ宅→丁山自転車→エレガント甲野→丁原団地→甲田コーポ→エレガント甲野→乙山）についていえば，移動場所，移動順序，移動した場面における行為については，供述心理学の知見に照らして，それらを特定の日時の体験として想起することは極めて困難であるにもかかわらず，Ｂの各供述の間には一貫性がある。それに対し，移動の意図性（移動に至る動機や目的）や，移動の意図を生じる原因となったその場面における出来事の認識については，心理学的には安定し，一貫性を持って想起されるものであるにもかかわらず，大きく変遷し，しかも同じ意図性が他の場面に何の説明もなく移行するような変遷を示している。

　このようにＢ供述が持つ一貫性と変遷が示す特性は，記憶の心理学に基づく一般的知見とは矛盾し，かえって反対の特性を示しているのであって，Ｂ供述が，Ｂ自身の体験に基づく想起であると見なすことは，極めて困難である（原鑑定書５２頁）。

（２）Ａ供述について

　新証拠（松島鑑定書）によれば，Ａ供述の特徴は，覚せい剤を使用した結果前後不覚の状態になったというもの（Ａ）と，理知的になったというもの（Ｂ）の２つの相反する状態を供述が，頻繁に入れ替わっており（松島鑑定書４頁），かつ，Ａグループは，質問者からの追及を逃れるために使われている疑いが強い（１６頁）ことが明らかである。

　このような，ご都合主義的な「覚せい剤の影響」供述は，次の，「乙山」前で血痕をつけた請求人に会い，Ｑのスプリンターを借りてメゾン丙川間で連れて行くことを決断するまでのごく短時間の出来事についてのＡ供述に端的に示されている。

（検察官）スカイラインがあるのに，どうしてＱの車を借りたんですか。

（Ａ）自分もそのときはシャブを打ってますで，もし，本当にあったことなら，そんなシンナーくさい車に，ましてや血だらけの男を乗せて走ってれば，もし警察にでも止められたら，一緒に連れてかれて，シャブを打ってるのがばれてしまうと思うし，やっぱり車は別々のほうがいいなと思って（Ｂ１，第一審昭和６２年１２月１日公判準備２６丁裏）。

（検察官）じゃあ，これからどうしようと，被告人をどうしてやろうというようなことは，何か考えるところがありましたか。

（Ａ）いや，別に，どうしようのこうしようとのいう，そういう考えは，あんまり真剣に考えませんでしたけれども，僕は，とにかく覚醒剤が体に入っている身ですから，確かに事件があったかないか，そんなものは分かりませんけれども（Ａ４），事実，血がいっぱい付いてるから，そんなもんと一緒に路上で話してて，もし警察官でも通ってなんか質問でもされたら，僕は覚醒剤入ってるもんやから，こんなもんやばいと，とりあえずどっかに連れていって，シャワーを浴びさせるなり，何らか処置せなあかんなとは思いました（Ｂ２，第二審第２回公判１１丁裏～１２丁）
さらなるご都合主義の一例として，上記のＢグループの各供述では，覚醒剤を打っていることが警察にばれることを恐れているはずのＡが，事件の翌日検問にあう恐れのある現場付近を車で通行していることを追及されたときのＡの次の回答も挙げられる。

（検察官）あなたも覚醒剤を使用していたということでしたよね。

（Ａ）はい。

（検察官）そうすると，検問にあったら危険だというようなことは考えなかったんですか。

（Ａ）ですから，今考えてみれば，確かにそう言われても分かるですけども，覚醒剤をやってる人間というのは，やっぱりちょっとピントがずれてるところがあるんですかね。そのときには，そういうのはあんまり考えなくて，だから，妙に寒がったり妙に堂々としたり，だから，そのときは，確かにやばいかもしれないけども，興味の方も多少走ったのもあるし，とにかく通るぐらいはなんともないやろうという頭がありましたんで（Ａ６，同２８丁）。

このように，Ａが，覚せい剤の影響についての供述を自分の供述の不合理を正当化するための場当たり的な言い訳として使っていることは明らかであり，「Ａの『覚せい剤の影響で前後不覚になった』という言及は，極めて言い訳としての性格が強く，記憶に基づいて事実をありのまま述べたものであるとは言い難い。」と松島鑑定が結論付ける（松島鑑定書１７頁）通り，供述心理学上，およそ体験供述とはみなし得ないものである。

７　確定判決の認定するストーリーの連鎖は否定されること

（１）本件ストーリーは出来事の連鎖であり，個々の出来事の否定がストーリーの崩壊につながること

　確定判決の認定するストーリーの特徴は，昭和６１年３月１９日から２０日に至る数多くの出来事の連鎖で構成されているところにある。したがって，本件ストーリーが完成しているといえるためには，これを構成するすべての出来事の存在が合理的疑問の余地なく肯定される必要がある。
　そこで，以下には，①殺人事件の当夜，請求人が乗用して，殺人事件現場，その他多くの場所に行き，本件関係者らに出会うことを可能にした交通手段とされる乗用車「スカイライン」，並びに，②請求人がＡと連絡を取り，ＢがＡに請求人を引継ぐとともに，Ａが請求人をＮ，Ｈ子，Ｇ，Ｊ子（Ｉ子）に引き合わせることを可能にした中継地点とされる「乙山」をめぐる出来事について，その存在が合理的な疑問の余地なく証明されているかを検討するが，その結論は，これらに関する多くの出来事について，本来あるべき客観的裏付証拠が欠如し，関係者らの供述相互間に矛盾対立があるなどの問題があって，その存在には合理的疑いがあるから，それら出来事を連鎖の構成要素とする本件ストーリーは完成していないというものである。

（２）乗用車「スカイライン」を，殺人事件当夜借用し，翌日返還した旨の事実について

ア　「スカイライン」の借用，返還に関する事実の重要性

　本件殺人事件の現場は，請求人の住居から離れているから，事件現場に行くための交通手段が不可欠である。特に，請求人が殺人事件現場から遠く隔たった多数の場所を移動し，多くの関係者らに出会うという本件ストーリーを前提とすれば，その間の交通手段は，確定判決の認定する一連の出来事をつなぐために不可欠な「たて糸」というべきである。捜査本部がタクシー会社への聞込み捜査を重視し（一審板垣証人１９回期日５丁），また「白い車に，請求人とＬが同乗して来た」旨のＡ供述を受けて白い車の捜査を実施し（同証人２０，２１丁），ＡにＫの本件「白色スカイライン」を示したのも（同証人２２丁），捜査本部がその重要性を自覚していたからに他ならない。

　ところで，Ｂ及びＡの供述によれば，本件殺人事件の当日である昭和６１年３月１９日午後９時頃，Ｂが友人Ｋから上記スカイラインを借用した後，Ｂ，請求人，Ａらが逐次同車を乗用して，本件殺人事件の現場付近をはじめ，多数の場所の間を移動し，２０日午後８時頃，Ａ，Ｇ及び請求人がＫ方付近路上に同車を返還したとされている（一審検１８６号証昭和６２年１月２４日付・同１８７号証２６日付，同１８８号証２月１０日付，１８９号証２月１１日付Ｂ員面調書，一審検２８２号証１月１４日付Ａ上申書）。

　すなわち，本件スカイラインの特徴は，第三者であるＫの所有車両であることにある。

　よって，本件殺人事件当日，上記スカイラインを借用し，翌日，これを返還した旨の事実は，本件ストーリーが合理的疑いの余地なく完成したといえるために，とりわけ重要であり，「スカイライン」の借用，返還の事実は，いずれか一方が欠けても確定判決の認定するストーリーは成立しない。

イ　「スカイライン借用供述」はあるべき裏付を欠くなど不合理であること

　まず，Ｂが本件殺人事件の夜にタクシーを利用してＫ宅に赴き，本件「スカイライン」を借用した旨の事実について検討する。
　上記事実を支える証拠はＢおよびＫの供述であるが，同供述について何より注目すべきは，当時人口２０万人前後のこぢんまりとした中小地方都市で，タクシーの台数も限られている福井市において，電話を受けて配車されたタクシーにせよ，流しのタクシーにせよ，その利用を裏付ける運転日報や運転手の供述等の資料が全く見付からないということはまずもってあり得ないということである。事実，本件とは直接関連性のない，殺人事件当夜，ＢがＡ´宅に行った際の丙原タクシーや，Ａが利用した丙山タクシーについては，これを裏付けるタクシー会社の資料が容易に発見，提出されている。

　また，本書面末尾添付の別紙「ｄ荘周辺の住宅地図」，並びに，上記丙原タクシーは近くの公園の公衆電話（上記住宅地図の「つくも公園」脇の公衆電話と思われる）で呼んでいる事実から明らかなように，Ｂの住居である「ｄ荘」は幹線道路から入り込んだ裏通り沿いで，そもそもタクシーが容易に通りかかる場所ではない。

　ところが，Ｂが「スカイライン」をＫ宅から借用する際にＫ宅まで利用したはずの「たまたま通りかかったタクシー」に限って，その裏づけが判明しないのはもちろん，Ｂの供述中において，車種や色，運転手の特徴すら全く特定していないというのは不可解極まりない。
　したがって，本件「スカイライン」の貸与に直結するＫ宅訪問の際のタクシーに限って，本来あるべき裏付が一切ない（一審第１９回証人板垣９６丁裏～９８丁）というのは著しく不合理であり，ＢおよびＫの「スカイライン借用供述」にはこの点でまず疑問がある（第５の３の（２）のア参照）。

　次に，「スカイライン」を借用した日付につき，Ｂは，取調べに対し，一貫して，Ｋをシンナー吸引に誘ったところ，「Ｋ自身がアンパンで捕まって裁判ざたになっている」（一審検１８６号証昭和６２年１月２４日付員面調書１１項），「アンパンで捕まり，裁判中だ」（一審検２８０号証同年２月１日付上申書４項），「シンナーの件で捕まり，今度裁判になるのだ」（一審検１９２号証同年３月２７日付検面調書３項）という理由でシンナー吸引を断られたために，Ｋから「スカイライン」を借用したのだと供述している（上記各調書に加えて一審検１９７号証，昭和６２年７月３日証人尋問調書４丁）。上記供述は，ＢがＫをシンナー吸引に誘ったにもかかわらず，Ｋがこれを断って，Ｂに上記「スカイライン」を貸与するに至った理由を述べた供述部分であり，本件「スカイライン」を借用し，使用することとなった，そもそもの切っ掛けとして，極めて重要である。ところが，証人Ｋの供述に加えて，新証拠である被告人Ｋの判決書謄本によれば，Ｋの上記裁判は，昭和６１年３月１４日に執行猶予付有罪判決の言渡で終了しているのであるから（一審第１０回公判証人Ｋ２丁裏，６丁裏，３２丁裏，判決書謄本＝新証拠），「アンパンで捕まり，裁判中」であることを理由にシンナー吸引を断り，「スカイライン」を貸したとするＢの上記供述を前提とすれば，仮にＢがＫから本件「スカイライン」を借り受けた事実があるとしても，それは遅くとも上記判決言渡日である同年３月１４日よりも前の時期でなければならず，本件殺人事件の起きた同年３月１９日の出来事ではないことになり，それだけで，本件殺人事件当夜に本件「スカイライン」を借用した旨の事実は破綻が明らかである。

　また，他方のＫは「スカイライン貸与日は当時の作業日報から日にちを特定した」と供述するものの，他方でＫは「作業日報によれば，３月１９日には３国のゴルフ場近くで鉄柱を立てる仕事等をしたことになっているが，Ｂに車を貸した日がその仕事の日だという記憶はない」と供述する有り様であるから（一審第１０回公判証人Ｋ１２丁裏），「作業日報から日付が特定できた」とするＫの上記供述は根本的に疑問がある。Ｋも，またシンナー事犯の前科を負い，取調べ当時も受刑中で，警察の意向に抗しがたい立場にあったことにも留意すべきである。

　以上のとおり，本件殺人事件当夜に，ＢがＫから本件「スカイライン」を借用した旨の事実には合理的な疑いがある。

ウ　「スカイライン返還供述」はＧ，Ｄ´が否定しており証拠上破綻していること

　他方，「スカイライン」の返還の事実を裏付ける証拠は，「翌２０日夜，メゾン丙川でＧを乗せ，Ａ実家，整骨院を経て，２０日午後８時頃，Ａ，Ｇ及び請求人がＫ方付近路上に返還した」，「上記車両を返還した後に，ＡとＧが付き添って請求人をＤ´宅付近に送り届けた」するＡの供述がその唯一のものである。

　しかし，Ａの上記供述内容については，請求人がこれを否定しているのはもちろん，Ｇも，「自分は行ってません。見ていないです」，「２０日の夕方にＡと請求人がメゾン丙川のＨ子宅にいるＧを訪ねてきたこともない」と供述して，Ａの供述する車両返還の事実はもちろん，上記車両を目撃したことすら明確に否定している（一審第９回公判証人Ｇ証人調書４５丁～４７丁。供述録音テープ＝一審弁１０５号証，反訳文９丁裏～１０丁，２７丁表～裏））。

　さらに，Ｄ´も，「３月２０日は，朝から敦賀市方面へ仕事に行き，仕事を終えて福井へ戻って丁原団地の手前の『ｈ』洋品のところで検問に会っており，その日は請求人とは会っていない」と明確に証言して（一審第２２回公判証人Ｄ´公判調書５２丁～５３丁），Ａの上記供述を否定している。

　このように，本件「スカイライン」を持主のＫに返還した旨のＡ供述は証拠上破綻していることが明らかであり，「スカイライン」返還の事実についても合理的疑いがある。

　確定判決は，Ａの前記「スカイライン返還供述」が信用できるか否かに関する判断を回避し，かつ，上記車両の返還に関する事実を事実認定の対象から除外しており（１０５丁），その原因は，確定判決の基礎となるべきＡの上記供述を，Ｇ，Ｄ´がこぞって否定していることにあるものと推測される。しかし，本件「スカイライン」が第三者であるＫの所有車両であり，同車が本件殺人事件に使用されるためには，その返還の事実が肯定されることが不可欠であることに照らせば，確定判決がいかにして上記車両を所有者に返還したのかという基本的な事実さえ認定できないことは，それ自体が判決として重大な欠陥を有することを意味している。

エ　「スカイライン」には犯行に使用された形跡がないこと

　加えて，本件スカイラインには犯行に使用された形跡がない。

　すなわち，旧証拠によっても，「スカイライン」の車内全体には，マッチ，タバコ，噛みさしのガム，ガムの銀紙，硬貨ラーメンくず，綿棒，ピーナツ，枯葉等，おびただしいゴミ屑が散乱し（一審検１８３号証，車内の検証調書），本件殺人事件よりも１年以上前の昭和６０年２月頃付着した後記血痕（（五）参照）が残留したままの状態であるなど長期間清掃された形跡がないにもかかわらず，本件スカイラインからは本件犯行を裏付けるに足りる血痕は一切発見されていない。そのうえ，新証拠である弁護人検証調書（二）は，Ｂ，Ａが供述するように請求人が手に血液を付着させてスカイラインに乗り込んだとすれば，「スカイライン」車内に血痕が付着しないことは考えられないことを示し，また，同じく新証拠である押田鑑定書は，事件当日に「スカイライン」に血痕が付着したとすれば，捜査段階で「スカイライン」から血痕が検出されないことは考えられないことを示している（第５の５の（３）のウ）。

　よって，本件「スカイライン」から本件犯行を裏付けるに足りる血痕が一切発見されていないことは，手に血を付着させた請求人が本件「スカイライン」に乗車した事実がないからであると解すべき合理的疑いがある。

オ　スカイラインは「０型血痕は被害者血痕」との誤った判断によって使用車両とされたこと

　しかも，本件「スカイライン」が捜査線上に上った端緒がそもそも極めて疑わしい。

　すなわち，捜査本部は，「Ｌが『白い車』に同乗して来た」というＡの供述に基づいて押収したＫの本件「白色スカイライン」をＡに示したところ，Ａは即座に「請求人が乗って来た車はこの車だ」と発言した。そこで血痕検査を実施したところ，本件車両のダッシュボード下のスピーカーカバーからたまたま０型血痕が発見されたため，捜査本部は，誤って，上記Ｏ型血痕は被害者の血痕であり，本件車両は「本件犯行時の使用車両」であると速断したというのが捜査経過の実態である（昭和６２年３月３０日付福井新聞「（０型血痕を指して）ダメ押しの客観的証拠が出た」，３１日付毎日新聞「執念の捜査実る。車に同型血痕つく」）。

　また，Ａの供述経過を見ると，同人は，一旦「Ｌ関与供述」をなした後，上記車両の所有者であるＫが「スカイラインはＢ以外の者には貸したことがない」と供述したために，「Ｌ関与供述」の虚偽性が明らかになり，捜査本部がＬを釈放したという捜査経過を後追いして，「Ｂ関与供述」を始めたのであるから，Ａの「Ｂ関与供述」も，辻褄合わせのための虚偽供述であると解すべきは当然である（第５の２の（１）のオ）。

　さらに，Ｂ，Ｋらの供述については，同人らに対する取調べは，「０型血痕が被害者の血痕である」という誤った上記判断を拠り所として推し進められ，その後，岸教授の詳細な鑑定によって，上記血痕は本件殺人と無関係であり，「車内から被害者の血痕が発見された」という前記判断は誤りであることが判明した昭和６２年５，６月頃の時点では，もはや上記「関係者」らの調書作成は終了していて（昭和６３年５月１７日付検察官の釈明書，一審板垣証人第１９回３２丁，第２０回３８丁裏～４０丁），後戻りのできない捜査状況に立ち至っていたというのが実情である。

　上記のように，本件スカイラインに関する捜査，取調べの端緒と捜査経過は極めて不可解なものであり，この一事に照らしても，上記関係者らの供述には合理的疑いがある。

カ　「スカイライン」を借用し，使用し，返還した旨の確定判決の認定は破綻していること

　以上のとおり，本件「スカイライン」をＫから事件当夜に借用し，請求人に乗用させ，翌日返還したとする確定判決を支える旧証拠は元来極めて脆弱であるうえ，上記新証拠によれば，手に血を着けた請求人が「スカイライン」に乗車した事実には合理的疑いがあり，また仮にＢがＫから本件「スカイライン」を借り受けた事実があるとしても，それは遅くとも上記判決言渡日である同年３月１４日よりも前の時期であって，本件殺人事件の起きた同年３月１９日の出来事ではないことになるのであるから，これら新旧証拠を総合考慮すれば，本件「スカイライン」を借用し，血を付けた請求人が乗用した後，返還したとする確定判決の認定事実は破綻していることが，いっそう明らかになったというべきである。

　そればかりか，本件殺人事件現場が請求人の住居から離れていること，また，確定判決の認定する一連の出来事が成立するためには多数の場所の間を移動する交通手段が確保されなければならないことに照らせば，本件ストーリーをつなぐ「たて糸」というべき「スカイライン」使用供述の上記破綻は，請求人が，本件殺人事件の当夜，丁原団地に向かい，その後，血を付けた姿で本件に関する多数の場所の間を移動したとする確定判決の認定事実全体の破綻を意味することも明らかである。

（３）喫茶店「乙山」をめぐる出来事について

ア　「乙山」をめぐる出来事の重要性

　確定判決の認定によれば，請求人は，本件殺人事件の後，Ｂとともに「エレガント甲野」に到着したところＡが不在であったため，暴力団戊田会のＧを介して，当時，喫茶店「乙山」で遊んでいたＡと電話連絡を取って助けを求め，北陸高校近くで，Ａに同行していたＮの出迎えを受けて「乙山」に到着してＡと出会うことができ，Ａは請求人を匿うべく，Ｎらとともに，「乙山」から，Ｈ子の住む「メゾン丙川」へ請求人らを連れて行ってＨ子に匿うよう頼み，その結果，請求人は，Ｎ，Ｈ子，さらにＧ，Ｊ子（Ｉ子）に出会ったこととされている（確定判決１０４丁，５０～５１丁）。

　喫茶店「乙山」は，本件殺人事件発生後に，請求人が同店にいたＡと連絡を取ることができ，それまで請求人に１人で同行してきたＢがＡに請求人を引継ぐ中継地点であるとともに，その後，Ａが請求人をＮや，Ｈ子，Ｇ，さらにＪ子（Ｉ子）に引き合わせることを可能にする中継地点とされる重要な場所であり，請求人が，Ａによって，多数の場所の間を移動させられ，多数の人物に引き合わされたという本件ストーリーの特徴に照らせば，この「乙山」をめぐる出来事如何は，確定判決の認定を左右すべき重要な位置を占めており，その存在について合理的な疑いが生じれば，「乙山」を一連の出来事の中継地点とする本件ストーリーは断ち切られ，成立しないことになる。

　ところで，捜査の最終段階におけるＡとＢの供述によれば，Ａは，請求人とＢがスカイラインでエレガント甲野前を立ち去るのを見送った後，Ｐの運転する「ブルーバード」にＮと同乗して「乙山」に行き，たまたま茶色の「スプリンター」で来店したＱ，Ｒと一緒にゲームをして遊んでいたところ，請求人から助けを求める電話が入ったことから，請求人を匿うことになったとされており（一審検２０９号証＝１月２９日付Ａ員面調書，同検２１１号証，６２年２月３日付Ａ員面調書４項，同検２８０号証＝２月１日付Ｂ上申書），確定判決の認定は，ＡとＢの上記供述を中心的支柱として成立していることが明らかである（確定判決１０４丁，５０～５１丁）。

イ　「乙山」をめぐる出来事は，当初無関係な日常的出来事と供述され，移監中止を契機に隠匿供述に変遷し，Ｌ関与供述の破綻によってＢ，Ｎを登場させたものであること

　そこで検討するに，まず，「乙山」に関するＡとＢの供述には，次のような重大な変遷経過が認められることを忘れてはならない（第５の２の（１）のエ～カ，第５の２の（２）のイの（イ））。

　Ａは，１１月２７日付員面調書（一審検甲２００号証）までは，①「午後９時頃訪ねてきたＲ，ＱとＱの茶色スプリンターで『乙山』へ行き，上記両名とともにゲーム等をしていた」，②「３月２０日午前２時頃，『乙山』から『エレガント甲野』に帰ったところ，しばらくしてＪ子が帰宅した。午前３時３０分頃Ｏから『乙川第２ハイツ』のｆ宅に覚醒剤を取りに行って欲しいとの電話を受けたので，午前４時頃丙山タクシーで『乙川第２ハイツ』へ寄って『戊田会』に行き，Ｇとキャデラックで『メゾン丙川』のＨ子宅に寄って午前５時頃『エレガント甲野』に戻り，Ｇは午前５時３０分頃『戊田会』に帰った」として，上記一連の行動は本件とは無関係な行動である旨供述していた。

　ところが，１２月６日付員面調書になると，「殺人事件当夜にも請求人がＬに伴われて『乙山』に訪ねて来たので匿った」旨，本件目撃供述の核心部分の供述へと大変遷を遂げ，さらに，Ｌ関与供述の破綻が明らかになった同６２年１月１４日付上申書以降，登場人物を「Ｌ」から「Ｂ」に変遷させ（前記第５の２の（１）のオ），それと同時に，出迎え要員としてＮを登場させるとともに，Ａ自身が「乙山」に出掛ける際の交通手段についても，Ｐ運転の「ブルーバード」にＡとＮが同乗して「乙山」に送らせたことに変遷し，その反面として，従来，当夜の「乙山」への同行者として一貫して語られてきたＱとＲについては，「たまたま『乙山』に居合わせたためにＡやＮと一緒にゲームをしていたので，Ａは『メゾン丙川』に行く際にＱの茶色スプリンターを借りた」と重大な変遷を遂げている（一審検２８２号証＝１月１４日付Ａ上申書，同検２０９号証＝１月２９日付員面調書，同検２１１号証，６２年２月３日付員面調書４項）。上記供述経過は実体験をした者の供述の変遷として合理的説明のできるものでは到底ないばかりか，Ａが，本件とは無関係なＡの実体験をベースにしてＬ関与の請求人隠匿供述をでっち上げ，さらに，Ｌ関与供述が破綻したため，辻褄合わせのためにＢとＮを登場させたものと考えられるのである。

　他方，Ｂは，Ａが「『乙山』へは請求人がひとりで来た。請求人はＢを同人宅に送った後，『乙山』にひとりで来た」（同検２８２号証＝１月１４日付上申書１２頁，２２頁）と供述していた時期には，「請求人に丁原団地から自宅に送らせて，そこで別れた」として，Ｂは「乙山」には行っておらず，Ａと連絡を取ろうとしたこともない旨供述したにもかかわらず（一審検１８７号証１月２６日付Ｂ員面調書），Ａが「Ｂも請求人に同行して『乙山』に来た」と供述を変遷させると（一審検２０９号証１月２９日付Ａ員面調書），それを後追いして，「俺（Ｂ）も『乙山』まで同行し，その途中で請求人がＡに連絡を取った」と供述を大変遷させており（同検２８０号証＝２月１日付Ｂ上申書）（第５の２の（２）のイの（イ）），かつ，その供述内容は，Ｌが取調べにおいて警察官から示された「戊田会事務所に電話を入れてＡ君に連絡を取ってもらい，乙山にいることが分かり，そこへ僕がＤ君を乗せて行って，それからメゾン丙川に行った」（一審第２３回公判証人Ｌ１０丁）という内容そのままである。加えて，Ｂは，午後１１時頃「エレガント甲野」前に戻った後，午前０時頃「乙山」のＡと電話連絡が取れるまでの約１時間もの間，「エレガント甲野」前に留まり，血だらけの姿の請求人が，「スカイライン」を４，５回乗降し，住宅街であるエレガント甲野と電車通り（旧８号線）の公衆電話との間を何度も往復して電話を架けていたと供述する（昭和６２年２月１１日付員面調書６～１４項＝同第１８９号証）が，あまりに人目に付く自殺行為に等しい行動であって信じがたいうえに，新証拠である弁護人検証調書（一）及び（三）（ＢとＡの行動の時間的関係についての検証）によれば，運転経路に関するＢの供述を前提として所要時間を計測すると，請求人及びＢは，Ａが「乙山」へ出かける前に「エレガント甲野」前に到着してＡと出会ってしまうという不合理をきたすことになる（第４の３の（３））。

　このように，新旧両証拠を総合すれば，「乙山」をめぐるＡとＢの供述経過は極めて不可解，不合理であり，それだけでも，「乙山」を舞台とする本件ストーリーの存在に重大な疑問を生じさせるものである。

　以下には，「乙山」をめぐるいくつかの具体的な出来事について検討する。

ウ　「スプリンター」で「乙山」に来店したＱ，Ｒと遊んでいた旨の事実について

　Ａは，請求人とＢがエレガント甲野前を立ち去った後，Ｐの運転する「ブルーバード」にＮと同乗して「乙山」に行き，たまたま茶色「スプリンター」で来店したＱおよびＲと一緒にゲームをして遊んでいたところ，請求人が助けを求めて来たため，Ｑから上記「スプリンター」を借りて，請求人乗用の「スカイライン」を「メゾン丙川」に先導したとされており（確定判決１０４丁，５０～５１丁），確定判決の上記認定は捜査の最終段階における上記Ａ供述（一審検２０９号証＝１月２９日付Ａ員面調書，同検２１１号証，６２年２月３日付同員面調書４項）を中心的支柱としている。

　そして，上記認定事実は，Ａ，Ｎと，Ｑ，Ｒが，殺人事件の当夜，「乙山」に同時に居あわせ，Ｑの茶色「スプリンター」が存在したことを前提として成り立っている。

　しかし，Ａは前記（二）のとおり，１１月２７日付員面調書（検甲２００）までは，「１９日午後９時頃『エレガント甲野』を訪ねてきたＲ，ＱとＱの茶色スプリンターで『乙山』へ行き，上記両名とともにゲーム等をして，２０日午前２時頃，『乙山』から『エレガント甲野』に帰った」として，この一連の行動は本件とは無関係な行動であり，かつ，Ｎはいなかったことを前提とした供述をしていたのであり，しかも行動内容に関する上記供述は，１２月６日付員面調書（一審検甲２０３号証）におけるＬ関与供述の登場後も基本的に維持していたのであるから，そのＡが，Ｌ関与供述の破綻が明らかになるや，突然，１月１４日付上申書（一審検甲１９８号証）において，ストーリーの中にＮを登場させて，「エレガント甲野」から「乙山」への同行者をＮに変遷させるとともに，従来「エレガント甲野」から「乙山」への同行者として語っていたＱとＲを，今度は，たまたま「乙山」来店していて「スプリンター」を貸してくれた遊び相手に変遷させるのはあまりに唐突であって合理性を見出しがたい。

　他方のＮは，捜査段階において，Ｑ，Ｒが「乙山」にいた旨の事実を全く供述していないばかりか，「Ｑとは本件殺人事件よりも後に知り合った」として，事件当夜は未だＱと知り合っていない旨を供述し（一審検２９０号証，６２年１月２８日付員面調書６項，一審検２８９号証６２年１月２８日付員面調書１０項，１１項），一審第一次証言及び控訴審公判においても，「Ｑ，Ｒ，その他の客の来店は記憶になく，ＡとＮだけがゲームをしていただけである」，「Ｑ，Ｒは来ていなかった」と供述しており（一審第８回公判調書５丁，控訴審第７回公判調書３７丁～３８丁），Ｎの供述が，Ａの前記最終供述と矛盾，対立することは明らかである。Ｎは一審の第二次証言において，「『乙山』でＱ，Ｒ，さらにＧやＳに会ったのは，Ｎが戊田工業を辞めてＡと一緒に住むようになった３月終り頃以降の時期である」（一審第３６回公判４０丁裏～４３丁裏）と供述しているが，上記第二次証言は第一次供述の疑問点を合理的に説明するものである。

　また，Ｂは，Ｑとは昭和５９年暮れ頃からの付合いで，アンパン仲間であるが（一審検甲１８６号証＝１月２４日付員面調書９丁），Ｑの「スプリンター」が「乙山」にあったとか，自分が「乙山」から「メゾン丙川」に移動するのに乗った車がＱの「スプリンター」であるという供述は一切していない。

　さらに，Ｒもまた，Ａの前記最終供述と矛盾する供述をしていることは板垣一課長も認めるところである（一審第２０回証人板垣２０，２１丁）。

　のみならず，Ｑ，Ｒ両名，さらにＳ，「乙山」のマスターら「乙山」従業員らの人物は，本件「関係者」らの供述を裏付けるべき重要証人であるにもかかわらず，検察官はＱ，Ｒら上記人物らを証拠調請求しないばかりか，同人らの供述内容すら一切明らかにしない。それはＲらの供述中に，確定判決の認定するストーリーと相容れない重要な事実が含まれているからとしか考えられず，Ａの１２月１日付員面調書の内容に照らせば，おそらくＱ，Ｒらの供述は，「本事件の夜，ＮとＡが『乙山』にいるところにＱとＲが来店して一緒にゲームをして遊んだ」とするＡの前記最終供述の核心部分を否定する内容であると推認される。

　以上によれば，「本事件の夜，ＮとＡが『乙山』にいるところにＱとＲが来店して一緒にゲームをして遊んだ」という事実はそもそも存在しないと解すべき合理的疑いがある（第５の２の（１）のカ）。

　そして，ＮとＱ，Ｒが「乙山」で一緒になった旨の事実が根拠を欠くことになれば，それだけで確定判決の認定するストーリーの崩壊を意味することになる。すなわち，ＮとＡが「乙山」に行ったときに，Ｑ，Ｒが来店していなければ，Ｑの茶色「スプリンター」は「乙山」に存在せず，ＡはＱから上記「スプリンター」を借りることができないことになるから，請求人らは「スプリンター」に先導されて「メゾン丙川」に移動することができず，また，ＡとＢは「スプリンター」で「メゾン丙川」から「乙山」に戻ることができず，さらには，ＡとＢは「乙山」からＱの運転する「スプリンター」でそれぞれの自宅に送ってもらうこともできないことになって，本件ストーリーは崩壊せざるを得ない。なお，Ｎは，Ａが「スプリンター」を運転したと供述するものの，同車の所有者，借用経過，Ｑらとの関連も説明できないありさまであるから（一審第８回公判調書５丁，控訴審第７回公判調書３７丁～３８丁），上記供述部分はにわかに信じがたい。

　また，仮に，Ｑ・Ｒらの供述において，Ｎ登場前のＡの供述と同様に，「乙山」への真実の同行者が，ＮとＰではなく，Ｑ，Ｒであると語られているとすれば，Ｎの関与は虚構であるという合理的疑いが生じるし，また，「乙山」でのＡの行動が，本件とは無関係の日常的な出来事として語られているとすれば，その点でも確定判決の認定するストーリーには合理的疑いが生じて崩壊を免れないことになる。

　なお，ＡとＮが，事件当夜，「スプリンター」で「乙山」に来店したＱ，Ｒと遊んでいた旨の事実は本件ストーリーの成否を決すべき重要な事実であるから，検察官は，当再審手続の中で，Ｒ，Ｑ，その他「乙山」関連の供述調書等の関係証拠をすべて開示すべきであり，請求人は，これが実現すれば，新証拠として提出する予定である。

エ　請求人がＧにＡを呼出してもらい，「乙山」の電話番号を聞いてＡに電話で助けを求めた旨の事実について
（ア）ポケットベルと電話によって請求人がＡに連絡を取った旨の事実の重要性

　確定判決によれば，請求人は，本件殺人事件を起こした後，「エレガント甲野」前から戊田会事務所のＧに電話をかけ，ポケットベルでＡを呼出して「乙山」の電話番号を聞いてもらい，再度Ｇに電話をして「乙山」の電話番号を教えられた上で，Ａに電話で助けを求めたこととされている（確定判決４５丁，１０４丁）。
　上記事実は，Ａ，Ｎ，Ｈ子，Ｇ，Ｊ子（Ｉ子）らが登場する次の場面への橋渡しという意味で，本件ストーリーが成立するために不可欠の事実であるとともに，証拠評価の面でも，Ａ，Ｂ，Ｇの供述が重なり合う初めての場面であるから，上記各供述の整合性，符合性を検討する上で重要である。

（イ）電話連絡に関するＡの供述には虚構と作為的な辻褄合わせを示す変遷が認められること

　電話連絡に関するＡの捜査段階の最終供述は，「本件殺人事件当夜，Ｇが暴力団戊田会事務所において，Ｂ又は請求人からの電話を受けて『乙山』にいるＡのデュアルコードポケットベル（ツーチャンネル）を呼び出して電話連絡を取った。その後請求人が運動公園の方から『乙山』のＡに電話を架けてきた」というものである（一審検第２１７号証３月２５日Ａ検面調書６項）。

　しかし，Ａの供述経過を追うと，虚構と作為的な辻褄合わせを示す不合理な変遷が認められる。

　第１に，Ａは，Ｌ関与供述において，「Ｇから，『今Ｌから電話があって居場所を教えて欲しいと言われた』と聞いた」と供述した後（一審検２０３号証＝１２月６日付員面調書），自筆上申書においてＢ関与供述に転じるとともに，「Ｇは，『Ａの後輩○○（Ｂの戸籍姓）と名乗る人物からの電話だった』と言っていた」と供述を変遷させて上記電話はＢからのものである旨供述している（一審検２８２号証＝６２年１月１４日付Ａ上申書）。ところが，Ｂは生来「Ｂ」姓であったうえ，Ｂ自身が「友達の間では，両親の離婚のために『○○』に姓が変わったことを知らない者も多く，今でもＢと呼ばれている」と供述していること，Ａ，Ｇら知人も「俺達仲間の間では『Ｂ』又は『Ｂちん』と呼んでいます」と供述しているように，同人はＡの仲間達の間では，もっぱら「Ｂ」，「Ｂ」，「Ｂちん」と呼ばれ，認識されていたことからすれば，ＧがＢのことを指して「Ａの後輩○○」などと呼ぶことは考えられない。「Ａの後輩○○」なる表現は，警察からＬ関与説が誤りであることを知らされたＡが，自らのＬ関与供述について，「○○（Ｂの戸籍姓）」と言われたために「Ｌ」と誤解したのだ，と弁解するための供述の変遷であることが明らかである。

　第２に，「Ａの後輩○○（Ｂの戸籍姓）と名乗る人物からの電話」だとするＡの上記供述に対し，Ｂは，Ｂ自身が戊田会事務所のＧに電話を入れたことを否定し，電話を架けたのは請求人自身である旨供述しており（一審検２８０号証昭和６２年２月１日付Ｂ上申書１５項，同１９２号証＝６２年３月２７日付Ｂ検面調書２１，２２項），警察取調べ段階におけるＢとＡの上記供述は矛盾，対立していた。すると，Ａは，Ｂの上記供述の後である昭和６２年３月２５日付検面調書において，何らの理由説明も抜きに，「ＧがＤと言ったのを○○と聞き間違えたかも知れない」と変遷させた（一審検第２１７号証昭和６２年３月２５日検面調書６項）。「Ａの後輩○○」とまで特定した具体的な供述を一旦しながら，検察官調べにおいてＢの供述との矛盾を指摘されると容易にこれに応じているのは，作為的な辻褄合わせ以外の何ものでもない。

　第３に，Ａは，ポケットベルについても，捜査段階においては，一貫して，「ＧはＡのデュアルコードポケットベル（ツーチャンネルのポケットベル）を呼び出して電話連絡を取った」と供述していた（一審検第２１７号証３月２５日Ａ検面調書６項）。しかし，実際には，「デユアルコード」は昭和６１年３月３１日からの契約であって，３月２０日には存在しないのであるから（一審検２３５号証「北陸通信サービス株式会社捜査照会回答書」），Ａの上記供述は明白な虚偽供述である。

　一審公判段階になると，検察官も上記誤りに気付き，Ａに，ポケットベルがデュアルコード（ツーチャンネル）であることを否定する証言をさせているが（一審昭和６２年１２月１日公判準備調書１２丁裏），これによって，Ａ供述の信用性が回復するものではなく，かえって，上記事実は，Ａは口から出まかせの供述をすること，および，捜査，訴追側がＡの虚言を覆い隠そうとする姿勢であることを露見させるだけである。

（ウ）Ｇ供述は第三者による別の日の電話を示唆し，Ａ，Ｂの供述と対立すること

　他方，Ｇの供述は，Ａ，Ｂの供述と矛盾，対立していて確定判決を裏付けるものではないばかりか，逆に，Ａとの電話連絡が本件とは関係のない別の出来事である可能性を示している。

　すなわち，第１に，Ｇは，請求人のみならず，Ｂとも知合いで，２，３年前にＱに紹介されてからＢと親しい関係にあるのであるから（一審第９回１１丁裏～１２丁），戊田会事務所に架かってきた電話の相手が請求人やＢであれば容易に分かるはずであるが，Ｇは，「電話が架かってきた日付はわからない。電話を架けてきた人物は誰か分からないが請求人ではない」と供述しており（一審第８回５丁，同第９回１５丁裏～１６丁），上記証言は電話を架けてきた人物が請求人やＢではないこと，また別の出来事である可能性を示している。

　第２に，確定判決の認定によれば，Ｇは，ポケットベルを受けて電話を架けてきたＡから「乙山」の電話番号を聞いて，請求人らに伝えたこととされている。この間にＧが関与した電話は，①請求人が戊田会事務所のＧに架けてＡの所在を問合せた電話，②ＧがＡのポケットベルを鳴らし，これを受けてＡが事務所に連絡し，Ｇに乙山の電話番号を教えた電話，③請求人が戊田会事務所に再度架けてＧから乙山の電話番号を聞いた電話の３回ということになる。

　しかし，Ｇは，第８回公判において，「（「②電話」において）Ａからその居場所の電話番号は聞かなかった。上記電話の後，Ａから『車がないか』との問い合わせの電話が入り，その後Ａ自身が事務所に来たのだ」と明確に証言しており（第８回６丁），同証言の内容はＧの体験事実が本件とは関係ないことを示している。

　他方，同第９回公判でも，Ｇは，（「②電話」において）Ａから電話番号は聞かなかったとする一方，その理由として，「（「②電話」において）その居場所を問い合わせてきた男の電話番号をＡに知らせた」（同第９回１６丁裏～１７丁）と証言を変遷させている。しかし，Ｂの供述によれば，請求人は当時「エレガント甲野」前付近の屋外にいたことになるのであるから，ＧがＡに対し，「問い合わせてきた男の電話番号を知らせ」ることはそもそもできるはずがない。この点でも，ＡおよびＢの供述とＧの供述との矛盾は明らかである。

　とりわけ，Ｇの供述は，「②電話」においてＡから乙山の電話番号は聞かなかったとする点で第８回，第９回公判を通して一貫しており，それは上記事実に関する記憶が打ち消しがたく明瞭であるからと考えられる。

　なお，Ｇは，第９回期日の上記証言を受けて，検察官から，「Ａから居場所の電話番号を聞きＡの居場所を聞いてきた男に教えたのではないか」と強引に誘導されて，ようやく「はいそうです」（同第９回８６丁）と証言するにとどまっており，同証言は不明確かつ不可解であって容易に信じ難く，かえって，Ｇが第９回公判の時点で，捜査，訴追側の影響下にあったことを示すだけである。

　以上のとおり，Ｇの供述は，Ａ，Ｂの供述と矛盾，対立していて確定判決を裏付けるものではないばかりか，逆に，「①電話」が請求人からの電話ではないこと，「②電話」においてＧはＡから同人の所在場所である「乙山」の電話番号を聞かなかったことの２点において，確定判決の認定を否定する内容である。そして，上記の２点が否定されることは，請求人が，「乙山」のＡに対する肝心の「③電話」を架けることができないことを意味し，請求人とＡとは連絡が取れないという重大な結果をもたらすことになる。

（エ）請求人らが「乙山」にいるＡに電話を架けた事実は虚構であること

　以上のとおり，請求人がＧにＡを呼出してもらい，「乙山」の電話番号を聞いてＡに電話で助けを求めた旨の事実を裏付けるＡ，並びに，Ｂの供述は上記のとおり信用性に重大な疑問があり，電話を受けたＧの供述は，Ａ，Ｂの供述と矛盾，対立していて確定判決を裏付けるものではないばかりか，逆に，「①電話」を架けてきたのは，請求人ではない，「②電話」においてＧはＡから同人の所在場所である「乙山」の電話番号を聞かなかったとしていることに照らせば，Ｇが電話を受けてＡに取り次いだことが仮にあったとしても，それは本件とは別の出来事であると考えるべき余地があるから，請求人が「③電話」で「乙山」にいるＡに連絡を取ったとする確定判決の認定には合理的な疑問があることになる。

　そして，請求人が，殺人事件当夜，「③電話」で「乙山」にいるＡと連絡を取った事実がなければ，その結果，請求人は，「乙山」にいるＡの元に行くことが出来ないことになり，さらに「乙山」以降の出来事が起きることもないという不合理を来たし，この点でも，確定判決の認定する請求人らの行動の連鎖は絶ち切られることになる。
（オ）確定判決は相矛盾するＢとＡの供述をあえて接木するものであること

　ところで，確定判決は，一方で，「Ｇに電話した人物が請求人であり，電話を架けた場所がエレガント甲野付近である」旨の事実については，「請求人がエレガント甲野近くで，あちこちに電話を架けた後にＡと連絡が取れたとして北陸高校に向かうよう指示した」とするＢの供述に依拠し，「Ｂ（Ｂ）が運動公園付近からＧに電話した」とするＡの供述の信用性を否定しながら，他方で，電話の内容については，「Ｇからの呼出に対して乙山の電話番号を教えたところ請求人から助けを求める電話が架かったので，Ｎを迎えにやるから北陸高校前まで来るよう指示した」とするＡ供述の信用性を肯定している。

　しかし，ＢとＡの供述は，上記のとおり矛盾，対立することに加えて，これまで指摘した多くの重大な疑問があるのであるから，それらを検討することなく，ＢとＡの供述間に存する矛盾，対立点をあえて整合的に解釈しようとする確定判決は，ここでも根本的な欠陥を露呈していると言える。

オ　Ｎが「乙山」近くで請求人とＢを出迎えた旨の事実について

　次に，確定判決によれば，Ａは，「乙山」の場所を知らない請求人とＢに対してＮを迎えにやる際に，請求人とＮの両名に「出迎え場所」を指示したとされている（確定判決１０４丁）。

　仮にそれが真実であるとすれば，上記出迎えは，ＢやＮが，初めて顔を会わせる印象深い場所であるはずであり，かつ，上記供述部分はＡ，Ｂ，Ｎの三者の供述が重なり合う初めての機会であって，上記各供述の整合性，符合性を検討する上で重要な場面である。

（ア）Ａ，Ｎ，Ｂの供述は矛盾，対立していること

　この出迎え場所ないし出迎え方法につき，Ａは，「Ｌ関与」供述においては，「Ｌに対して，その知人であるｇ子の自宅を中心に『乙山』の場所を教えた」と供述していたにもかかわらず（一審検２０３号証＝１２月６日付員面調書），「Ｂ関与」供述に変遷すると，警察段階の調書や直筆の上申書では，一貫して，「請求人が乙山の場所が分からないというので北陸高校前まで来るように指示しています」，「『Ｎには，乙山の店を出ると近くに北陸高校があるでその辺で待って乙山まで連れて来い』と指示した」と供述し，場所をさらに限定して「北陸高校正門前で出迎えるように指示してＡ自身が上記正門近くのパン屋近くまでＮを送って行った」と供述している（一審検２０９号証＝６２年１月２９日付員面調書４項，同検２８２号証＝６２年１月１４日付上申書１１頁）。

　これに対し，Ｎは，当初，「店を出て道路に立った所で，Ａは左の方つまり高い煙突のある工場の方を指して『（「乙山」から西方約１００メートルに当る）次の交差点の角付近で待ってくれや，そこにおれば友達がくる』と言ったので，１人で歩いてその交差点へ行った。その交差点の角の少し凹んだ暗い所で立ってＡの友達を待っていた」と供述していた（同検２９０号証＝６２年１月２８日付員面調書６，７項）。

　しかし，本書面末尾添付の別紙「北陸高校周辺の住宅地図」のとおり，Ｎの供述する「工場付近の交差点」は「乙山」から西へ約１００メートルのところにある工場と人家に囲まれた交差点であり，夜間にその場所から「北陸高校」が見えないことも明らかであって，上記交差点の場所が「北陸高校前」，まして「北陸高校正門前」と誤解して供述されることはありえない。また，「北陸高校正門前」と「高い煙突の工場のある交差点角」が全く別の場所であることは明白であるから，請求人らが「北陸高校正門前」で待ち，Ｎが「高い煙突の工場のある交差点角」で待っていたのでは，両者は出会うことができない。警察の取調べ段階におけるＡとＮの両供述の矛盾対立は決定的なものがある。

　しかも，残るＢは，「請求人から『北陸高校まで行ってや』と言われて同校正門前まで行って停車し，見回したが誰もいなかったので，請求人に『どこで待っているんや』と聞いたところ，『そこを左に曲がるとＮという男が立っている』と言われた」と供述するが（同検１８９号証＝６２年２月１１日付員面調書１４，１５項），請求人がそのような不可解な指示をＢにするはずがない。けだし，Ｂの「請求人から『北陸高校まで行ってや』と言われて同校正門前まで行った」という供述部分は，「請求人に対して『北陸高校正門前まで来い』と指示した」とするＡの前記供述に一致するが，請求人がそのような指示を受けたとすれば，その反面，「北陸高校正門前まで行って停車し，見回したが誰もいなかった」という事態のもとで，Ｂが「どこで待っているんや」と聞いたのに対し，請求人が「そこを左に曲がるとＮという男が立っている」等と言えるはずがないからである。Ｂの上記供述は論理的に成り立ちえず，不合理である。

　以上のとおり，Ａ，Ｎ，Ｂの三者の供述は矛盾，対立している。

（イ）Ａ，Ｎ，Ｂの三者の供述経過には作為的な辻褄合わせが歴然としていること

　のみならず，Ａ，Ｎ，Ｂの三者の供述経過には作為的な辻褄合わせを示す不合理な変遷が認められる。

　第１に，待合わせ場所に関する上記Ｂ供述は，Ａの前記供述が昭和６２年１月１４日付，１月２９日付であり，Ｎの前記供述が１月２８日付であるのに対し，Ｂの上記供述が２月１１日付であることに鑑みれば，上記Ｂ供述は，先行し，かつ相矛盾するＡ，Ｎの両供述を作為的に辻褄合せしようとしたものであると考えられる。

　第２に，Ｎは，捜査段階の「乙山から見える高い煙突のある交差点の角で待てと指示された」との前記供述から，一審公判段階になると，「表出て突き当りの方を左に曲がって神社があるのでそこで待っててくれと言われた。神社のところで待っていた」（一審第７回公判証人Ｎ１０丁裏）と供述を変遷させているが，この「高い煙突のある交差点の角」と「稲荷神社」とは発言内容として全く異なる表現であるばかりか，場所的にも異なっているうえ，Ａが付近一帯の地理に通じていないＮに分かりづらい「稲荷神社」をことさら指示するとは考えがたく，これもＢ供述との間の辻褄合わせが歴然としている。

　第３に，Ａは，昭和６２年３月２５日付の検面調書になると，合理的理由も挙げないまま，「北陸高校と言ったか稲荷神社と言ったかはっきりしない」と供述を変遷させているが，「北陸高校」と「稲荷神社」は全く別の場所であり，両者を誤解して供述したとは考え難いから，これも待ち合せ場所に関するＢ供述との間の上記食違いを知らされ，作為的に供述を変遷させたものと考えられる。

　第４に，Ｂも，Ｎの呼称について，当初は，「Ｄから『男が待ってるで』と聞いた後，男と出会って車に乗せた」と供述していたにもかかわらず（一審検２８０号証昭和６２年２月１日付Ｂ上申書１６項），Ｎが「Ｂから『お前がＮか』と尋ねられた」（同検２９０号証昭和６２年１月２８日付Ｎ員面調書８丁裏）と供述した１０日後には，何の理由も示すことなく，「Ｄから『そこを曲がるとＮという男が立っているで』と聞いたので，Ｂは，その出会った男に，『お前がＮと言うんか』と聞いた」（同検１８９号証昭和６２年２月１１日付Ｂ員面調書１６項）として，その「男」が「Ｎ」であることを知っていた旨供述を変遷させており，Ｎ供述との作為的な辻褄合わせが明らかである。

（ウ）Ｎの「出迎え担当供述」は破綻していること

　Ｎは，確定判決の認定する本件ストーリーの中で，スカイラインに乗ったＢと請求人を出迎える役割を担った人物とされている。そのため，捜査段階におけるＮの調書でも，①Ａによる出迎え場所の指示説明，②スカイラインの特定，③Ｂの人物特定，④請求人の人物特定という４点に，特に意を払って取調べが行われたことが窺われ，上記４点はＮの供述の核心部分であるということができる。

　しかし，Ｎが殺人事件当夜「乙山」に来ていた事実自体に疑問があることは３の（三）に前述したところであるうえ，上記①のＡによる出迎え場所の指示説明供述が破綻していることは上記（１）（２）のとおりであり，これに加えて，②，③，④の各供述も以下のとおり不合理点を含むものである。

ａ　スカイラインの特定供述について

　本件スカイラインは，Ｎにとって，事件当夜，初めて目撃し，運転する車両であるということになるから，Ｎが，真実，これを事件当夜に目撃し，運転したとすれば，事件当夜時点における上記車両の特徴を正確に言い当てることができるはずであるし，まして，ことさら虚偽を述べる必要はない。

　この点について，Ｎは，本件スカイラインに装着されたカーコンポが「パイオニアセントレード」であり，イジェクトボタンを１回押すとゆっくりと自動的にふたが開き，もう１回押すとテープがゆっくりと自動的に出てくること，Ｕ字形の明かりがぐるぐる回ること，僕がスカイラインに乗った時コンポは回った状態だったことという，もっともらしい特徴を根拠に，「事件発生当時Ａから運転してくれと頼まれて，友達が乗って来て，俺が運転した車に間違いありません」と断言した（一審検２９０号証昭和６２年１月２８日付員面調書１１項）。

　ところが，その後の裏付捜査によって，殺人事件発生当時，同車に上記カーコンポが装着されていなかった事実が判明するや，Ｎは，「前の供述は勘違いだった」，「スカイラインに乗った時…古い感じのカーコンポが取付けてあった」と供述を容易に覆している（一審検２９２号証，同年３月４日付員面調書）。

　そのうえ，一審公判では，「（カーステレオがどんなものだったかは）ちょっと覚えていません」（一審第８回公判調書４６丁）と証言して，真実は，スカイラインのカーステレオの特徴を供述することがそもそもできないにもかかわらず，捜査段階で，２度も捜査側に迎合する虚偽供述をなしたことを露呈している。

　以上のとおり，Ｎの「スカイライン使用供述」は警察に対する迎合の所産であることが明らかであり，Ｎは，控訴審公判において，「警察に置いてあったスカイラインが，お前が無免許で運転していた車だと言われたから，警察の言う通りそうだったと認めた」として，取調べ警察官による誘導の事実を認めている（控訴審第７回公判調書３６丁）。

　そもそも，Ｎが殺人事件当夜に，真実，本件スカイラインを目撃し，運転したのであれば，Ｎは車の特定についても記憶のままに供述すれば足りるのであるから，このように明らかに真実に反する虚偽供述を２度にわたってするはずがないし，またその必要もない。その意味で，カーコンポに関するＮの上記虚偽供述は，Ｎが，事件当夜，本件スカイラインを目撃し，運転したという事実そのものに根本的な疑問があることを示すものである。

ｂ　Ｂの人物特定供述について

　ＮはＢとの面識がなかったのであるから（一審検２８９号証６２年１月２８日Ｎ員面調書７項），そのＮが如何なる根拠に基づいてＢを特定できたのかは重要な事実である。

　この点につき，Ｎは，捜査段階で，「警察官から示された昭和６１年４月２７日付『日刊福井』新聞１５面に出た傷害事件の記事の写真を見て本事件当夜に『スカイライン』を運転していた男だと思った」，「他の取調室で取調べを受けているＢと引き合わされたが間違いない」と供述した（上記１月２８日Ｎ員面調書７項）。

　ところが，一審公判では，「Ｂを特定できた経過，理由は忘れた」と証言して説明不能を露呈し（一審第８回公判３２丁），検察官から「新聞記事中の同人の小さな写真を見て名前が分かったのでしたね？」との，助け船の誘導尋問に導かれてようやく「はい」と供述したものの（同５４丁～５５丁），上記員面調書添付の新聞記事の人物写真は小さいうえに，Ｎが他人の傷害事件の記事や写真を見るとはにわかに信じ難く，まして，「その写真を見て，事件当夜に『スカイライン』を運転していた男だと思った」というのは如何にも作為的であって到底信用できるものではないことから，裁判長が上記疑問点を指摘して説明を求めたのに対し，Ｎは再び返答不能に陥り，「覚えていません」と証言して，結局，説明不能を露呈している（同６１～６２丁）。

　よって，Ｎが当夜Ｂに出会った旨の供述にも合理的疑いがある。

ｃ　請求人の人物特定供述について

　さらに，Ｎが事件当夜に請求人と出会った旨の供述についても疑問がある。

　すなわち，Ｎは，捜査段階では，請求人であることに気づいた時点を，①「メゾン丙川」に到着して車から請求人が降りた時であると供述していた（６２年１月２９日員面調書＝一審検２９１号証，同３月２４日検面調書＝一審検２９５号証）が，一審第７回公判では，②「喫茶店くらいだと思います。ちょっとはっきり思い出せません」（一審第７回公判調書１６丁）とか，③「メゾン丙川のＨ子の部屋に入ってからかどうかも分からない」と，大きく動揺させ，曖昧な証言態度に終始し，さらに控訴審では，④「稲荷神社から乙山に行くまでに，スカイラインの助手席に乗っている男が請求人であると気づいた」（控訴審第６回公判調書１２丁裏～１３丁，第７回公判調書３３丁裏～３４丁裏）と供述を変遷させている。

　このように，請求人であることに気づいた時点如何に関するＮの説明は，供述の機会を与えられる都度変遷していて定まらない有り様であって，到底，信用に値するものではない。

ｄ　Ｎの「出迎え担当供述」は破綻していること

　以上のとおり，Ｎの，使用車両の特定，Ｂの人物特定，並びに，請求人の人物特定に関する供述も，また，上記のとおり破綻していることが明らかである。

（エ）出迎えの事実は虚構の産物であること

　以上のとおり，「乙山」からの出迎えは，Ａ，Ｎ，Ｂの三者の供述が重なり合う初めての機会であるにもかかわらず，上記三者の供述は，相互間の矛盾対立と，それを解消するための作為的な辻褄合わせが顕著であり，Ｎの「出迎え担当供述」も破綻していることが明らかであって，それは上記出迎えの事実が虚構の産物であることを示している。

カ　Ｂが「乙山」前でＡと出会った旨の事実について

　請求人はＮの案内によりＢ運転の車で「乙山」に到着したこととされており（確定判決１０４丁），これはＢとＡが本件殺人事件の発生後にはじめて直接出会う重要な場面であるとともに，上記両名自身の言動に関する同人らの供述が重なり合う場面である。

　しかし，「乙山」に到着した際の出来事に関する本件関係者の供述にも不合理，不可解な対立がある。

（ア）Ａ供述は乙山への請求人の同行者につき変遷し，Ｂ供述はＡ供述の後追いしていること

　まず，Ａは，「Ｌ関与供述」から「Ｂ関与供述」に変遷した後も，一旦は，「『乙山』へは請求人がひとりで来た。請求人はＢを同人宅に送った後，『乙山』にひとりで来た」（同検２８２号証＝１月１４日付上申書１２頁，２２頁）と供述していた。そして，その時期には，Ｂも「請求人はＢを自宅に送ってそこで別れた。『スカイライン』は請求人に貸した」と供述していた（一審検１８７号証１月２６日付Ｂ員面調書）。ところが，Ａが，１月２９日付員面調書において，「『乙山』へは，Ｂが請求人と一緒に来た」（同検２０９号証＝１月２９日付Ａ員面調書）と供述を変遷させると，これに呼応して，Ｂも，「Ｂは『乙山』まで同行した」と供述を変遷させている（同検２８０号証＝２月１日付Ｂ上申書）。ＢはＡ供述による誘導のままに供述を変遷させていることが歴然としている（第５の２の（２）のイの（イ））。

（イ）Ａ，Ｂ供述は乙山到着後の行動につき抜き差しならない対立，矛盾を露呈すること

　しかも，Ｂが「乙山」に同行したこととなった途端，その場面の出来事に関する両者の供述は矛盾対立を露呈する。

　すなわち，Ａは，「Ａが『乙山』の外に出ると，Ｂは『乙山』到着後，『スカイライン』を降りて『乙山』玄関口まで歩いて来て『Ｑがいるのか』旨尋ねた。Ａが請求人から事情を聞いた後，同人を『メゾン丙川』に隠そうと思い，『スプリンター』の所に行くと，Ｂが同車の中でシンナーを吸っていたので，『シンナー吸っているんやったらあっち行けや』と言うと，Ｂは請求人の乗っている『スカイライン』の後部座席に乗り込んだ」旨供述している（一審検２０９号証１月２９日員面調書５～６丁，同２１１号証２月３日員面調書８～１１丁，同２１７号証３月２５日検面調書９～１２丁）。

　これに対し，Ｂは，「Ｂが三叉路の角に『スカイライン』を止めて運転席で待っていたところ，Ｎは一旦降車した後，しばらくして戻って来て『運転代わるわ』と言ったので，Ｂは運転席から後部座席に移り，Ｎが運転して『メゾン丙川』に向かった」（一審検２８０号証２月１日自筆上申書１４丁＝１６項）と供述した。即ち，Ｂの上記供述によれば，Ｂは，Ｎに運転を代わるまでの間，終始「スカイライン」の車内に留まっていたことになり，「スカイライン」を降車したことも，「乙山」玄関口まで歩いて行ったことも，Ｑの「スプリンター」に乗り込んでシンナーを吸ったこともなく，Ｑがいることも一切知らないことになり，同所が「乙山」であることすら供述できない始末であり，さらにＡと顔を合わせたこともなく，Ａが「スカイライン」に乗り込んで請求人から事情を聴いた事実もないことになるのであって，ＡとＢの供述の矛盾，対立は明らかである。

　特に，同所が「乙山」であることすら供述できず，その他上記場面の状況を何ら具体的に語ることができないことに照らせば，Ｂは，実際には，事件当夜，「乙山」に行った事実がないことが疑われる。

（ウ）ＢはＡ供述を受けて辻褄合わせをするが，取り繕いようがないこと

　次に，Ｂは，「Ａは『スカイライン』に乗り込んで請求人から事情を聞いた」というＡ供述を受けて，その後の取調べにおいて，その場に到着後は一貫して車内に留まっていた旨の供述部分は維持しつつ，「Ｎは一旦降車する際，『Ａを呼んでくる』と言い，その後，Ａが後部座席に乗り込んできて請求人と話していた」（同１８９号証２月１１日員面調書１７～１８丁＝１７項）と供述を変遷させている。

　しかし，上記変遷には合理的な理由がなく，Ａ供述との作為的な辻褄合わせであることが明らかであるうえに，Ａの供述の趣旨は，Ｂはその時点で「スカイライン」の車中にはいなかったというものであるから，両供述間の上記矛盾はＡ供述に基づく誘導によっても取り繕いようがないことが明らかである。

　以上のとおり，請求人とＢが「乙山」に行った旨の事実を支える「関係者」の供述は変遷が著しい上に，相互矛盾が著しく，かつ誘導による作為的な辻褄合せが歴然としている。
キ　Ｂが「乙山」から帰宅した旨の事実について

　さらに，Ｂが「メゾン丙川」から「乙山」に戻った後，如何なる交通手段を用いて自宅に帰ったのかは，Ｂが当夜，本件に関わったのか否かを判断する上で重要であり，かつ，本来，容易に確定できるはずの事実である。

　しかし，ＡはＱから借りた茶色「スプリンター」に同乗させて「乙山」に戻り，Ｑに運転を替わって，まずＡが自宅に送ってもらい，Ｂも続いて送ってもらったと供述するのに対し（一審検２１１号証２月３日付員面調書１２項），他方のＢ自身は「シンナーでラリッて記憶が一切ない」と不可解，不合理な供述をなしており（一審検１８９号証２月１１日付員面調書１７項），上記弁解内容は，Ｌが警察官から教えられたストーリーそのものである（第５の２の（２）のア）。

　しかも，茶色「スプリンター」の所有者であるＱやＲの供述内容はここでも闇に隠されたままの状態にあり，上記両名の未提出の調書等には，Ａらの供述と根本的に相容れない事実が含まれているものと推測される。

　確定判決は，この点に関する事実認定も避けており，ここでも重大な欠陥を露呈している。

ク　喫茶店「乙山」をめぐる出来事に関する確定判決は破綻していること

　以上のとおり，「乙山」をめぐる確定判決の認定事実を支える旧証拠は元来極めて脆弱であるうえ，新旧証拠を総合すれば，本件「関係者」の供述には，その１つが存するだけでも供述の信用性に重大な疑いを生じる要素があまりにも多く存在することに照らせば，「乙山」に関する確定判決の認定事実は破綻しているというべきである。

　そればかりか，「乙山」は，本件殺人事件発生後に，請求人が同店にいたＡと連絡を取り，ＢがＡに請求人を引継ぐ中継地点であり，かつ，その後，Ａが請求人をＮや，Ｈ子，Ｇ，さらにＪ子（Ｉ子）に引き合わせることを可能にする中継地点とされる重要な場所である。したがって，本件ストーリーが，請求人が，Ａによって，多数の場所の間を移動させられ，多数の人物に引き合わされたという特徴を持つことに照らせば，この「乙山」をめぐる認定事実の破綻は，同所を一連の出来事の中継地点とする本件ストーリー全体の破綻を意味するものである。

８　請求人の犯行告白についてのＣらの供述も確定判決の事実認定の支柱たり得ないこと

　確定判決は，事件後，請求人の犯人性を示す言動を見聞きしたとのＣ，Ｇ，Ｙらの供述をも事実認定の根拠としている。

　しかしながら，まず，Ｃ証言については，上記証言によって描き出される請求人像と，逮捕後一貫して否認を貫く請求人の実際の姿とが全く一致しないこと，Ｃが請求人の各言動を聞いた後である昭和６１年１１月１８日頃，Ａが，面会に来たＣらに初めて請求人犯行説を打明けたとき，Ｃは，請求人の言動からして請求人が犯人と思われるといった発言は何らしておらず，結局，Ｃ自身も請求人から犯行を示唆した発言を聞いたとの認識は持っていなかったこと，に鑑みれば，Ｃ証言をもって請求人の犯人性を示す証拠と評価することは到底できない。

　そして，Ｇ証言について言えば，Ｇ自身が，自分がやったとの請求人の発言が「冗談っぽく」なされたと述べ，「自分は冗談だとしか取らなかった」と述べているように，請求人の発言は酒の上での日常的な冗談と解される。また，Ｙに対する「やったかやらんか，そんなもんシンナーやっていたんやで分かるわけない。」との発言については，請求人は，シンナーの後遺症およびそれに対する治療の影響から本件事件前後の時期の記憶が薄れているのであるから，そのような者の発言として，上記発言は何ら不審なものではない。

　よって，上記いずれの証言も，請求人の犯人性認定の根拠とすることは困難である。

第６　結論

　以上により，新証拠と旧証拠を総合判断すれば，確定判決の事実認定に合理的な疑問が生じることは明らかであるから，速やかに再審が開始されるべきである。
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３　事件当夜から翌朝にかけて請求人と行動を共にし，着衣等に血を付着させた請求人を見た，とのＢ，Ａ及びＮらの供述と，客観的事実との矛盾を明らかにする新証拠

28

（１）弁護人検証調書（二）（血痕の視認状況及びスカイライン車内への付着状況についての検証）

29

（２）押田茂實鑑定書（スカイラインダッシュボードの血痕付着の法医学鑑定）

29

（３）弁護人検証調書（一）及び（三）（ＢとＡの行動の時間的関係についての検証）

30

（４）Ｋに対する判決書謄本（福井地裁昭和６１年（わ）第２０号昭和６１年３月１４日判決）

31

４　Ｂ，Ａ及びＮの供述の信用性を全般的に減殺する新証拠

31

（１）Ｂ供述について―原聡鑑定書（Ｂ供述の供述心理学鑑定）

32

（２）　Ａ供述について

32

ア　松島恵介鑑定

33

イ　ａ供述

33

ウ　ｂ証人調書

33

（３）　Ｎ供述について

33

ア　略式命令

34

イ　ｃ供述

34

第５　新旧証拠の総合評価

34

１　確定判決の認定事実と請求人が一貫して無実を訴えていることは大きく矛盾する

34

（１）確定判決の認定した請求人像

34

（２）請求人に対して厳しい取調べ，利益誘導がなされたこと

35

（３）厳しい取調べ，誘導にもかかわらず，請求人は否認を貫き，確定判決の認定に沿うような行動証拠も逮捕後全く見られないこと

36

２　Ｂ・Ａ供述の生成過程は確定判決の認定事実が砂上の楼閣であることを意味している

36

（１）Ａ供述の生成過程

36

ア　「目撃供述」開始前後に，「減刑のために」知人に情報提供を依頼

37

イ　Ａの初期供述は殺人事件翌日の行動に限定され捜査本部も相手にしなかったこと

38

ウ　移監中止目的による積極的供述

38

エ　殺人事件当夜の行動に関する供述の大変遷

39

オ　「白い車」から「白色スカイライン」への変遷と「Ｌ」から「Ｂ」への変遷

40

カ　Ｑ・Ｒの行動に関する供述の変遷とＮの登場，Ｑ・Ｒ供述の不開示

41

キ　血痕着衣の処分に関する供述の変遷

42

ク　血痕付着状況に関する供述の変遷

42

ケ　Ａ供述とは「大筋」さえ一致しなかった多数の「関係者」供述の存在

43

コ　一審判決のＡ供述評価の正当性

43

（２）Ｂ供述の生成過程

43

ア　Ｌ証言により明らかになった誘導の存在

44

イ　誘導の存在を示すその他の特徴

44

（ア）最初の供述調書作成以前の現場見分

44

（イ）Ａ供述を後追いした変遷

44

（ウ）わずか６日間で重要な事実についての供述を変遷させていること

44

ａ　短期間での不自然な変遷

45

ｂ　変遷の理由は捜査官の誘導である疑いが強いこと

47

（エ）自筆上申書は取調べ警察官作成の員面調書の構成，文体，用語に瓜二つであること

47

（オ）確定判決が高く評価するＢ供述の「一貫性」なるものは，何ら信用性の担保とはなり得ないこと

47

（３）まとめ

48

３　確定判決の認定事実の依拠する目撃供述は当然あるべき客観的裏付けを全く欠いている

48

（１）血痕着衣，血痕反応の不存在は関係者の「血痕目撃」供述の虚偽を明らかにしている

48

（２）Ｂ供述にも客観的裏づけがあるとは到底言えない

48

ア　「目撃供述」の核心部分の客観的裏付けの不存在

49

イ　丙原タクシー利用の裏付けはかえってＢ供述を弾劾している

49

ウ　Ｃ´供述はＢ供述を裏付けないこと

49

（ア）目撃，記憶状況に疑問があること

50

（イ）１年近く経過した後の供述であり警察に迎合してなされた疑いがあること

50

４　犯行現場や被害者の死体の法医学的検討結果は確定判決の認定事実と大きく矛盾する

50

（１）シンナー吸引後いさかいのあまり激昂し，心神耗弱状態で行った短絡的犯行とは到底言えない

51

ア　確定判決における検討の欠落

51

イ　確定判決の認定事実と旧証拠との矛盾―犯行現場には犯人と犯行を結び付ける物的証拠が皆無であること

51

ウ　新証拠が示す複雑な犯行経過との矛盾

53

（２）確定判決の説明できない第３の刃器の存在

53

ア　押田意見書による凶器の鑑定

54

イ　内藤鑑定書による凶器の鑑定

54

ウ　確定判決事実認定の矛盾

54

（３）犯人が大量の返り血を浴びたとする確定判決の認定事実は誤りである

55

５　Ｂ・Ａら関係者の供述は法医学的検討結果と大きく矛盾する

56

（１）請求人から，激昂しわけが分からない状態で殺した旨の犯行告白を受けたとする矛盾

56

（２）第３の刃器についての供述の欠落

57

（３）請求人が大量の血を浴びていたとする矛盾

57

ア　関係者による血痕目撃供述の著しい不一致・変遷

57

イ　血痕が存在するはずがないこと

57

ウ　仮に請求人が大量の血を浴びていれば，スカイラインから血痕が検出されないことはありえないこと

57

（ア）車内から血痕反応が出ないことを乾燥や清掃では説明できないことを示す新証拠

58

（イ）Ｂ及びＡの供述によれば請求人の手に血液が付着しなかったとの仮定は成り立ち得ないこと

59

（ウ）まとめ

59

６　確定判決の依拠するＢ・Ａ供述は供述心理学的検討結果から見て不自然不合理であること

59

（１）Ｂ供述について

59

（２）Ａ供述について

61

７　確定判決の認定するストーリーの連鎖は否定されること

61

（１）本件ストーリーは出来事の連鎖であり，個々の出来事の否定がストーリーの崩壊につながること

61

（２）乗用車「スカイライン」を，殺人事件当夜借用し，翌日返還した旨の事実について

61

ア　「スカイライン」の借用，返還に関する事実の重要性

62

イ　「スカイライン借用供述」はあるべき裏付を欠くなど不合理であること

64

ウ　「スカイライン返還供述」はＧ，Ｄ´が否定しており証拠上破綻していること

65

エ　「スカイライン」には犯行に使用された形跡がないこと

65

オ　スカイラインは「０型血痕は被害者血痕」との誤った判断によって使用車両とされたこと

66

カ　「スカイライン」を借用し，使用し，返還した旨の確定判決の認定は破綻していること

67

（３）喫茶店「乙山」をめぐる出来事について

67

ア　「乙山」をめぐる出来事の重要性

67

イ　「乙山」をめぐる出来事は，当初無関係な日常的出来事と供述され，移監中止を契機に隠匿供述に変遷し，Ｌ関与供述の破綻によってＢ，Ｎを登場させたものであること

69

ウ　「スプリンター」で「乙山」に来店したＱ，Ｒと遊んでいた旨の事実について

72

エ　請求人がＧにＡを呼出してもらい，「乙山」の電話番号を聞いてＡに電話で助けを求めた旨の事実について

72

（ア）ポケットベルと電話によって請求人がＡに連絡を取った旨の事実の重要性

72

（イ）電話連絡に関するＡの供述には虚構と作為的な辻褄合わせを示す変遷が認められること

74

（ウ）Ｇ供述は第三者による別の日の電話を示唆し，Ａ，Ｂの供述と対立すること

75

（エ）請求人らが「乙山」にいるＡに電話を架けた事実は虚構であること

76

（オ）確定判決は相矛盾するＢとＡの供述をあえて接木するものであること

76

オ　Ｎが「乙山」近くで請求人とＢを出迎えた旨の事実について

77

（ア）Ａ，Ｎ，Ｂの供述は矛盾，対立していること

78

（イ）Ａ，Ｎ，Ｂの三者の供述経過には作為的な辻褄合わせが歴然としていること

79

（ウ）Ｎの「出迎え担当供述」は破綻していること

79

ａ　スカイラインの特定供述について

80

ｂ　Ｂの人物特定供述について

81

ｃ　請求人の人物特定供述について

81

ｄ　Ｎの「出迎え担当供述」は破綻していること

81

（エ）出迎えの事実は虚構の産物であること

81

カ　Ｂが「乙山」前でＡと出会った旨の事実について

82

（ア）Ａ供述は乙山への請求人の同行者につき変遷し，Ｂ供述はＡ供述の後追いしていること

82

（イ）Ａ，Ｂ供述は乙山到着後の行動につき抜き差しならない対立，矛盾を露呈すること

83

（ウ）ＢはＡ供述を受けて辻褄合わせをするが，取り繕いようがないこと

83

キ　Ｂが「乙山」から帰宅した旨の事実について

84

ク　喫茶店「乙山」をめぐる出来事に関する確定判決は破綻していること

84

８　請求人の犯行告白についてのＣらの供述も確定判決の事実認定の支柱たり得ないこと

85

第６　結論
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